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１ はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、全ての教育委員会は、毎年、

その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされています。 

 埼玉県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）では、同法に基づき、効

果的な教育行政の推進に資するとともに、県民への説明責任を果たすため、この

たび、教育委員会の事務に関する点検評価（以下「点検評価」という。）を実施

し、報告書にまとめました。 

 

 

２ 点検評価の対象及び方法 

 

（１）点検評価の対象 

  県教育委員会では、教育基本法第17条第２項に基づき、令和元年度から５年

間に取り組む本県教育の目標と施策の体系を示した「第３期埼玉県教育振興基

本計画－豊かな学びで 未来を拓
ひら

く埼玉教育－」（以下「第３期計画」という。）

を策定し、教育行政施策を推進しています。 

  第３期計画は、10の目標と30の施策から構成され、施策ごとに38の指標を掲

げています。 

  点検評価は、第３期計画に掲げられた30施策のうち、知事部局が所管する３

施策（「施策22 私学教育の振興」、「施策29 スポーツ・レクリエーション活

動の推進」及び「施策30 競技スポーツの推進」）を除く、県教育委員会所管

の27施策を対象としています。 

  具体的には、第３期計画を年度ごとに実効性あるものとするために策定した

「令和２年度埼玉県教育行政重点施策」（以下「令和２年度重点施策」という。）

に沿って推進した施策や事業の取組状況について点検評価を行いました。 

 

（２）点検評価の方法 

  まず、県教育委員会所管の27施策について、各事業の取組状況や指標の達成

状況を踏まえて自己評価を行い、成果や課題、今後の展望を明らかにしました。 

  次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に関し学識

経験を有する方（以下「学識経験者」という。）から、施策や事業の取組状況

や自己評価に対して、意見・提言を頂きました。 

  学識経験者には次の方々に就任していただきました。（五十音順、敬称略） 
 

氏 名 役 職 

桐ヶ谷 久 夫 一般社団法人埼玉県商工会議所連合会 常務理事兼事務局長 

星 野 敦 子 十文字学園女子大学教育人文学部 教授 
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３ 点検評価結果の構成 

 

（１）目標・施策・主な取組 

  第３期計画における目標、施策（施策番号・施策名）、主な取組（計画策定

後の新たな行政課題に係る取組を含む。）を記載しています。 

 

（２）主な事業 

  令和２年度重点施策に沿って推進した主な事業について、事業の概要、担当

課ごとに実施した事業の自己評価を記載しています。（担当課の略称について

は、別表「課名略称一覧」参照） 

  なお、令和３年度新たにＩＣＴ教育推進課を設置したことに伴い、ＩＣＴ教

育推進課に移管した事業については、担当課欄に令和２年度の担当課の略称に

加え、ＩＣＴ（ＩＣＴ教育推進課の略称）を括弧付きで記載しています。 

 

（３）施策指標の達成状況・原因分析 

  施策ごとに設定した指標について、計画策定時の状況及び令和元年度以降の

達成状況を、年度目標値とともに記載しています。また、指標の達成状況につ

いて指標担当課による原因分析を記載しています。 

 

（４）学識経験者の意見・提言 

  学識経験者から頂いた意見・提言を記載しています。 

 

（５）今後の取組 

  事業の自己評価、施策指標の達成状況、学識経験者の意見・提言を踏まえ、

事業担当課ごとに記載しています。 

 

 

別表  

課名略称一覧 

課名 略称 課名 略称 課名 略称 

総務課 総務 高校教育指導課 高指 小中学校人事課 小中 

教育政策課 政策 魅力ある高校づくり課 魅力 義務教育指導課 義指 

財務課 財務 ＩＣＴ教育推進課 ICT 教職員採用課 採用 

教職員課 教職 生徒指導課 生指 生涯学習推進課 生推 

福利課 福利 保健体育課 保体 文化資源課 文資 

県立学校人事課 県人 特別支援教育課 特教 人権教育課 人権 
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４ 点検評価結果 
 

目標 Ⅰ 確かな学力の育成 

施策 1 一人一人の学力を伸ばす教育の推進 

主な取組 

○ 「埼玉県学力・学習状況調査」の実施と指導方法の改善 

○ 児童生徒一人一人を確実に伸ばす教育の実践 

○ 学習データを活用した個に応じた学びの研究 

○ 少人数指導などのきめ細かな指導の充実 

○ 小・中学校９年間を一貫した教育の推進 

担当課 高校教育指導課・特別支援教育課・義務教育指導課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

学力・学習状

況調査実施事

業 

219,842 

 本県の小・中学校等における児童生徒の学力や学
習に関する事項等を把握することで、教育施策や指
導の工夫・改善を図り、児童生徒一人一人の学力を
確実に伸ばす教育を推進する。 
○調査実施 
  令和２年６月１日～令和２年７月16日 
○調査対象 
  埼玉県内（さいたま市を除く。）の公立小学校（義
務教育学校の前期課程を含む。）第４学年～第６
学年及び公立中学校（義務教育学校の後期課程を
含む。）第１学年～第３学年の全児童生徒 

 ・小４～小６ ２教科－国、算、質問紙 
 ・中１    ２教科－国、数、質問紙 
 ・中２・中３ ３教科－国、数、英、質問紙 
 ※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、62市町村中56市町村で実施 
○調査結果公表 令和２年11月27日 
 （県教育委員会ホームページ） 
○調査結果分析 
 ・分析委員会開催 
  第１回：令和２年11月12日、第２回（新型コロ

ナウイルス感染症拡大による緊急事態
宣言を受け中止） 

 ・埼玉県学力・学習状況調査報告書の作成 
  調査結果の分析や取組事例等を掲載し、県内小・

中学校等に配布 
○調査問題作成等 
 ・問題検討委員会の開催 
  第１回：令和２年11月16日、第２回（新型コロ

ナウイルス感染症拡大による緊急事態
宣言を受け中止） 

 ・実施説明会の開催 
  オンラインによる実施：令和２年２月22日～令和２

年４月30日 
 ・学校現場の教員に向けた調査の活用方法等に関

する説明会の実施   
 ・学力を大きく伸ばした学級の担当者による協議

会の実施 
   新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事

態宣言を受け令和２年度中の実施は中止とし、
本取組は令和３年度に実施する方向で検討して
いる。 

   協議された効果的な取組例をリーフレットに
まとめ、県内小・中学校等に配布した。 

 平成27年度から６回目の調査の実施
となり、調査開始年度に小学校４年生
だった児童が中学校３年生になるた
め、学力の伸びの状況や学力が伸びた
児童生徒の総括を行った。新型コロナ
ウイルス感染症対応による学校教育へ
の影響をデータに基づき分析するため
に、児童生徒質問紙のクロス分析や臨
時休業による学力への影響について研
究機関（大学）へデータ分析を依頼し
た。 
 また、調査結果の概要と活用、学習指
導のポイント等を報告書にまとめるこ
とができた。 
 さらに、実際に調査を行う学校現場
の教員を対象に調査の特長や活用方法
についての説明及び効果的な取組例を
周知することができた。 
 調査結果や報告書の内容を受け、市
町村教育委員会や各学校では、児童生
徒一人一人の学力や学習意欲等の状況
に応じ、効果的な指導方法の改善を図
り、調査結果を独自に分析して仮説を
立てたりするなど、改善策を講ずるこ
とができた。 
 令和２年度調査は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、全県一斉で
の実施はせず市町村の参加の意向を確
認し、「参加する」と回答した市町村の
みで実施することとしたが、実施して
得られた効果的な取組などについて
は、県内で共有するとともに、児童生徒
一人一人を着実に伸ばす教育を一層推
進する。 

義指 
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良い授業を見

つ け ！ 広 め

て！学力ＵＰ

事業 

9,975 

 埼玉県学力・学習状況調査のデータから見えてき
た、学力を伸ばしている教員の授業等の映像資料を
作成し、市町村・学校に普及する。 
〔令和元年度作成分の映像資料〕 
〇映像資料をホームページで公開（令和２年４月） 
 視聴数約18,000回 令和３年３月末現在 
〇ＤＶＤ版を市町村教育委員会に配布（令和２年４
月） 

〇埼玉県学力向上推進協議会（令和２年11月）や学
力向上に関する研修会等で活用 

〇撮影教科・本数 
 国語：11本、算数・数学：10本、学級活動：３本、
朝の会：１本、帰りの会：１本 計26本 

〔令和２年度作成分の映像資料〕 
〇学力を伸ばしている教員の授業の撮影、編集 
〇撮影教科・本数 
 国語：３本、算数・数学：３本、英語：３本、学
級活動：１本 計10本 

 令和元年度作成分の映像資料は、研
修会等での活用が進んだ。 
 令和３年度は、映像資料（令和元・２
年度作成分）の活用・普及の促進を図る
とともに、引き続き映像資料（令和３年
度分）の作成を行っていく。 

義指 

成長の記録の

共有・活用・研

究 

0 

 小・中学校等で実施する埼玉県学力・学習状況調
査の結果などを、毎年度継続して児童生徒・保護者・
学校が共有し活用することにより、児童生徒一人一
人の成長を支え、一人一人を確実に伸ばす。 
○小・中学校等での記録の共有と指導への活用の推
進 

○児童生徒・保護者とともに成長の記録を共有・活
用することの推進 

○高等学校段階における成長の記録の共有・活用等
の研究 

 埼玉県学力・学習状況調査により把
握した児童生徒一人一人の調査結果の
活用方法について、様々な機会を捉え
て、市町村や学校に説明し、周知するこ
とができた。児童生徒一人一人の特性
や学習到達度等に応じた指導ができる
よう、調査結果の活用方法についての
説明資料を改善した。 
 児童生徒の学習課題とそれに対する
指導を学校全体で共有する学習支援カ
ルテ「コバトンのびのびシート」を全校
に配布し、学習支援カルテとしての活
用を促した。 
 高等学校の年次研修において、小・中
学校等で実施している埼玉県学力・学
習状況調査や返却される個人結果票に
ついて説明し、周知を図った。 

義指 

 県立高等学校の９割以上が校務支援
システムを導入し、東京大学と理化学研
究所、本県で共同開発した埼玉県専用ｅ
ポートフォリオ（高校生の活動記録を電
子化したもの）のアプリケーションの活
用も本格運用することができた。 
 学校保有データのＡＩを活用した学び
の実践研究事業とデータ連携の可能性を
探るなど、データ様式の研究を行った。 
 令和３年度についても、令和２年度
と同様以上の支援・充実を図る。 

高指 

 特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒につ
いて、一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に
把握し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで
を通じて一貫した支援を行う。 
○教育・福祉・医療・労働等の関係機関が連携して
支援するための「個別の教育支援計画」を作成す
る。 

○指導目標・内容・支援の方法を盛り込んだ学校に
おける指導・支援のための「個別の指導計画」を
作成する。 

○幼稚園・保育所から小学校へ支援をつなぐ特別支
援教育研修 

 ・実施回数：７回 参加人数：887人 
○中学校から高等学校等への支援をつなぐ特別支援
教育研修会   

 ・実施回数：４回 参加人数：109人 
○特別支援学校教育課程研究協議会 
 ・実施日：令和２年８月25日 中止 

 就学前から小学校へ、中学校から高等
学校等へ支援をつなぐための研修を実
施した。新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、中止となった研修会もある
が、可能な限り開催し、発達障害等につ
いての基本的な知識や引継ぎ、関係機関
との連携の重要性等について周知する
ことができた。 
 特別支援学校教育課程研究協議会が
中止となったが、特別支援学校支援訪問
などを活用し、個別の教育支援計画、指
導計画の点検・評価を行った。特別支援
学校では全ての幼児児童生徒に対し個
別の教育支援計画、指導計画が作成され
ている。そのため、各特別支援学校での
取組について、実践例等を共有する機会
を設け、活用促進を図っている。 

特教 
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 ・対象校：県立特別支援学校 36校 
○巡回支援による個別の教育支援計画等の作成や校
内体制整備の支援 

 ・県立高等学校 33校 

 高等学校に在籍する特別な教育的支
援を必要とする生徒に対し、臨床心理士
等の専門家による巡回を実施した。個別
の教育支援計画等の作成を支援するこ
とにより、特別支援教育推進のための校
内体制整備を進めることができた。 
 特別支援学校では、コロナ禍の臨時休
業等を踏まえ、保護者と連携して、個別の
教育支援計画の精査や見直しを行った。 

ＡＩを活用し

た学びの実践

研究事業 

59,731 

 埼玉県学力・学習状況調査の結果をはじめ、小・中・
高等学校で得られる様々なデータとＡＩを活用して、
よりきめ細かい個に応じた指導の実現を目指す。 
○県学力・学習状況調査の結果データのＡＩによる分
析 

 ※令和２年度も、令和元年度に引き続き受託事業者
であるソニーコンピュータサイエンス研究所の
開発したＡＩ技術ＣＡＬＣ（カルク）を分析に用
いた。 

○学校が保有するデータのデータベース化、蓄積等の
研究 

○児童生徒や保護者との面談等で、教員が参考資料と
して活用する個別アドバイスシートの作成及び実
証校の小６児童、中３生徒への提供 

〇家庭学習や夏休みの宿題、授業の補充学習などで活
用する個別学習教材（試作版）の作成 

○実証研究委員会の実施（３回） 
 ・事業概要、分析対象データ、個別アドバイスシー

トの情報共有・協議 
  第１回：令和２年10月27日 
  第２回：令和２年12月21日 
  第３回：令和３年３月24日 
○学校訪問の実施（３回） 
 ・学校保有データの収集、個別アドバイスシート及

び個別学習教材（試作版）に対する意見聴取 

 令和２年度の成果物として目標である
個別アドバイスシート及び個別学習教材
（試作版）を作成することができた。 
 学校保有データの取得ノウハウを得
るとともに、データ取得を効率化するた
めのシステム開発に着手したところで
あるが、今後も実証を通じて機能の改良
を図っていく。 
 個別アドバイスシートの内容につい
て、ＧＩＧＡスクール構想で整備された
端末での表示の最適化や個別学習教材
との連携強化など、児童生徒、保護者に
分かりやすく、現場教員の感覚と合って
いるものとなるよう、今後の実証研究の
中で更にブラッシュアップしていく。 
 個別学習教材（試作版）については、
児童生徒一人一人の状況に応じた教材
の提供方法やタイミング等について、検
討を重ねていく。 

義指 

 高等学校では、埼玉県学力・学習状況
調査を実施していないため、学校保有デ
ータの結果による影響が大きいことが
課題として挙げられる。 
 そのため、小・中学校で行われる個別
アドバイスシートから、有効な学校保有
データを見極め、より効果的で教員への
負担の少ない形での学校保有データの
取得を開始した。 

高指 

新型コロナウ

イ ル ス 感 染

症・学習支援

事業 

2,092,991 
（４月補正） 

（６月補正） 

 臨時休業に伴う学習の遅れを解消するため、全て
の県立中学校・高等学校に学習指導員を配置した。 

 長期にわたる臨時休業による学習の
遅れを解消し、生徒の学習保障を行うと
ともに教員の業務上の負担軽減を図る
ことができた。 

高指 

 臨時休業に伴う学習の遅れを解消するため、市町
村による小・中学校等の学習指導員の配置への補助
を実施した。 
 ・56市町村に補助を実施 

 児童生徒一人一人の学習定着度の確
認や、それに応じた個別指導を行うこと
により、担任の補助として重要な役割を
担うことができ、学習の遅れの解消につ
ながった。 

義指 

施策指標の 

達成状況・ 

原因分析 

●学力・学習状況調査における学力状況 

 全国学力・学習状況調査において、全国平均正答率（公立）を１ポイント以上上回った教科区分

の数（教科区分） 

 ［出典：全国学力・学習状況調査］ 

 

  小学校                                      中学校 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の全国学力・学習状況調査が中止となったため

学力の状況を把握できなかったが、埼玉県学力・学習状況調査の分析等も踏まえて一人一人の学力の向

上に取り組んでいく。 

義指 

H30 R1 R2 R3 R4 R5
中学校 0 0 −

年度目標値 1 1 2 2 2

0

1

2

H30 R1 R2 R3 R4 R5
小学校 0 0 −

年度目標値 1 1 2 2 2

0

1

2
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●学力・学習状況調査における学力状況 

 「埼玉県学力・学習状況調査」において、学力を12段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合

（％） 

 ［出典：埼玉県学力・学習状況調査］ 

 

 

  小学校                                     中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 令和元年度からの数値の変化として、中学校の割合が8.3ポイント上昇した。しかし、小学校、中学校

ともに目標値よりも約10～16ポイント低い結果となった。 

 目標値に届かなかった要因は、まずは一人一人の子供の学力を、毎年度、着実に伸ばし切れていなか

ったことである。前年度、学力が伸びた子供が次年度は伸び悩んでしまうなど、一人一人の伸びる時期

や伸び幅が一定ではないことや、家庭での学習状況や生活環境などが学力の伸びに影響することもあ

り、調査の結果からも、そうした傾向が確認できる。 

 また、調査データの分析結果から、「主体的・対話的で深い学び」の実践が、児童生徒の非認知能力

や学習方略の向上を通じて、学力の向上につながることが分かってきているものの、その実践がまだ十

分ではない状況にあることも要因である。 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、62市町村中56市町村で実施 

義指 

学識経験者の 

意見・提言 

 コロナ禍における臨時休業は家庭環境の違いによる自宅学習の格差発生の懸念があったが、補正予算により学

習指導員を配置し、これに対処する追加事業が行えたことは、大変良かった。一方で、これまで継続的に取り組

んできた委員会や説明会による周知等が、やむを得ず中止や資料配布で対応した事例がみられた。説明資料の改

善等にも取り組んでおり施策が遅滞する懸念は無いが、年度の自己評価では課題認識をしっかり行い、取組の深

化に取り組んでほしい。 

 「全国学力・学習状況調査」が中止となったが、６年目となる「埼玉県学力・学習状況調査」を実施（希望市

町村のみ）できたことは有意義であった。児童生徒一人一人の状況を捉え、確実に伸ばすための取組として、効

果的な取組例の共有、学習支援カルテの活用などに地道に取り組んでいる点は評価できる。ＡＩの活用について

も着実に前進しており、個別アドバイスシートや個別学習教材（試作版）の今後の展開に期待したい。新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、家庭における学習環境の影響が大きくなっている。「主体的・対話的で深い学

び」の実践を着実に積み重ね、学力向上につなげてほしい。 

今後の取組 

学校保有データのフォーマットが標準化されておらず、ＡＩ分析できる学校保有データの取得が難し

いといった課題がある。今後は、各校で共通して行われているテストを活用することで、標準化された

学校保有データの取得を図っていく。 

また、令和３年度は、長期にわたる臨時休業が行われていないため、学習指導員の配置は行わず、感染

防止対策を徹底しながら、教育活動を実施する。 

高指 

コロナ禍において研修会や協議会が中止となる可能性を踏まえ、提供する資料の充実を図り、就学前

から小・中・高等学校、そして卒業後へと支援をつなぐための個別の教育支援計画等の作成について、引

き続き支援を進めていく。 

特教 

今後とも、学力の伸びを把握することができる埼玉県学力・学習状況調査を生かして、効果的な取組

の共有を図っていく。また、ＡＩを活用した学びの実践研究事業において、児童生徒一人一人の学力や

学習状況に応じた個別アドバイスシートを、実証校に通う児童生徒にＷＥＢ上で提供するなど、個に応

じた指導の実現による学力向上につなげていく。 

義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中学校 32.9 34.9 35.6 43.9

年度目標値 53.2 54.2 55.2 55.2 55.2

20

30

40

50

60

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小学校 60.7 46.0 51.5 51.5

年度目標値 67.2 68.2 69.2 69.2 69.2

20
30
40
50
60
70
80
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目標 Ⅰ 確かな学力の育成 

施策 2 新しい時代に求められる資質・能力の育成 

主な取組 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進 

○ 指導内容・指導方法の工夫・改善 

○ 高校生の学習意欲・学力向上の取組の推進 

○ 読書活動の推進 

担当課 高校教育指導課・特別支援教育課・義務教育指導課・生涯学習推進課（・ＩＣＴ教育推進課） 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

主体的・対話

的で深い学び

の実現の推進 

0 

 児童生徒が学習内容を深く理解し、これからの時
代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわた
って能動的に学び続けることができるよう、「主体
的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善等
の取組を活性化し、「学びの改革」を推進する。 
 その取組の一つとして、授業改善を進めるために
県が作成した「主体的・対話的で深い学びの実現に
向けた研修プログラム」をまとめたリーフレット等
を各教育事務所や総合教育センター等に提供し、こ
のプログラムを県教育局の指導主事等による学校
訪問や校内研修等の機会に活用するようにした。 

 各教育事務所・支所と連携を図り、
学校訪問等の機会に「主体的・対話的
で深い学びの実現に向けた研修プロ
グラム」等を学校に周知し、授業改善
を支援することができた。そして、「主
体的・対話的で深い学び」の実現に向
けた授業改善を視点として、指導・評
価することができた。 

義指 

未来を拓く 

「学び」プロ

ジェクト 

8,067 

 協調学習による生徒の「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けた授業実践を通して、問題解決力
等を育成する。 
 また、協調学習の学習効果を検証し、教員同士が
学び合うネットワークを構築することで継続的な
授業改善を図る。  
○研究開発校：139校 
○研究開発員：664人 
○公開研究教科数：16教科（オンラインによる） 
○シンポジウム 
 ・実施日：令和２年12月25日 
 ・形態：オンライン配信 
 ・申込数：926人（本県を含む31都道府県） 

 協調学習の研究開発員が、各所属校
において、「主体的・対話的で深い学
び」の実現に向けた授業実践に取り組
むことができた。他校の授業を参観す
る研究授業については、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止を踏まえ、全て
の教科部会においてオンラインで研
究協議会を行った。 
 また、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、生徒同士が近距離で対
話することが制限されることもあっ
たが、ＩＣＴを活用するなど、コロナ
禍における「主体的・対話的で深い学
び」に向けた授業の実践も行われた。
引き続き東京大学ＣｏＲＥＦと連携
し、授業改善についての研究が深化し
ている。 
 さらに、協調学習と知識・技能の習
得についての効果を検証し、協調学習
の強みを踏まえて生徒の資質・能力が
向上するよう取り組んでいる。 

高指 

障害のある子

供たちの超ス

マート社会を

生き抜く力を

育むＩＣＴ環

境整備事業 

72,708 

 障害から生じる困難さを改善・克服し、誰一人取
り残すことのない、公正に個別最適化された学びを
実現するため、県立特別支援学校にタブレット端末
やプロジェクタ等のＩＣＴ機器を整備する。 

 タブレット端末の一人一台環境の
整備は、令和４年度までに段階的に整
備する予定であったが、新型コロナウ
イルス感染症への緊急対策として令
和２年６月補正予算で事業化したこ
とにより、小・中学部は一人一台、高
等部はＢＹＯＤを活用したタブレッ
ト端末の一人一台環境を前倒しして
整備することができた。また、通信機
器の整備により、感染症拡大時など緊
急時にも子供たちの学びを止めない
環境を整備することができた。 
 端末利用方法の習得やルール作り
などの課題に対しては、引き続き各学
校の活用状況の把握に努め、必要な支
援に積極的に取り組む。 

特教 

(ICT) 

163,074 
(６月補正) 

 緊急時においても、全ての子供たちの学びを保障

できる環境を実現するため、県立特別支援学校にお

けるタブレット端末7,800台（当初予算分を含む）の

整備及び貸出用モバイルＷｉ－Ｆｉルータ476台の

整備等を実施する。 
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課題を抱える

生徒の自立を

支援する共助

プラン 

57,413 

 基礎学力に課題を抱える生徒の多い高校に、教員

志望の大学生や退職教員等を学習サポーターとし

て配置し、基礎学力の定着や学び直しの支援を行

う。 

 ・配置校：全日制18校、定時制20校 

 また、日本語指導が必要な生徒が多く在籍する高

校に多文化共生推進員を配置し、言語に起因する学

校生活の問題解決を図り、学習環境を整備する。 

 ・配置校：全日制18校、定時制19校 

 令和２年度においては、全日制18

校、定時制20校に学習サポーターを配

置して学習支援を実施した。また、確

認テストを行うことで効果検証をし

ている。例えば、数学では、数式、図

形、関数など各分野において難易度に

応じたテストを実施することにより、

習熟の程度を確かめるとともに生徒

の学習意欲の向上につなげることが

できた。 

 令和３年度については、学習支援を

行う教科を原則国語・数学・英語の３

教科とすることで、基礎学力の更なる

定着を図る。 

 また、計画どおり、多文化共生推進

員を配置し、生徒が安心して学習でき

る環境を整備することができた。生徒

の日本語能力も向上し、授業の理解も

深まっている。また、生徒の多文化共

生に対する意識も向上している。 

高指 

読書に対する

関心を高める

取組 

0 

 司書教諭、司書などとの連携により、各教科にお

いて学校図書館を活用した学習活動を継続すると

ともに、生徒の読書に対する関心が高まるような取

組を実施する。 

○彩の国 高校生ビブリオバトル2020 

  令和２年度に関しては、新型コロナウイルス感

染症の影響により、全国大会の中止を受け埼玉県

大会も中止した。 

 県立高校全139校が参加している

「未来を拓く『学び』プロジェクト」

の一環として、協調学習の際に図書館

を活用することで、主体的な学習活動

を目指した授業改善に取り組むこと

ができた。 

 書評合戦である「彩の国 高校生ビ

ブリオバトル2020」については、中止

とした。 

高指 

埼玉県子供読

書活動推進会

議の開催 

117 

 家庭、地域、学校等が一体となって子供の読書活

動を推進するため、学校、図書館、民間団体、行政

等で構成する会議を開催する。 

○埼玉県子供読書活動推進会議（年２回） 

 ・開催日：令和２年９月15日～30日（書面） 

      令和３年２月２日（オンライン） 

 コロナ禍における子供たちの読書

活動推進や本を読まない子供たちの

読書環境改善事例の収集・情報共有が

できた。 

生推 

子ども読書支

援センターの

運営 

666 

 子供の読書活動に関する調査・相談、子供読書関

連情報の収集・発信、学校図書館への協力・連携、

おはなしボランティア指導者の派遣などを行う。 

○読み聞かせボランティア団体への講師派遣 

 ・派遣先団体数：３団体 

 ・受講者数：延べ30人 

○こども読書活動交流集会（オンライン） 

 ・開催日：令和２年12月13日 

 ・参加者数：215人 

 ※「図書館と県民のつどい2020」の一環として実

施 

〇特別支援学校図書館運営講座（１回） 

 ・開催日：令和２年８月６日 

 ・参加者数：12人 

 子供読書活動推進に関わるボラン

ティア指導者やボランティアの知識・

スキルが向上した。 

 特別支援学校又は特別支援学級が

ある学校の司書教諭や司書等の図書

館運営に関する知識・スキルが向上し

た。 

生推 

学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト → 施策26参照 生推 

学校と地域の未来を創ろう！プロジェクト → 施策26参照 生推 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●「主体的・対話的な深い学び」の実施状況 

 「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員数（人） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 
【原因分析】 

 新学習指導要領に示された、児童生徒に身に付けさせたい資質・能力の育成に向け、より多くの教

員が研修の受講や授業実践を行い、年度目標値を達成することができた。 

高指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●「主体的・対話的な深い学び」の実施状況 

 協調学習マイスターによる研修等の回数（回） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 令和２年度の回数が令和元年度の回数を下回ったのは、令和２年４月、５月の臨時休業や６月の分散

登校により授業が実施されなかったことが、原因の一つである。また、教員が他校を訪問して行う授業

研究会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施されなかったことも原因である。 

 一方で、校内研修会は実績が伸びており、教員の資質能力の向上と授業改善は継続的に推進されている。 

高指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●将来の夢や目標を持っていると回答した児童生徒の割合（％） 

 ［出典：全国学力・学習状況調査］ 

 

 

 小６                    中３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の全国学力・学習状況調査が中止となったため

把握できなかった。学習した内容が今後の生活に役立つことを感じ取れるよう、生活の中から学習課題

を見つけ、解決するなどの取組を継続していく必要がある。 

義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
教員数 7,057 8,431 9,719 10,791
年度目標値 9,071 10,00011,00012,00013,000
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年度目標値 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0
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82
84
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94
96



10 

 

学識経験者の

意見・提言 

 コロナ禍を与件として、ＩＣＴを活用した教員にも生徒にも有効な授業の創り方は、今後ノウハウの積み上げ

により一層充実したものになるよう取り組んでほしい。読書の習慣化は、これからの時代においても非常に重要

であり、県の読書活動推進計画の諸施策を具体的に進め、子供たちの反応を適宜適切に組み入れて改善を加えつ

つ、進捗を管理いただきたい。 

 「主体的・対話的で深い学び」に関する研修は着実に進んでおり、他校訪問による方法が制限された一方、校

内研修の実績が伸びていることから、教員の資質向上は進展していると捉えることができる。研修の成果を着実

に授業改善に結び付けるためには、教員の負担を軽減し、授業や児童生徒としっかり向き合える時間を作り、モ

チベーションを向上させることが重要である。このような観点から、大学生等による学習サポータ―制度を利用

した課題を抱える生徒の支援、またそこから広がった生徒同士の学び合いなどは効果的な取組であり、評価でき

る。 

今後の取組 

読書活動の推進については、司書教諭や司書と連携した各教科における学校図書館を利用した学習活

動を継続していく。 

引き続き、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善に努め、生徒の問題解決能力等の育成

に向け、研修や教員同士の学び合いの機会等を通じて教員の資質能力の向上に取り組む。 

また、基礎学力に課題を抱える生徒の多い高等学校に対しては、今後も学習サポーターの配置及び難

易度に応じた確認テストを行い、基礎学力の定着や学び直しの支援を推進する。 

高指 

実証研究を踏まえ、障害から生じる課題や困難さを改善・克服し、誰一人取り残すことのない個別最

適化された学びを実現するため、全ての県立特別支援学校において障害特性に応じたＩＣＴを活用した

授業改善を進める。 

特教 

令和３年度版の「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた研修プログラム」について改訂のポイン

トや活用方法等を市町村教育委員会に周知し、各学校での活用推進を図る。また、学校訪問を通して、

各教科におけるＩＣＴ機器を活用した指導場面について事例収集等を行い、令和４年度に向けプログラ

ムの改訂を行う。 

義指 

引き続き、「埼玉県子供読書活動推進計画（第四次）」（計画期間：令和元年度～令和５年度）に基

づき、読書の習慣化を推進するため、取組の工夫・改善に努める。  

「学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト」の取組を整理し、より一層県内に広めていくため、「越境

×探究！未来共創プロジェクト」をスタートした。 

「学校と地域の未来を創ろう！プロジェクト」は、持続可能な組織づくりを行うとともに県内に取組

を広めていく。 

生推 

整備された１人１台端末環境を活用し、子供たち一人一人の障害特性に応じた個別最適化された学び

の実現に向けて、より一層の充実に努める。 
ICT 
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目標 Ⅰ 確かな学力の育成 

施策 3 伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進 

主な取組 

○ 伝統と文化を尊重する教育の推進 

○ グローバル化の進展に対応する力を育む教育の推進 

○ 世界で活躍できる人材の育成 

○ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進 

○ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

○ 英語をはじめとした外国語教育の充実 

担当課 教育政策課・高校教育指導課・特別支援教育課・義務教育指導課・文化資源課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

授業等による

取組 
0 

 社会科や地理歴史科、音楽科、道徳の授業等で、

我が国や郷土の偉人・歴史・風土等に関する教育を

行うとともに、総合的な学習の時間で、地域の人々

の暮らしや文化、伝統に関する学習活動を学校の実

態に応じて行う。 

 小・中学校等では、地域の人々が受け継いできた

文化財や芸能に関する学習を学校の実態に応じて

行う。 

 高等学校では、伝統や文化に関わる学校設定科目

の設置や県教育委員会作成の指導資料の活用、部活

動の取組等を通じて、我が国の伝統や文化の理解を

深める。 

 

 令和２年度小・中学校等初任者研修

の機関研修や教育事務所の音楽担当

指導主事会議等において、伝統・文化

に関する優れた授業の映像資料等の

紹介をし、活用を促した。 

 また、市町村教育委員会の指導事務

担当の課長等が集まる会議で、伝統と

文化を尊重する教育の推進のために、

県や国の事業を周知した。 

 これらの取組を通じて伝統と文化

を尊重する意識を醸成した。 

 

義指 

 

 小鹿野高校では、秩父における文化

の形成と発展を日本史と関連させて

考察することを通して、また、鶴ヶ島

清風高校では、郷土の伝統芸能である

和太鼓等の音楽についての学習や実

習などを通して、郷土を理解し、関心

を高めることができた。 

 

高指 

自立心をはぐくみ絆を深める道徳教育推進事業 → 施策６参照 
義指 

高指 

文化遺産調査活用事業のうち、博物館・美術館等を活用した子供パワーアップ事業 → 施策28参照 文資 

県立高校グロ

ーバル教育総

合推進事業の

うち 

 

語学指導等に

おけるネイテ

ィブスピーカ

ー活用事業 

368,270 

 語学指導等を行う外国青年の招致等により、国際

理解教育及び外国語教育の改善・充実を図るととも

に、地域レベルでの国際化を推進する。  

○外国語指導助手（ＡＬＴ）の県立高校への配置 

○大学等と連携し、非英語圏留学生を県立高校へ派

遣 

 ・申請した県立学校数：13校 

   審査の結果、13校での活用を決定 

 ・派遣日数：延べ449日 

 

 語学指導等を行う外国青年65人中

43人を県立高校に配置し、外国語教育

の改善・充実を図ることができた。 

 さらに、英語スピーチコンテストや

ディベート大会等への出場などを通

して、質の向上などの成果を上げるこ

とができた。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の

影響により、語学指導等を行う外国青

年65人中22人を配置できなかった。 

 県立高校13校において、留学生等を

第二外国語の授業で活用することが

できた。 

 

高指 
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スーパーグロ

ーバルハイス

クール事業 

32,669 

 大学等との連携による質の高いカリキュラムの

研究・実践により、将来、国際的に活躍できるグロ

ーバルリーダーを育成する。 

○指定校：高校１校 

 浦和第一女子高校 

○国際化に重点を置く国内大学との連携 

○グローバルリーダー育成に資する先進的なカリ

キュラムの研究・実践 

○国際機関や国際化を進める企業との連携 

 新型コロナウイルス感染症の影響

で、当初の計画を変更しての実施とな

った。海外研修を中止し、オンライン

を活用した交流会として、イギリスや

ベトナムの大学生に探究活動につい

てのプレゼンテーションを実施した。

その後、活発な意見交換が行われる

等、一定の成果があった。 

高指 

県立学校オリ

ンピック・パ

ラリンピック

教育推進事業 

3,267 

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

開催に向けて、スポーツの価値や効果の再認識を通

じ、国際的な視野を持って世界の平和に向けて貢献

できる人材を育成するため、県立学校においてオリ

ンピック・パラリンピック教育を推進する。 

○オリンピック・パラリンピック教育推進校による

取組 

 ・県立学校：11校 

○県内セミナー 

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止

（資料送付） 

 ・内容：令和２年度の当事業の推進について書面

にて説明 

○地域ワークショップ 

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止

（動画の配信） 

 ・内容：①元オリンピック日本代表による講演、

②早稲田大学オリンピック・パラリンピ

ック教育研究センター研究員による令

和３年度事業の推進に向けた講義 

○ボッチャボールセット貸出によるパラリンピッ

ク競技の普及啓発 

 ・15校（小学校１校、中学校６校、高校７校、特

別支援学校１校） 

○東京2020教育プログラム事業認証 

 ・県立学校：180校 

 ・市町村立学校：1,063校 

 教育推進校では、アスリートによる

講演会や競技体験を事前・事後の学習

と関連付けて実施した。 

 集会による感染を回避するため、講

師が遠隔地から講演を行なったり、教

室間をつないで生徒が他の教室にい

る講師とやり取りをするなどの取組

も見られた。 

 また、授業では、学科の特色を生か

してオリンピック・パラリンピックに

関する理解を深めたり、スポーツの持

つ価値をブレインストーミングやＫ

Ｊ法を用いて学んだりするなど、各学

校の特色に応じた工夫した取組が行

われた。 

 オリンピック・パラリンピック教育

を行う際の課題は、取り組む時間の確

保と講師の人選及び日程調整である。 

 学校の規模や状況に応じて取り組

めるよう、補助教材の紹介や実践事例

の提供を引き続き行っていく。 

政策 

県立高校グロ

ーバル教育総

合推進事業の

うち 

 

持続可能な社

会を生きるグ

ローバル人材

育成プロジェ

クト 

540 

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

開催に向けて、高校生の豊かな国際感覚、ボランテ

ィアマインド、多文化共生の精神などを育成する。 

○県立高校における青年海外協力隊経験者等によ

る講演会等の実施 

 ・青年海外協力隊経験者による講演会：18校 

 ・ＮＰＯ・ＮＧＯによる講演会：５校 

 ・講演例 

   紛争が続くアフガニスタンやシリア等の状

況を学ぶ等 

 講演会実施後のアンケートでは、

「自分自身もＳＤＧｓの17のゴール

にかかわりを持っている」、「日常生

活での取組が大切である」といった感

想が聞かれた。 

 また、国際貢献意識の高まりが見ら

れ、講演会の実施により、生徒のボラ

ンティアマインドの醸成や豊かな国

際感覚の育成を図ることができた。 

高指 

次代に語り継

がれるレガシ

ー創出事業 

0 

 ラグビーワールドカップ2019TM及び東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を児童生徒の成

長の好機と捉え、スポーツ全般への興味・関心を高

めたり、多様性の理解を深めたりするための教育プ

ログラムを県内に周知する。 

 令和元年度に作成・配布した実践事

例集を各種会議やホームページで県

内小・中学校等に周知し、特色ある教

育プログラムの実施促進を図った。 

 その結果、児童生徒の国際感覚を培

うことや、様々な文化や価値観に触れ

る一助とすることができた。 

義指 

障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 → 施策13参照 特教 
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県立高校グロ

ーバル教育総

合推進事業の

うち 

 

県立高校英語

教育改革事業 

3,676 

 令和３年度大学入学者選抜から実施の新制度及

び令和４年度から実施の新学習指導要領による英

語教育の高度化に対応した教員研修を実施する。 

 新型コロナウイルス感染症の影響
により事業を中止とした。 

 令和３年度は、採用２年目教員対象

のフォローアップ研修に加え、令和２

年度に中止した同研修の受講生を対

象に、同様の研修を実施する。また、

外部検定試験（ＴＯＥＦＬ）を実施し

ている民間事業者による英語集中研

修も実施する予定である。 

高指 

小中学校英語

教育推進事業 
9,019 

 新学習指導要領の円滑な実施に向け、教員を対象

とした研修の実施等により、小・中学校等における

英語教育の推進を図る。 

○小学校教員を対象とした主に評価に関する指導

実践研修等の実施 

○小中学校等英語指導力養成講座の実施（動画配

信） 

 ・期間：令和２年９月～令和３年３月 

 ・参加者：公立小中学校等1,048校（さいたま市を

除く。） 

 ・内容：英語の学習指導・学習評価方法について 

○優れた教員の授業に関する資料等の共有 

  「話すこと」（やり取り）について、小・中・高

等学校の各学校段階における学習到達目標を

意識した一貫性のある指導方法について研究 

 ・３市（和光市、川越市、八潮市）の小・中学校

５校に研究委嘱 

 ほぼ全ての公立小・中学校等で動画

資料を活用し、国や県の英語指導に関

する考え方などを浸透させることが

できた。 

 令和２年度は、文部科学省の「英語

教育改善プラン推進事業」が中止とな

ったため、国の予算措置を受けること

ができなかった。 

 その中で、研究委嘱校において、小・

中学校等が共に研究を進め、指導方法

について共通理解を図り、一貫した到

達目標を作成し、校内研修、研究発表

を行うことで、好事例を創出、広める

ことができた。 

 なお、研究発表は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、市内限

定として実施した。 

義指 

小学校英語教

育充実のため

の専科指導教

員の配置 

0 

 新学習指導要領における小学校外国語教育の授

業時数増に対応し、質の高い英語教育を行うことが

できる専科指導教員を確保し、外国語・外国語活動

の円滑な実施を図る。  

○令和２年度小学校英語専科指導教員配置 

 ・39市町、177校、86人を配置 

 英語専科指導教員の配置により、多

くの学校で質の高い英語の授業を実

施することができた。 

 配置された学校においては、他の教

員の指導の手本としても活用し、学校

全体の指導力向上にも貢献すること

ができた。 

義指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●地域の歴史や自然について関心があると回答した児童生徒の割合（％） 

 ［出典：埼玉県学力・学習状況調査］ 

 

 小５                    中２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 小学校は前年度比2.6ポイント減（年度目標値比－6.1ポイント）、中学校は前年度比6.3ポイント減

（年度目標値比－6.3ポイント）であった。 

 各学校で該当単元の学習が終わった時は関心が高まっても、長く続いていないことが年度目標値を達

成できなかった原因と考えられるため、該当単元の学習以外でも継続的に関心を高めるための工夫が必

要である。 

義指 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

中2 42.1 43.7 51.0 44.7

年度目標値 47.0 51.0 54.0 57.0 60.0

40

45

50

55

60

65

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小5 71.3 68.4 70.5 67.9

年度目標値 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0

60

65

70

75

80

85
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●中学校・高等学校卒業段階における英語力 

 ・中学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ１レベル相当（英検３級等）以上を達成した生徒の割合（％） 

  ［出典：文部科学省公立小・中学校における英語教育実施状況調査］ 

 ・高等学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英検準２級等）以上を達成した生徒の割合（％） 

  ［出典：文部科学省公立高等学校・中等教育学校（後期課程）における英語教育実施状況調査］ 

 

 

中学校                   高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により本指標を用いた調査は実施されなかったため、

令和元年度からの変化を把握することはできない。しかし、令和３年度の調査を見据え、令和２年度に

各校の英語科教員を集め、情報交換会を開催し、生徒の英語力を高める指導の好事例を紹介した。 

義指 

高指 

学識経験者の

意見・提言 

 地域の伝統や文化への理解がなければ、グローバル化を唱えても表面的で中身の薄いものになる懸念が大き

い。数値目標では地域の歴史や自然への関心が未達、一方で英語力の指標が向上しているのは一面的にはその表

れとも捉えられる。自分の住む町の歴史や文化遺産を十分理解し、それを英語で紹介スピーチするような取組な

どの工夫が必要と考える。 

 「地域の歴史や自然についての関心」は児童生徒自身の体験が伴わないと継続したり、深化させることは難し

い。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により体験が激減していることも指標結果に影響を与え

ていると考えられる。鶴ヶ島清風高校における取組事例のように、実習を組み合わせた学習は高い効果が期待で

きる。グローバル化に対応する教育の推進は、厳しい環境下でありながら、浦和第一女子高校のオンラインによ

る取組など素晴らしい成果を収めているものもある。生徒の国際貢献意識が高まっていることから、講演だけで

なく参加型のワークショップなどを通して国際感覚の育成につながる機会を増やしてほしい。 

今後の取組 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした児童生徒への教育効果を高める

取組を進め、事業完了に向けて成果等をまとめた報告書を作成する。大会終了後もレガシーの創出及び

継承がなされるよう、学校に対する支援に取り組む。 

政策 

伝統と文化の尊重については、現在改訂を進めている指導資料の活用等を通じて、我が国の伝統や文

化の理解のより一層の深化を図る。 

また、国際交流の新しい形態としてオンラインの活用を今後も進めていく。例えば、海外交流校の高

校生や大学生とＳＤＧｓの目標を共有し、その達成に向けてできることを双方向で意見交換するような

取組や互いの国の学校生活を紹介し合うなどの発表活動を推進する。 

高指 

引き続き、各特別支援学校において、パラリンピアン等を招聘し生徒に直接実演・講演等を行うこと

により、障害者の生涯を通じた多様な学習活動を推進していく。 
特教 

引き続き、県の主催する教員研修や市町村教育委員会を通して、伝統と文化を尊重する教育の推進の

ための資料や事業等の周知を図り活用を促すとともに、グローバル化に対応する教育の推進のために、

小中学校英語教育推進事業に係る研修会を実施し、小・中学校等における教員の英語指導力向上に取り

組む。 

義指 

「博物館活用ガイドブック」「博物館活用リーフレット」を生かして、教員や博物館等職員を対象と

した博学連携スキルアップ研修会やリーフレット改訂版の作成に取り組む。 
文資 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中3 41.9 45.3 45.8 −

年度目標値 43.0 45.0 47.0 49.0 50.0

36
38
40
42
44
46
48
50
52

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
高3 34.5 31.8 37.0 −

年度目標値 40.0 43.0 46.0 49.0 50.0

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
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目標 Ⅰ 確かな学力の育成 

施策 4 技術革新に対応する教育の推進 

主な取組 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善の推進（一部再掲） 

○ 科学技術等への関心を高める取組の推進 

○ 情報活用能力の育成 

○ 社会の持続的な発展を牽引する人材の育成 

担当課 高校教育指導課・義務教育指導課（・ＩＣＴ教育推進課） 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

世界をリード

する科学技術

人材育成事業 

7,568 

 世界で活躍する科学技術人材を育成するため、科

学・技術・工学・数学等の様々な分野を横断した探

究的課題研究を行い、課題解決能力を育成するとと

もに、ＳＴＥＭ教育の充実を図る。 

○指定校（６校） 

 川越高校、坂戸高校、所沢北高校、大宮高校、 

 伊奈学園総合高校、熊谷女子高校 

○担当者連絡会 

 令和２年11月13日 

○サイエンスキャンプ 

 令和２年度は開催中止 

 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため） 

 臨時休業を含む新型コロナウイル

ス感染症の影響で、各指定校では事業

計画の大幅な見直しを行った。 

 各指定校では感染防止対策を取り

ながら課題研究に取り組み、日本学生

科学賞に入選する研究を行うなどの

成果を上げた。 

 感染防止を踏まえた課題研究の実

施方法について、各指定校での取組を

共有し、必要な感染防止対策を取り、

課題研究の実践を進めていく。 

 また、感染症対策の観点により、令

和２年度のサイエンスキャンプは中

止とした。 

高指 

職業人材を育

成する専門高

校活性化事業

のうち 

 

未来の職業人

材育成事業 

24,813 

 専門高校及び総合学科高校において、将来の産業

界を担う高度専門職業人材を育成するため、地域の

企業・商店街や研究機関等と連携した実践的な職業

教育を行い、専門的な知識や技術、技能を習得させ

るとともに、商品開発や技術開発を行う。 

○指定学校数（32校） 

 ・農業科７校、工業科11校、商業科10校、家庭科

３校、看護科１校、福祉科１校、総合学科３校

（学科併置校有り） 

○連携企業等数（延べ89） 

 ・農業関係延べ25、工業関係延べ24、 

  商業関係延べ25、家庭関係延べ12、看護関係１、

福祉関係２ 

○成果発表会（ＷＥＢ開催） 

 ・令和３年２月19日から公開 

 

 専門資格等の取得奨励等を実施することにより、

自らの進路を主体的に考える力や自らの意志と責

任で社会の発展に貢献できる力を育成する。 

○専門資格等取得表彰奨励 

 ・認定数：2,643人（資格による表彰2,634人、全

国的な活躍による表彰９人） 

 ・内訳：農業科96人、工業科527人 

     商業科1,540人、家庭科100人 

     総合学科187人、普通科182人 

     特別支援学校11人  

 新型コロナウイルス感染症の影響

で、外部講師の招致や産業現場へ出向

くことなどが制限され、計画どおり進

められなかった学校があった。 

 しかし、大部分の学校は、地域企業

等と連携し、技術指導や商品開発等を

行い、専門教育の強化を図った。 

 なお、成果発表会は、当事業の指定

校をはじめ、県立学校の教職員や県内

中学校の教職員など広く参集して実

施する予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症の状況に鑑み、ＷＥＢで

の開催とした。 

 令和２年度の専門資格等取得表彰

は、2,643人が認定され、資格取得に

より、自らの進路を主体的に考える力

や自らの意志と責任で社会の発展に

貢献できる力の育成につなげること

ができた。 

高指 

高校生の「農力」育成強化プロジェクト → 施策11参照 高指 
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理科教育振興 

・支援事業 
1,420 

 国が実施する「科学の甲子園ジュニア」の県予選

会を実施し、科学好きな生徒の裾野を広げる。 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、令和２年度は中止した。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、科学の甲子園ジュニア

全国大会が中止となり、同大会の予選

会としての位置付けである埼玉県大

会も中止とした。また、それに伴い、

全国大会に向けた代表チームの研修

会も実施しなかった。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス

感染症の状況が改善し、全国大会が開

催される場合に備え、３密を防ぐため

の最善の方策を検討していく。 

義指 

「教育の情報

化」基盤整備

費 

2,256,662 

 県立学校のコンピュータなどのＩＣＴ環境を整

備するとともに、ＩＣＴ社会に対応できる人材の育

成を目指す。 

○生徒・教員用コンピュータの整備 

○タブレット端末、プロジェクタ、無線ＬＡＮ環境

の整備 

○ネットワークシステムの維持管理 

○校務支援システムの管理運営 

○教科指導のＩＣＴ活用推進に関する教員研修の

実施 

 新学習指導要領の実施に向け、県立

学校55校において、タブレット端末や

プロジェクタ等のＩＣＴ環境整備を

行った。これで、全校整った形となる。 

 これらの整備により、臨時休業等の

緊急時においても、子供たちの学びを

保障できる環境を整えた。 

 これまでタブレット端末の導入に

合わせて研修会を実施してきたが、タ

ブレット端末の納品が年度末となっ

たため研修会は令和３年度に実施す

る予定である。 

高指 

(ICT) 

586,564 
（６月補正） 

 臨時休業等の緊急時においても、全ての子供たち

の学びを保障できる環境を実現するため、令和２年

度に全ての県立学校に高速大容量通信回線を敷設

するとともに、家庭にインターネット接続環境がな

い生徒に対する貸出し用モバイルＷｉ－Ｆｉルー

タの整備を行う。 

高指 

(ICT) 

情報活用能力

育成推進事業 
888 

 平成29年告示の学習指導要領で「学習の基盤とな

る資質・能力」として定義された「情報活用能力」

を育成するに当たり、小・中学校等において、市町

村教育委員会と連携し、教科横断的で９年間を見通

した系統的カリキュラムを開発・実践する。 

 令和２年度は、羽生市・飯能市に研究を委嘱。 

 委嘱した２市により、ＩＣＴ機器を

活用した情報活用能力育成の実践を

行い、児童生徒の発達の段階に応じた

教科横断的なカリキュラム作成の方

向性を示すことができた。 

義指 

学習指導要領

に基づく情報

モラル教育の

推進 

0 

○小・中学校等における情報モラル教育の推進 

 各教科や特別活動の時間において、児童生徒の

発達の段階に応じた指導を行う。特に、中学校に

おいては、技術・家庭科の技術分野「情報の技術」

において、学習指導要領に基づいた指導を行う。 

 ・中学校技術・家庭科（技術分野）指導者養成研

修 

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

○指導・評価資料の作成 

 技術・家庭科の技術分野において、適切に情報

モラルに係る学習が進められるよう資料の作成

を行う。 

 情報モラルに関係する指導計画を

例示し、学習指導要領に則った指導が

行われるよう支援する資料を作成す

ることができた。 

義指 

○高等学校における情報モラル教育の推進 

 情報機器を活用した教科指導を通して、情報モ

ラルを含む情報活用能力を育成する。全ての高等

学校において、「情報の科学」「社会と情報」や代

替科目により、情報社会で適正に活動するための

基となる考え方や態度の育成を図り、「情報モラ

ル」について指導している。 

 県立高校においては、生徒が主体と

なり、スマートフォンの利用ルールを

生徒自身で策定したり、企業のＣＳＲ

活動を利用し、ネットモラルに関する

出前授業を開催したりするなど、情報

モラル教育に学校全体で積極的に取

り組むことができた。 

 また、令和３年度については、本格

実施するＢＹＯＤに合わせ、授業等で

正しく利活用できる指導を行う。 

高指 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●授業中にＩＣＴを活用して指導する能力がある高校教員の割合（％） 

 ［出典：文部科学省学校における教育の情報化の実態等に関する調査］ 

 
【原因分析】 

 平成30年度から令和２年度にかけてクロームブックの整備があり、ＩＣＴに対して「新たな機器」と

いう認識を強めてしまい、機器操作への不慣れや新たなことを覚えるという負担感等が、年度目標値を

達成できなかった原因と考えられる。 

 令和２年度にタブレット端末やプロジェクタ等の整備が完了していることから、令和３年度以降は、

各学校での取組や教員それぞれの機器への慣れが徐々に現れ、指標の調査結果は回復傾向となると考え

られる。引き続き、教員のＩＣＴ活用能力のボトムアップを図る取組を計画し、割合の増加を図ってい

く。（令和２年度実績値判明 令和３年10月頃の予定） 

高指 

(ICT) 

学識経験者の

意見・提言 

 ＩＣＴの環境整備は完了したが、これを活用できる教員の割合を早急に目標値まで高める必要がある。この点

の遅れは、人材育成の遅れにもつながる重要な課題である。職業人材の育成は、地域の優れた技術力を有する中

小企業との連携を一層密に行うことが必要である。また、より高度な人材育成には、必要な教育が行える県立大

学の整備なども検討課題になりうる。県の競争力の維持向上を図るという大きな絵の中で進めてほしい。 

 学校におけるネットワーク環境の整備、タブレット端末などが迅速に進み、新型コロナウイルス感染症の影響

に配慮したリモート型の学習や、ＩＣＴの効果的な活用による学力向上等に向けた体制が整ったことは大きな成

果である。ＩＣＴ活用に伴って、セキュリティや情報モラルに関わる課題が表出してくるが、情報モラル教育の

ための指導体制も充実している。県立高校における生徒が主体となったルール作りは良い取組であり、生徒が作

ったルールを中学生に高校生がリモートで伝えるなどの試みも、情報モラルを自分事として考えさせる契機とな

るのではないか。令和３年度には「ＩＣＴ教育推進課」が新設された。今後の進展に大いに期待したい。 

今後の取組 

将来の地域産業を担う人材を育成する視点から、各校が地域の優れた技術力を有する中小企業等との

連携をより一層推進できるよう指導・助言を行うとともに、成果発表会の実施や報道発表により、特色

ある取組を発信していく。 

令和４年度より実施される「情報Ⅰ」の授業においても、情報モラル教育については、新学習指導要

領に則り、適切に実施していくとともに、本格実施するＢＹＯＤに合わせ、授業等で正しく利活用でき

る指導を行う。 

高指 

情報活用能力育成推進事業については、令和３年度も羽生市・飯能市に研究を委嘱し、効果的なＩＣ

Ｔを活用した授業や教科横断的・系統的なカリキュラムの研究・開発を行っていく。 

小中学校等におけるモラル教育については、今後も各教科や特別活動の時間において、児童生徒の発

達の段階に応じた指導を行っていく。 

義指 

整備したＩＣＴ機器を活用できる教員の割合を高めるため、ＷＥＢ相談窓口設置や要請研修への対応な

どの、オーダーメイド型研修の充実に努める。 

ＩＣＴ教育先進事例の収集と発信を行う。 

ICT 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 79.2 80.4 82.1 81.3

年度目標値 90.2 96.6 100 100 100

70
75
80
85
90
95
100
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目標 Ⅰ 確かな学力の育成 

施策 5 人格形成の基礎を培う幼児教育の推進 

主な取組 

○ 家庭や地域と連携した幼児教育の推進 

○ 幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質能力の向上 

○ 認定こども園の設置促進 

○ 幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園などを活用した子育て支援の充実 

担当課 小中学校人事課・義務教育指導課・生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

幼少期教育充

実事業 
0 

 幼稚園・保育所・認定こども園・小学校（義務教

育学校の前期課程を含む。）や家庭、地域が、子育て

の目安「３つのめばえ」の内容を共有できるよう、

関係者が集まる協議会等で周知するなど、関連した

取組を推進する。 

○県内４地区で実施する「地区別幼・保・小連携推

進協議会」での活用 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、２地

区のみ実施 

 ※実施しない２地区には資料送付 

○県政出前講座等での「子育ての目安『３つのめば

え』」を含む幼少期教育の充実についての講義等

で活用 

 家庭や地域との内容の共有のため、

幼児教育施設の協力が不可欠である。 

 令和２年度は２地区のみの実施と

なったが、協議会を通じて「子育ての

目安『３つのめばえ』」も踏まえた幼

少期教育の充実について幼児教育施

設へ働き掛けることができた。 

 公私立、施設種を問わず、幼児教育

施設に協議会への参加を働き掛け、よ

り多くの施設から協力を得られるよ

うにすることが大切であると考えて

いる。 

義指 

 県が養成する「埼玉県家庭教育アドバイザー」を、

幼稚園・保育所・認定こども園・小学校やその家庭

が集う「親の学習」に派遣し、子育ての目安「３つ

のめばえ」を活用した家庭教育の充実を促進する。 

○親の学習プログラム集 

 子育ての目安「３つのめばえ」講座：113回 

 保育園・幼稚園をはじめ、小学校の

就学時健康診断時に集う保護者を対

象とした「親の学習」講座「子育ての

目安『３つのめばえ』」プログラムを

113回実施した。アンケート等により

保護者のニーズを把握し、より実効性

のある取組を実施することができた。 

生推 

市町村立小中

学校非常勤講

師等配置事業

のうち 

 

小１問題対応

非常勤講師の

配置 

186,924 

 小１問題などの課題のある児童の在籍する学級

に非常勤講師を配置し、当該児童に対応する。 

 ・配置した非常勤講師数：138人 

  （資格基準：教員免許状を有している者） 

 課題のある児童に対し、担任と連携

を取りながら対応することで、座って

授業を受けることができない児童の

約95.8％、教師の指示に従うことがで

きない児童の約93.3％が改善するな

どの成果が見られた。このことによ

り、他の児童の学習機会を確保するこ

とができた。 

小中 

幼稚園教育振

興・充実事業 
7,636 

 幼稚園教員の資質向上を図るため、研修会の実施

及び園内研修への指導者派遣を行う。  

 幼児理解と幼稚園等の教員の資質

向上を図るため、ライフステージに応

じた研修を実施した。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、オンラインでの研修を

取り入れ、ニーズに応じて研修内容を

検討するなど、各教員、各園の実態に

応じた研修を実施することができた。 

 新型コロナウイルスの感染症の影

響により、指導員の派遣については、

新規採用教員研修の園内研修に係る

指導のみであった。 

義指 
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保育教諭確保

のための幼稚

園教諭免許状

取得等支援事

業 

3,147 

 認定こども園（移行予定の施設を含む。）に勤務す

る者のうち、保育士資格を有する者が幼稚園教諭免

許状を取得する際の大学等養成施設の受講料、代替

保育士の人件費及び幼稚園教諭免許状の更新に掛

かる受講料等の補助を行う。  

○補助：免許取得２人、免許更新21人 

 免許状取得等に対する支援を通じ

て、幼児教育の質の維持、向上を図る

ことができたと考えている。 

義指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●教育課程の接続に向けた小学校区等における幼稚園・保育所・認定こども園・小学校関係者に

よる協議会等の実施の割合（％） 

 ［出典：埼玉県学校の教育活動に関する調査］ 

 
【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、各教育事務所主催の幼・保・小連携推進協議会が２地区で

開催中止となり、また、小学校区等における合同研修会等の開催も困難な状況だったため、令和２年度

の年度目標値は達成できない可能性がある。（令和２年度実績値判明 令和３年９月頃の予定） 

義指 

学識経験者の

意見・提言 

 幼児教育では今後国の政策が大きく進展することが想定され、県の連携推進協議会への参加を広く呼び掛ける

などの取組は、将来的に活用できる基盤となり得ると評価できる。いわゆる小１問題は、家庭でのしつけの成否

が教育の場である学校に持ち込まれているという側面があり、家庭教育の充実に向けた更なるサポートにも取り

組んでいただきたい。 

 「３つのめばえ」は保・幼・小並びに家庭との連携のための目安として分かりやすい。これを活用して、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも県内２地区において連携協議会が実施されたこと、また保護者

のニーズを把握して、実効性の高いプログラムを実施したことなど、地道な活動の積み重ねは評価に値する。小

１問題などの課題のある児童については非常勤講師による現場での支援が効果を上げている。担任との連携だけ

でなく、学校全体で情報共有ができる仕組みづくりを進めることで、学年が上がったのちの引継ぎなど、スムー

ズな連携が期待できる。 

今後の取組 

小１問題に対応する非常勤講師を今後も配置し、課題のある児童への対応と他の児童の学習機会の確

保に努めていく。 
小中 

「子育ての目安『３つのめばえ』」の正しい理解と活用について、地区別幼・保・小連携推進協議会

で周知していく。 
義指 

経験豊富な埼玉県家庭教育アドバイザーによる親の学習プログラム集「子育ての目安『３つのめばえ』」

の模擬講座を全ての家庭教育アドバイザーで共有できるよう動画配信するなど、コロナ禍における「親

の学習」の充実を図る。 

生推 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 37.9 47.0 65.9

年度目標値 40.0 55.0 70.0 85.0 100

30
40
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70
80
90
100
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目標 Ⅱ 豊かな心の育成 

施策 6 豊かな心を育む教育の推進 

主な取組 

○ 体験活動の推進 

○ 規律ある態度の育成 

○ 道徳教育の充実 

○ 読書活動の推進（再掲） 

担当課 高校教育指導課・義務教育指導課・生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

体験活動の推

進 
0 

 全ての小・中学生、高校生が自然体験、職場体験、

勤労・生産体験、社会奉仕体験を行うなど、家庭・

地域・企業・ＮＰＯなどと連携して、発達の段階に

応じた様々な体験活動を推進する。 

○農林部と連携した取組（アンケートの実施）（令和

２年12月） 

○特色ある体験活動調査の実施（令和２年12月） 

○特色ある体験活動の取組事例の紹介（展示、ホー

ムページ掲載等）（令和３年２月～令和３年３月） 

 全ての公立小・中学校等において、

様々な体験活動を実施することがで

きた。 

また、公立小・中学校等に設置され

た「みどりの学校ファーム」では、コ

ロナ禍で例年より作業時間の確保や

地域との連携が難しい状況だったが、

その中でも様々な生産体験を実施す

ることができた。 

 今後も優良事例の紹介を行い、各学

校における体験活動の充実を図りた

い。 

義指 

 勤労観・職業観を育成し、働くことに対する望ま

しい見方や考え方が形成されることから、職場体

験・インターンシップ等を推進する。 

○企業等での職場「就業体験」推進校の選定（令和

２年５月） 

○「就業体験」推進校による実施（令和２年７月～

令和２年８月・令和２年12月） 

○各県立高校のインターンシップ等の実施（通年） 

○県立高校のインターンシップ実施状況 

 令和２年度 28.9％ 

 令和２年度のインターンシップ実

施率（県立高校のみ対象）は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により大

幅に減少した。 

 勤労観・職業観の育成に向けた取組

を充実させるため、今後もインターン

シップ等の事業を推進する。 

高指 

青少年げんき・いきいき体験活動事業 → 施策25参照 生推 

自立心をはぐ

くみ絆を深め

る道徳教育推

進事業 

24,348 

 子供の規範意識を高め、夢や目標に向かってたく

ましく生きることができるよう、本県独自の道徳教

材「彩の国の道徳」を活用し、小・中・高等学校の

道徳教育の充実を図る。 

※令和２年度は、文部科学省「道徳教育の抜本的改

善・充実に係る支援事業」が中止となり、本事業

の予算が確保できなくなったため、６事業中４事

業を中止とした。 

○児童生徒用「彩の国の道徳」、家庭用「彩の国の道

徳」及び「彩の国の道徳」実践事例集の活用 

○道徳教育研修会の実施 

 ※令和２年度は中止 

○市町村の特色ある道徳教育の取組の支援 

 ※令和２年度は中止 

○道徳教育研究推進モデル校の委嘱 

 ・小・中・高等学校：計８校 

○道徳教育に係る外部講師の派遣 

 ※令和２年度は中止 

 令和２年度は、文部科学省「道徳教

育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」が中止となったため、国の予算措

置を受けることがかなわず、「自立心

をはぐくみ絆を深める道徳教育推進

事業」の６事業中４事業を実施するこ

とができなかった。 

 その中で、道徳教育研究推進モデル

校については、研究を希望する学校に

委嘱を行い、全教職員が参画する道徳

教育の推進体制の構築や、道徳科の特

質に応じた指導方法の工夫改善など、

創意工夫のある道徳教育を推進でき

るよう、訪問指導等要請に基づいた支

援を行った。 

 各学校の実態に応じて「彩の国の道

徳」等を活用した学習を実施すること

ができた。 

義指 
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○道徳事業「匠の技」伝承事業の実施 

 ※令和２年度は中止 

 令和２年度は、文部科学省「道徳教

育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」が中止となったため、国の予算措

置を受けることがかなわず、「自立心

をはぐぐみ絆を深める道徳教育推進

事業」に係る多くの事業を実施するこ

とができなかった。 

 その中で、道徳教育研究推進モデル

校については、希望する学校に委嘱を

行い、各学校の実態に応じて「彩の国

の道徳」等を活用した学習を実施し、

生命を尊重することや広い心を持つ

ことについての理解を深めることが

できた。 

高指 

埼玉県子供読書活動推進会議の開催 → 施策２参照 生推 

子ども読書支援センターの運営 → 施策２参照 生推 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●身に付けている「規律ある態度」の状況 

 児童生徒の８割以上が身に付けている「規律ある態度」の項目数の割合（％） 

 ［出典：埼玉県学力・学習状況調査及び規律ある態度調査］ 

 

 小学校                          中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 従来からの課題であった「話を聞き、発表する」に加え、「整理整頓」や「あいさつ」において複数

の学年で８割を下回るなど、８割を下回った項目が令和元年度から９項目増加している。これは、新型

コロナウイルス感染症の影響により各学校が長期にわたり臨時休業となったことで「規律ある態度」に

関連する生活面・規律面の指導を十分に行うことができなかったことや、臨時休業後の分散登校期間終

了直後に調査を実施したこと等、様々な影響が考えられる。 

義指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●身に付けている「規律ある態度」の状況 

 身に付けた「規律ある態度」の項目数を伸ばした児童生徒の割合（％） 

 ［出典：埼玉県学力・学習状況調査及び規律ある態度調査］ 

 

 

 小学校                    中学校 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 県が作成・配布した「話を聞き、発表する」ことに関する教員向けリーフレットや、「規律ある態度」

の達成状況を記載した県学力・学習状況調査の個人結果票を各学校が指導に活用していることが、年度

目標値を上回る結果につながったと考える。小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）は令和元年度

に対して指標が低下しているが、令和３年度以降も年度目標値を達成できるよう引き続き各事業を推進

していく。 

義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 93.3 91.7 95.0 81.7

年度目標値 95.0 98.3 100 100 100

75
80
85
90
95
100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 91.7 91.7 91.7 88.9

年度目標値 94.4 97.2 100 100 100

86
88
90
92
94
96
98
100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 54.7 63.1 58.7 56.4

年度目標値 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0

52
54
56
58
60
62
64
66

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 48.8 57.7 58.7 63.9

年度目標値 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0

44
48
52
56
60
64
68
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学識経験者の

意見・提言 

 コロナ禍の影響を受け、体験活動や道徳教育推進事業がやむを得ず大幅に減少する結果となった。特に体験活

動は、実際に人と接し体を使うことができる貴重なプログラムであり、昨今児童生徒が置かれるデジタル環境下

では、この施策の目的達成に体験は必須と考える。多くの機会提供を実施してほしい。 

 「規律ある態度」の状況について「話を聞き、発表する」「整理整頓」「あいさつ」など身に付けている児童

生徒が８割を下回る項目が増加したことについては新型コロナウイルス感染症拡大による休校、分散登校等の影

響は否めない。一方中学校においては「規律ある態度」の項目数を伸ばした生徒が63.9％と、前年度を5.2ポイ

ント上回る結果となったことは評価に値する。「規律ある態度」については家庭の影響などによる個人の格差が

大きいが、今年度の状況から、学校において「規律ある態度」の育成を着実に進めることが、家庭における環境

格差を補うことにつながることが明らかになった。「彩の国の道徳」など優れた教材の活用とともに、教員自身

が日頃から規律ある態度を心掛けることも重要である。 

今後の取組 

今後も勤労観・職業観を育成し、働くことに対する望ましい見方や考え方を形成するため、職場体

験・インターンシップ等多様な体験活動の機会の提供を推進していく。 

道徳教育については、引き続き、本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」の新教材を新規作成・活用

し、高等学校の道徳教育の充実を図る。 

高指 

引き続き、学校における「規律ある態度」の育成の推進を図るとともに、令和２年度実施ができなか

った自立心をはぐくみ絆を深める道徳教育推進事業の諸事業を実施することで、小・中学校等における

道徳教育の充実と多様な体験活動の機会の提供を推進していく。 

義指 

げんきプラザにおいて、引き続き、各げんきプラザの特色を生かした魅力あるプログラムを展開し、

体験活動事業の充実を図る。 

「埼玉県子供読書活動推進計画（第四次）」（計画期間：令和元年度～令和５年度）に基づき、読書

の習慣化を推進するため、取組の工夫・改善に努める。 

生推 
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目標 Ⅱ 豊かな心の育成 

施策 7 いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実 

主な取組 

○ いじめ防止対策の推進 

○ 教育相談活動の推進 

○ 生徒指導体制の充実 

○ 非行・問題行動の防止 

○ 青少年を有害環境から守るための取組の推進 

○ 立ち直り支援策の推進 

担当課 高校教育指導課・生徒指導課・保健体育課・小中学校人事課・義務教育指導課・人権教育課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

いじめ・非行

防止学校支援

推進事業 

1,450 

 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特

別支援学校の生徒指導担当者が一堂に会する研修、

学校と児童相談所との連携研修を実施する。 

○生徒指導主任等研究協議会 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、集合型による研修を中止、ポータルサイトに

研修資料を掲載し、各学校で校内研修方式により

実施した。 

○児童相談所との連携研修 

 児童相談所と学校との効果的な連携に資する

ため教員が児童相談所の業務を体験する「児童相

談所との連携研修」を実施し、県内14人の教員が

参加した。 

○生徒指導ハンドブック活用徹底 

 令和２年度「生徒指導主任等研究協

議会」については、インターネットを

活用したポータルサイト上に資料を

掲載し、各学校における研修として実

施した。実施後のアンケートでは、各

設問で98％以上の肯定的な回答を得

ることができた。研修内容を校内共有

し教職員に伝達することを前提に実

施し、各学校の生徒指導に関する対応

力の向上につなげることができた。 

 児童相談所の業務体験により、児童

相談所の業務を理解することができ、

所属校での個別ケースに関する連携

を円滑に進めることができた。 

生指 

自立心をはぐくみ絆を深める道徳教育推進事業 → 施策６参照 
義指 

高指 

いじめを許さ

ない意識の醸

成 

0 

 

 「埼玉県いじめの防止等のための基本的な方針」

の趣旨を踏まえ、児童生徒によるいじめ防止に向け

た取組を推進し、その成果を県内に普及する。 

 また、道徳教育に係る外部講師の派遣や本県独自

の道徳教材「彩の国の道徳」の活用を通して、児童

生徒に規範意識を高め、生命尊重や思いやりなどの

豊かな心を育む。 

 さらに、いじめをはじめとした人権問題について

児童生徒が主体的に考え、「子ども人権メッセージ」

として発信する取組を通して、児童生徒の豊かな人

権感覚を育む。 

 いじめ早期発見及びいじめ防止の

ための取組として、アンケートを年間

複数回実施する学校が増えた。 

 令和元年度に配布した、生徒指導ハ

ンドブックＩ’ｓ2019の中に、「家庭

用いじめ発見チェックシート」を掲載

しており、周知を進めたことで、市町

村教育委員会や各学校における活用

を促進することができた。 

生指 

 令和２年度は、文部科学省「道徳教

育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」が中止となり、本事業の予算が確

保できなかったため、道徳教育に係る

講師派遣事業を実施することができ

なかった。 

 各学校の実態に応じて「彩の国の道

徳」を活用した学習を行い、生命を尊

重することや人を思いやることにつ

いての理解を深めることができた。 

義指 

 令和２年度は、文部科学省「道徳教

育の抜本的改善・充実に係る支援事

業」が中止となり、道徳教育に係る講

師派遣事業を実施することができな

かったが、新たに２校を道徳教育研究

推進モデル校として委嘱した。 

高指 
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 モデル校では、特色ある独自の学校

行事やインターンシップなどキャリ

ア教育の活動などを通じて、道徳教育

推進教師の活用や学校教育活動全体

を通した道徳教育について研究を行

い、各学校に取組状況を周知すること

ができた。 

 いじめをはじめとした人権問題に

ついて「子ども人権メッセージ」を募

集し、応募作品を基に児童生徒が編集

委員となってポスターを作成し、配布

した。（施策８「『子どもの人権メッセ

ージ』の発信」を参照） 

 道徳科や社会科、特別活動等でメッ

セージを紹介し、児童生徒の人権意識

高揚を図ることができた。 

人権 

いじめの早期

発見に向けた

取組 

0 

○児童生徒アンケート 

 学校におけるアンケート調査の複数回実施を

推進する。 

○家庭用いじめチェックシート 

 学校によるいじめ対応方針を保護者へ周知し、

家庭用いじめ発見チェックシートの活用を推進

する。 

 いじめ早期発見及びいじめ防止の

ための取組として、アンケートを年間

複数回実施する学校が増えた。 

 令和元年度に配布した、生徒指導ハ

ンドブックＩ’ｓ2019の中に、「家庭

用いじめ発見チェックシート」を掲載

しており、周知を進めたことで、市町

村教育委員会や各学校における活用

を促進することができた。 

生指 

ネットトラブ

ルサイト監視

事業 

4,062 

 サイト監視活動を行い、問題のある書き込みを早

期に発見し、学校に早期対応を促す。 

 また、ネットトラブル注意報を県内公立学校に年

間12回発信し、児童生徒、教職員、保護者の意識啓

発活動を支援する。 

 サイト監視業者によるサイト監視

活動を行い、個人情報が特定できる書

き込みや自殺をほのめかす書き込み

など715件を即時に学校と共有し、対

応につなげることができた。 

 また、昨今のネット事情を踏まえた

児童生徒への啓発資料「ネットトラブ

ル注意報」を定期的に発出し、学校等

での指導につなげることができた。 

 加えて、サイト監視から得られたト

ラブル事案などをテーマに「ネットト

ラブル防止のための保護者講演会」を

実施し、教職員の研修としても有効で

あった。 

生指 

いじめ･不登

校対策相談事

業 

947,516 

 生徒指導上の課題に対応するため、教育相談体制

を整備・充実する。 

○スクールカウンセラーの配置 

 児童生徒の心理に関する支援を実施するため、

全小・中学校（指定都市を除く。）、県立高校、教

育事務所、総合教育センターに配置 

○スクールソーシャルワーカーの配置 

 児童生徒の福祉に関する支援を実施するため、

県立高校、教育事務所、全市町村（指定都市・中

核市を除く。）に配置 

○中学校相談員配置助成事業 

 中学校相談員を配置する市町村（指定都市を除

く。）に対する助成金の交付 

○スクールカウンセラー 

 令和元年度から、全小学校に配置し

た。配置した各市町村教育委員会には

活用方法について周知し、活用促進を

支援することができた。 

○スクールソーシャルワーカー 

 虐待、貧困等の対応について、ニー

ズが高まってきている。研修におい

て、事例研究や協議を充実させ、より

効果的な活用につながるよう支援す

ることができた。 

○中学校配置相談員 

 中学校の相談室に相談員を配置す

る市町村への助成を通じ、学校の教育

相談体制を支援することができた。 

生指 
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教育相談事業

のうち 

 

電話教育相談 

18,276 

 いじめ・不登校等の悩みを抱えた児童生徒や保護

者のため、電話相談を毎日24時間実施し、その解消

を図る。 

 相談者の不安や悩みに寄り添いな

がら、いじめや不登校等の様々な相談

に対応することができた。 

 自殺や虐待が懸念されるケースに

おいては、関係機関との密接な連携を

図りながら適切な対応をすることが

できた。 

 面接相談員や臨床心理士、嘱託医と

日常的に連携を図り、相談者の悩みの

早期解決や、停滞していたケースの新

たな方向性の決定につなげることが

できた。 

生指 

ＳＮＳを活用

した教育相談

体制整備事業 

17,465 

 ＳＮＳを活用した相談窓口を開設し、県内の中学

生・高校生が抱える様々な悩みや不安等に対応す

る。 

 ・対象：さいたま市立学校を除く県内国・公・私

立中高生（約340,000人） 

 ・対応期間：令和２年６月15日から令和３年３月

31日まで 

       月曜・水曜・金曜、午後５時から 

       午後10時まで 

 ・相談実績：実相談者数628人 

       延べ相談件数1,203件 

 ＳＮＳ相談に知見を有する民間企

業に業務委託し、気軽に相談できる体

制を整備することができた。 

 相談内容としては、友人関係や心身

の不調、学業や進路に関する相談の割

合が多い。 

 相談者は中学生の割合が多く、全体

の約６割を占めている。こうしたこと

から、実施対象を、県立高校の一部か

ら県内の中学生に拡大した点で、効果

があったと捉えている。 

生指 

組織的な生徒

指導体制の確

立 

0 

 生徒指導ハンドブックＩ’ｓ2019を各種研修会や

会議等で活用・周知することで、学校における組織

的な生徒指導体制を確立させる。 

 各種研修や会議を通じ、活用の周知

を図ったことで、各市町村や学校での

生徒指導に関する対応力の向上につ

なげることができた。 

生指 

生徒指導研究

推進モデル校

事業 

0 

 生徒指導上の課題への対応に積極的に取り組む

小・中学校を「生徒指導研究推進モデル校」に指定

し、組織的な対応を促す。また、義務標準法に基づ

く加配教員を配置する。 

○生徒指導加配 小学校：10人、中学校：102人 

 （令和２年度新規指定校：28校） 

 加配定数を活用して、積極的な生徒

指導の推進と教育相談体制の確立が

図られた。 

 より取組を推進するためには、国に

よる定数改善や配置基準の見直しに

よる増員が不可欠であるが、全体とし

ては、おおむね成果が得られた。 

小中 

 生徒指導研究推進モデル校におい

て、対応教諭及び対応養護教諭を中心

に生徒指導・教育相談体制を整備し、

児童生徒の問題行動等に対応するこ

とで、課題の改善につなげることがで

きた。 

生指 

学級運営等の

改善のための

非常勤講師配

置事業 

30,237 

 「学級がうまく機能しない状況」を予防・回復す

るとともに学級運営の充実を図るため、退職教員等

を小学校に非常勤講師として配置する。 

 コロナ禍における非常勤講師の確

保など課題があったものの、指導が困

難な学級に非常勤講師を配置し、担任

と連携を図りながら、複数の教員によ

るきめ細かな指導を行い、学級運営等

の改善を図ることができた。 

小中 

学校健康教育推進費（薬物乱用防止教育関係） → 施策９参照 保体 

学習指導要領に基づく情報モラル教育の推進 → 施策４参照 
義指 

高指 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●いじめの解消率（％） 

 ［出典：文部科学省児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査］ 

 
【原因分析】 
 令和２年３月末時点のいじめの解消率が平成30年度と比較して低下している要因としては、いじめ防
止対策推進法（平成25年施行）の趣旨が浸透してきており、児童生徒の被害性に着目し、いじめとして
積極的に認知した上で、３か月の経過をもって安易に解消とすることなく、被害児童生徒及び保護者と
面談等を行いながら、継続的に見守りを行った結果と考えている。 
 なお、令和２年３月に認知したいじめが解消し得る令和２年７月末時点の調査で比較すると、平成30
年度96.0％に対し、令和元年度97.2％と改善しており、いじめ解消に向けての取組が着実に成果を上げ
ていると捉えている。引き続きいじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けて組織的に取り組んでい
く。（令和２年度実績値判明 令和３年10月頃の予定） 
（参考） 
 「いじめの防止等のための基本的な方針（文部科学大臣決定）」（平成29年３月改正）により「解消
している状態」については次の二つの要件が満たされている場合と明確化された。これにより、最短で
もいじめ発生から３か月は解消と判断することができないこととなった。 
 ①いじめに係る行為が止んでいる状態が少なくとも３か月継続していること 
 ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

生指 

学識経験者の

意見・提言 

 いじめ解消の取組の成果が数字で表れており評価したい。一方で、ＳＮＳ等のサイバー空間でのいじめは発見

が遅れたり、陰湿化したりと対応が難しい事例も少なくないと考える。24時間の電話教育相談やＳＮＳ教育相談

は、いじめを受けている生徒には救いの場であり、生徒の立場に立った取組を徹底してほしい。 

 いじめの早期発見や解消に向けて、アンケート実施、サイト監視活動、ＳＮＳや電話による教育相談など、多

様な方法を組み合わせて精力的な取組を行っている。サイト監視から得られた事案をテーマにした保護者講演会

を行うなど、取組の成果を生かした活動は評価できる。学校現場において直接相談事業にあたるスクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーは一定数配置されているが、市町村単位で不足を補っているところも多い

ため、情報を共有した上で適切な人材配置を実施してほしい。また、これらの専門職と行政、教員との連携を強

化し、情報共有を促すことも重要である。 

今後の取組 

引き続き、道徳教育に係る外部講師の派遣や本県独自の道徳教材「彩の国の道徳」の新教材の作成・

活用を通して、生徒の規範意識を高め、豊かな心を育む。 
高指 

いじめの認知とともに、その解消に向けた取組をしっかりと行うよう、引き続き各学校へ周知してい

く。また、いじめの被害など児童生徒の悩みに寄り添った対応は重要であることから、教職員とスクー

ルカウンセラーなどの専門職とが連携した教育相談体制の充実に努めるとともに、電話相談やＳＮＳ相

談などの相談窓口を整備し、悩みの解消を図る。 

生指 

引き続き、大麻・危険ドラッグなどの最新の情報を取り入れた薬物乱用防止教育に取り組んでいく。

特に、大麻に関しては増加傾向であるため、教員研修等で周知するなど、より効果的な薬物乱用防止教

室を実施する。また、学校・家庭・地域が一体となった薬物乱用防止教室を実施していく。 

保体 

生徒指導における加配教員について、国の定数改善の動向を踏まえながら、今後も加配定数の確保を

図る。 

「学級がうまく機能しない状況」にある学校に対して、退職教員等を非常勤講師として今後も配置し、

担任と連携を取りながら、学級運営の改善を図る。 

小中 

令和３年度は、令和２年度に実施することができなかった自立心をはぐくみ絆を深める道徳教育推進

事業の諸事業を実施することで、小・中学校等における道徳教育の充実を推進していく。 

小・中学校等におけるモラル教育については、今後も各教科や特別活動の時間において、児童生徒の

発達の段階に応じた指導を行っていく。 

義指 

いじめをはじめとした人権問題をテーマに作文を書く取組を通して、児童生徒が主体的に考え、生命

尊重や思いやりなどの豊かな心を育み、人権に関する知的理解と人権感覚の育成を図る。 
人権 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
解消率 81.9 80.8 76.2

年度目標値 100 100 100 100 100

75
80
85
90
95
100
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目標 Ⅱ 豊かな心の育成 

施策 8 人権を尊重した教育の推進 

主な取組 

○ 人権教育の推進 

○ 人権教育の学習内容・指導方法の工夫・改善 

○ 人権問題を主体的に考え行動する児童生徒の育成 

○ 様々な人権課題に対応した教育の充実 

○ 虐待から子供を守る取組の推進 

担当課 高校教育指導課・生徒指導課・義務教育指導課・人権教育課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

「子ども人権

メッセージ」

の発信 

275 

 いじめをはじめとした人権問題について児童生

徒が主体的に考え「子ども人権メッセージ」として

まとめ、県内の全学校に発信する。 

 

 ・応募作品：約27万通 

 ・ポスター配布部数：30,000部 

 いじめをはじめとした人権問題に

ついて「子ども人権メッセージ」を募

集し、応募作品を基に児童生徒が編集

委員となってポスターを作成し、配布

した。 

 道徳科や社会科、特別活動等でメッ

セージを紹介し、児童生徒の人権意識

高揚を図ることができた。 

人権 

人権感覚育成 

指導者の養成 
163 

 いじめ、虐待などの人権に係る問題を解決するた

めには、児童生徒の人権感覚を育成する必要がある

ことから、人権感覚育成プログラム指導者を各校に

配置するための研修会を実施する。  

○人権感覚育成指導者研修会（新型コロナウイルス

感染症の影響で中止） 

 ・対象者：公立小・中・高等学校・特別支援学校

の教職員 

 ・内容：「人権感覚育成プログラム（学校教育編）

第２集」の活用法等 

 新型コロナウイルス感染症の影響

で、研修会を実施できなかった。 

 令和３年度は、感染症対策を行うと

ともに、令和２年度参加予定校を含

め、研修会の回数を増やして実施し、

施策指標の達成に向けて指導者の育

成を図る。 

人権 

人権教育開発

事業 
3,804 

 

 

 学校、家庭、地域社会が一体となった人権教育の

総合的な取組を教育委員会との連携・協力の下で推

進し、地域全体で人権意識を培い、人権尊重の精神

を高め、一人一人を大切にした教育の充実に資する

研究を実施する。 

 人権意識を培うための学校教育の在り方につい

て、教育委員会等との連携・協力の下で幅広い観点

から実践的な研究を実施する。 

○人権教育総合推進地域事業 

 ２市町（滑川町、新座市） 

○人権教育研究指定校事業 

 １校（入間市立金子中学校） 

 

 

 人権教育総合推進地域（２市町）の

推進協力校及び人権教育研究指定校

（１校）において、人権意識の高揚を

図り、「人権感覚育成プログラム」や

「埼玉県版人権学習に係る質問紙」を

活用して児童生徒の人権感覚育成状

況を客観的に評価する取組が実践さ

れた。その結果、自己肯定感や学力が

向上するとともに、不登校の減少、い

じめや暴力行為などの問題行動の減

少が見られた。 

人権 
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児童虐待防止

のための教育

と啓発の推進

事業 

1,390 

 喫緊の課題となっている児童虐待に対応するた

め、教職員等を対象とした早期発見や適切な対応を

図るための研修会を実施し、学校が児童虐待に適切

に対応する力の向上を図る。 

 また、児童虐待を受けた児童生徒への効果的な支

援及び保護者への適切な対応の在り方について研

修会を実施し、児童養護施設等との連携を深めると

ともに、保護者向け啓発資料を作成し、家庭や地域

社会への啓発を行うなど、児童虐待防止の推進を図

る。 

 さらに、県立学校で児童虐待が起きた場合に情報

共有を図り、学校と連携した対応に努めるととも

に、各学校での案件状況に応じた相談・助言などの

支援を行う。 

○児童虐待防止支援研修会 

 ・開催日：令和２年10月16日、11月４日 

 ・参加者数：138人 

○児童虐待防止のための啓発リーフレットの配布 

 ・県内公立小学校、県立特別支援学校令和３年度

入学予定児童保護者用 70,500部 

○県立学校に対する児童虐待対応に係る報告・相談 

 対応件数：132件 

○学校における児童虐待対応ハンドブック」の配布 

 ・部数：4,000部 

 教職員及び市町村教育委員会職員

等を対象とした研修会を開催し、学

校・児童養護施設等・市町村教育委員

会・児童相談所等の職員が具体的な事

例についてグループごとの演習や協

議を行うとともに、大学の専門家によ

る講義を実施することで、関係機関同

士の連携強化や担当職員の資質向上

を図ることができた。 

 また、小学校、県立特別支援学校入

学予定児童保護者への啓発資料を作

成・配布し、児童虐待に対する保護者

の意識啓発に寄与することができた。 

 さらに、県立学校から報告・相談の

あった児童虐待案件に対し、必要な確

認や助言などの支援を行ったことで、

県立学校が児童虐待に適切に対応す

ることができた。 

 「学校における児童虐待対応ハンド

ブック」を作成し、さいたま市を除く

県内全公立学校に配布した。その結

果、児童虐待への対応方法や関係機関

との連携などへの理解が深まり、各学

校の児童虐待に対応する力の向上を

図ることができた。 

人権 

性同一性障害

をはじめとし

た性的マイノ

リティに係る

児童生徒など

への対応 

2,450 

 

 性同一性障害をはじめとした性的マイノリティ

について、公立学校の校長及び人権教育担当者を対

象とした動画配信による研修で取り上げ、現状につ

いて情報提供を行うとともに、各学校の教職員が児

童生徒へのきめ細かな対応を行うよう、改めて依頼

する。 

 全ての教職員が性の多様性について十分理解し、

全てのセクシュアリティの児童生徒が安心して通

うことができる学校づくりを推進するため、教職員

向けリーフレットを作成・配布する。 

 ・部数：50,000部 

 性同一性障害をはじめとした性的

マイノリティへの対応について教職

員の資質向上を図るため、各研修会で

動画配信による情報提供を行うとと

もに、全教職員を対象にリーフレット

を配布した。 

 その結果、教職員の理解が深まり、

各学校において性の多様性を尊重し

た教育のための環境づくりを推進す

ることができた。 

人権 

0 

 生徒指導主任等研究協議会や、年次研修等におい

て、生徒指導や特別支援教育に関する研修とともに

人権教育に係る課題や取組の内容を取り入れ、継続

的な研修を実施する。 

 生徒指導主任等研究協議会におい

ては、研修の課題内容として特別支援

教育や人権問題に対する内容を取り

入れ、各学校における研修資料として

実施した。今後も内容を検討し、研修

内容に組み入れていく。 

生指 

0 

 児童生徒一人一人の多様なニーズに対応できる

よう、年次研修等において人権教育の内容を位置付

け、経験年数等に応じた継続的な研修を実施する。 

 年次研修の中で「13の人権課題」に

ふれ、その１つとして性的マイノリテ

ィを取り上げた。 

 段階的に内容を深めた映像視聴や

協議を行い、正しい理解と適切な対応

について、教職員の理解促進を図っ

た。 

義指 

0 

 初任者研修で性的マイノリティに関する内容に

触れ、正しい理解を図る。 

 ・実施日：令和３年１月13日 

 ・内容：講義「人権教育の意義と指導」 

 初任者研修における人権教育の中

で性的マイノリティに関する講義を

実施し、正しい理解を図っている。 

高指 



29 

 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●新しい「人権感覚育成プログラム」を活用できる教員を育成した学校の割合（％） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、研修会を実施できなかった。 

 令和３年度は、感染症対策を行うとともに、令和２年度参加予定校を含め、研修会の回数を増やして

実施し、施策指標の達成に向けて指導者の育成を図る。 

人権 

学識経験者の

意見・提言 

 継続的な取組が必要な事業であるが、特に近年では性的マイノリティに係る課題認識が求められており、学校

現場での深い理解ができているか適切にフォローしていく必要がある。従来の男女の区別を明らかにした標記や

区分けなど、既に時代に遅れている例が残されているのではないか。研修会等では事例を示して、一層の啓発を

進めてほしい。 

 人権感覚育成プログラムは児童生徒が参加体験型の活動を通して取り組める教材である。令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により研修が実施できなかったが、より多くの教員に本プログラムを知ってもら

うために、オンデマンド教材の活用も視野に入れてほしい。人権感覚の基盤となる自己肯定感や連帯意識の育成

は、幼児教育の段階から行うことが有効であり、研修の対象を幼稚園教諭や保育士に拡大することも検討の余地

がある。プログラムをそのまま実施するということではなく、保育者が人権感覚を学ぶことで、人権感覚に根差

した保育実践につながるのではないだろうか。 

今後の取組 

引き続き、初任者研修の人権教育の研修において性的マイノリティについての研修を行い、正しい理

解を図り、研修受講者が学校現場で適切に対応できる力を育成する。 
高指 

生徒指導主任等研究協議会や、年次研修等において、生徒指導に関する内容に加え、人権教育に係る

課題や取組の内容を取り入れ、教職員の対応力の向上を図る。 
生指 

幼稚園教諭を対象とした年次研修において、人権感覚育成プログラムを活用した研修を実施し、保育

者の人権感覚を養い、高めていくことができるようにする。 
義指 

人権感覚育成プログラムを活用できる教員を育成することで、参加体験型の学習を推進し、人間の尊

厳や多様性の尊重など、人権への配慮が具体的な態度や行動につながるようにする。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で研修を中止にしたが、令和３年度はオンライン形式

で実施し、新たな人権課題となっている性的マイノリティなど、具体的事例を示して一層の啓発に努め

る。現在、人権感覚育成プログラムをホームページに掲載し、ダウンロードできる仕組みにしているが、

より多くの教員に活用してもらうため、研修資料にホームページのリンクを貼ったＱＲコードを掲載す

ることについて検討していく。 

人権 

R1 R2 R3 R4 R5
割合 49.3 49.3

年度目標値 50.0 62.5 75.0 87.5 100

30
40
50
60
70
80
90
100
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目標 Ⅲ 健やかな体の育成 

施策 9 健康の保持増進 

主な取組 

○ 学校保健の充実 

○ 妊娠・出産・不妊に関する知識の普及啓発と性に関する指導の推進 

○ 薬物乱用防止教育の推進 

○ 食育の推進 

○ 基本的な生活習慣の確立に向けた支援 

担当課 高校教育指導課・保健体育課・義務教育指導課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

学校健康教育

推進費（性に

関する指導普

及推進関係） 

628 

 児童生徒の発達の段階に応じた、効果的な性に関す
る指導の推進を図る。 
○「性に関する指導」課題解決検討委員会の開催（令
和２年７月、８月、令和３年１月） 

○「性に関する指導」指導者研修会 
 ・実施日：令和２年９月２日 
 ・参加者数：129人 
○「性に関する指導」授業研究会の開催  
 三郷市立後谷小学校 令和２年11月24日 ６人 
 深谷市立明戸中学校 令和２年11月26日 ８人 
 川口東高校     令和２年11月17日 ９人 

 学習指導要領の趣旨に基づいた、効
果的な「性に関する指導」を推進する
ために、学識経験者を含めた課題解決
検討委員会を開催し、発達の段階に応
じた指導法の研究・普及・実践を行っ
た。 
 「性に関する指導」指導者研修会で
は、学習指導要領の指導内容を踏まえ
た授業実践の発表をすることで、小・
中・高等学校の系統的な指導内容の理
解を深めるとともに、新学習指導要領
改訂の背景や踏まえるべきポイント
の確認ができた。 
 「性に関する指導」授業研究会では、
「主体的・対話的で深い学び」の実現
に向けた授業や健康に関する課題を
解決する学習活動等、指導方法の工夫
を図った授業の提案を実践するとと
もに、協議会において、各校での課題
解決に向けた取組について共有でき
た。 

保体 

学校健康教育

推進費（薬物

乱用防止教育

関係） 

232 

 大麻・危険ドラッグなどの最新の情報を取り入れた
薬物乱用防止教育に取り組む。  
○教員と外部指導者の指導力向上のための研修会の
実施  

○専門家を活用するなど「薬物乱用防止教室」の充実 
○平成31年４月19日付け教保体第144号「平成31年度
薬物乱用防止教室の開催について（通知）」により
小・中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学
校等に対し、学校において、保健計画に位置付け、
年１回以上開催するよう依頼している。 

 ※令和２年度は「薬物乱用防止教室の開催につい
て」の文部科学省通知がなく、各学校等への周知
はしていない。 

 令和２年度における埼玉県の少年
の薬物検挙者数は覚醒剤１人、大麻21
人、麻薬１人であり、大麻の検挙者数
が増加した。 
 令和２年度は新型コロナウイルス
感染症の影響により実施できなかっ
た取組についても、感染症の状況を踏
まえつつ、着実に推進していきたい。 

保体 

学校健康教育

推進費（食育

の普及拡大関

係） 

1,463 

 食育指導力向上授業研究協議会の開催校である小
学校５校において、児童生徒の食に対する意識の向上
を目指した取組を、学校全体で行う。また、各校で授
業研究協議会を実施し、効果的な推進方法について情
報交換を行う。  
 朝食の重要性を伝えるリーフレットは、令和元年度
に引き続き、小学校１・５年生、中学校１・３年生等
の保護者に配布する。 
 「彩の国学校給食研究大会」を開催し、先進校の実
践発表や講演会を行う。 
 児童生徒が望ましい食習慣を身に付けられるよう、
食育を推進するリーダーとなる教員のための研修を
行う。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影
響で、令和２年度は集合研修のうち、
「埼玉県つながる食育推進事業」成果
報告会兼食育推進リーダー育成研修
会を資料配布・動画配信で行った。 
 また、食育指導力向上授業研究協議
会では、県内の小学校５校での研究授
業を通し、指導方法の工夫・改善を図
ることができた。 
 彩の国学校給食研究大会では、先進
校の実践発表を行い、学校給食の意義
と役割について、学校給食関係者の理
解を深めることができた。 

保体 
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○食育指導力向上授業研究協議会 
 ・小学校５校で実施 
 ・参加者数：334人  
 ・実施日：令和２年11月～令和３年１月 
 ・内容：公開授業と講演会、研究協議 
○彩の国学校給食研究大会 
 ・実施日：令和２年11月６日 
 ・参加者数：145人 
 ・内容：先進校の実践発表、講演 
○「埼玉県つながる食育推進事業」成果報告会兼食育
推進リーダー育成研修会 

 ・実施日：令和３年３月８日～令和３年３月31日 
      （資料配布・動画配信） 
 ・対象者：県内公立学校教員（管理職・食育主任等）、

養護教諭、栄養教諭、県費学校栄養職員、
市町村教育委員会食育・給食担当者、市町
村立学校教員 

 また、例えば彩の国学校給食研究大
会の参加者からの事後アンケートで、
各校における食育に関する課題や食
育関連資料の活用状況を聞き、その結
果を踏まえ、食育指導力向上授業研究
協議会での県からの指導講評の内容
に生かしている。これにより協議会参
加者と食育に関する課題等について
共有を図ることができた。 
 令和３年度は令和２年度とは異な
る５校で食育指導力向上授業研究協
議会を開催する。彩の国学校給食研究
大会でも令和２年度までとは異なる
学校から発表をしてもらうことで、よ
り多くの事例を学び、受講者が学校現
場で活用できるようにする。 

学校健康教育
推進費（食物
アレルギー・
アナフィラキ
シ ー 対 応 関
係） 

1,231 

 児童生徒の食物アレルギー・アナフィラキシーに対
応するため、教職員を対象に十分な知識の普及を目的
とする研修会を実施する。 
 教職員対象の研修会：令和２年９月、10月実施 
 市町村教育委員会担当者研修会：令和３年１月実施 
               （Ｚｏｏｍ） 

 食物アレルギー・アナフィラキシー
対応については、各研修会を通じて、
学校栄養士や栄養教諭等に対し、学校
給食における食物アレルギー・アナフ
ィラキシー対応の徹底を指導し、意識
の向上を図ることができた。 

保体 

児童生徒のた

めの体力向上

推進事業のう

ち 

 

体力課題解決

研究指定校 

 

「生活習慣診

断シート」の

活用 

0 

 体力課題解決研究指定校（２年間の研究指定）にお
いて運動習慣を含めた生活習慣の改善を図る取組を
研究実践する。その成果は、「埼玉県体力向上フォーラ
ム」において全県に発信する。 
 生活習慣の改善を図ることを目的に、「生活習慣診
断シート（毎日の睡眠時間、食事や運動状況などを記
録）」を活用し、家庭との連携を推進し、基本的な生活
習慣の確立を図る。 
○体力課題解決研究指定校 
 ・令和元年度、令和２年度 
  小学校：３校 中学校：１校 
 ・令和２年度、令和３年度 
  小学校：３校 中学校：１校 
○体力向上フォーラム 
 ・資料提供 

 体力課題解決研究指定校の生活習
慣の改善に係る取組を、研究発表会や
資料提供により発信することができ
た。 

保体 

望ましい生活

習慣を子供た

ちに身につけ

るための取組 

0 

 ＪＡ埼玉県中央会と埼玉県学校給食会の協賛を受
け、保護者向け食育推進リーフレットを作成し、県内
公立小学校１・５年生、中学校１・３年生等の全家庭
に配布する。（部数：約21万部） 
 定期健康診断などの結果を踏まえ、必要に応じて養
護教諭、学校医等による保健指導を実施する。 

 望ましい食習慣を子供たちに身に
付けさせるためには、保護者の協力が
不可欠である。食育推進リーフレット
の保護者への配布を通して、学校と家
庭の連携を図ることができた。 

保体 

学習指導要領に基づく情報モラル教育の推進 → 施策４参照 
義指 
高指 

学校健康教育

推進費 
419,564 

 児童生徒の心身の健康保持の増進を図り、心豊かに
たくましく生きる健康な児童生徒を育てるため、学校
健康教育の推進及び児童生徒の健康管理を充実する
ための事業を実施する。 
○教職員を対象とした学校保健、学校給食に関する各
種研修会等の開催 

○県立学校への学校医等の配置 
○県立学校の児童生徒への健康診断の実施 
○養護教諭、保健主事及び栄養教諭、学校栄養職員の
研修の実施     

 ・養護教諭研修会 
  第１回：令和２年５月27日（書面開催） 
  第２回：令和３年１月18日～令和３年２月19日

（動画配信） 
 ・新任保健主事研修会：令和２年５月22日（書面開

催） 
 ・保健主事研修会：令和２年６月19日（書面開催） 

 養護教諭に対し、養護教諭の専門性
を生かした教育活動を一層推進する
ために学校保健活動に必要な事項に
ついて資料配布し、学校保健の充実を
図ることができた。 
 保健主事に対し、健康教育について
理解を深め、具体的な学校保健活動の
展開方法を知り、各学校における健康
教育の充実を図るための資料を配布
し、学校保健の充実を図ることができ
た。 

保体 
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学校保健総合

支援事業（が

ん教育総合支

援事業） 

1,484 

 がんに対する正しい知識とがん患者に対する正し
い認識及び命の大切さに対する理解を深めるため、が
ん教育に関する取組を実施する。 
○埼玉県がん教育推進連絡協議会の開催（令和２年７
月、令和３年１月） 

 ・がん教育指導者研修会 
   実施日：令和２年10月13日 
   参加者数：127人 
 ・がん教育授業研究会 
  上里町立長幡小学校 
   実施日：令和２年11月６日 
    参加者数：30人 
  川口市立戸塚中学校 
   実施日：令和２年11月19日 
    参加者数：16人 
  栗橋北彩高校 
   実施日：令和２年10月23日 
   参加者数：24人 
 ・がん教育外部指導者研修会 
   実施日：集合研修会は中止（資料提供） 

 学校におけるがん教育の充実を図
るためには、がんに関する正しい知識
と正しい認識、命の大切さについて正
しく理解させ、深めることが必要であ
る。 
 学識経験者や医療関係者等を含め
た「がん教育推進連絡協議会」を設置
し、「がん教育に関する計画」の作成
等に対し指導・助言を行うことで、学
校におけるより効果的ながん教育の
在り方について理解を深め、県内への
啓発を図ることができた。 
 がん教育指導者研修会、授業研究
会、外部指導者研修会を通して、がん
教育についての理解を更に深めるこ
とができた。 

保体 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●毎日朝食を食べている児童生徒の割合（％） 

 ［出典：全国学力・学習状況調査］ 

 

 小６                                      中３ 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の全国学力・学習状況調査が中止となったため

把握できなかったが、引き続き家庭での食の大切さに対する理解が深まり、朝食を食べる児童生徒が増

加するよう取り組む。 

保体 

学識経験者の

意見・提言 

 昨年度、どうしても朝食が食べられない児童生徒への有効な事業を考える時期に来ている、との提言があった。

ネグレクトや虐待が背景にあるとのことであり、事業連携で具体的に取り組んでいただきたい。また、コロナ禍

のため研修会を資料配布のみに変更した例があるが、現場での資料等の活用方法や効果を検証し、働き方改革の

観点から、研修会開催を必須とする考え方を事業によっては改めても良いと考える。 

 今年度は調査ができなかったものの、施策指標となっている「毎日朝食を食べている児童生徒の割合」が増加

傾向にあることは望ましい。食育については家庭の協力が不可欠であることから、「保護者向け食育推進リーフ

レット」の開発、配布の成果であると考えられる。リーフレットは工夫されており、手間をかけずにとれる朝食

の例などを取り入れていることは有効である。一方、保護者の世代の情報源がインターネット中心となっている

であろうことを考慮して、ネット情報との連携などの工夫があるとより効果的であると思われる。また児童生徒

自身が、朝食をとることが基本的な生活習慣の基礎になることを認識することが重要である。 

今後の取組 

引き続き、情報機器を活用した教科指導を通して、情報モラルを含む情報活用能力の育成を推進する

とともに、本格実施するＢＹＯＤに合わせ、授業等で正しく利活用できる指導を行う。 
高指 

家庭・家族の問題により朝食を欠食する児童生徒に対する取組については、今後参考になる事例があ

ればそれを県内各学校・市町村教育委員会で活用できるよう情報提供する。食育の推進については、リ

ーフレットに加え、インターネット上の情報と連動させたＰＲなども検討し、保護者や児童生徒に対し、

望ましい食習慣の重要性についてより効果的に伝えられるよう工夫する。 

また、昨年度以降、コロナ禍において書面開催や動画配信等で実施した各種研修会や会議等について、

その実効性を検証するなどして、開催方法の見直しが可能な研修会等について検討を進めていく。 

保体 

小・中学校等における情報モラル教育については、今後も各教科や特別活動の時間において、児童生

徒の発達の段階に応じた指導を行っていく。 
義指 

H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 86.6 88.5 −

年度目標値 87.3 88.0 88.7 89.4 90.0

85
86
87
88
89
90
91

H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 80.7 83.3 −

年度目標値 82.6 84.5 86.4 88.3 90.0

80
82
84
86
88
90
92
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目標 Ⅲ 健やかな体の育成 

施策 10 体力の向上と学校体育活動の推進 

主な取組 

○ 児童生徒の体力の向上 

○ 体育的活動の充実 

○ 生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する資質の育成 

○ オリンピック・パラリンピック教育の推進（再掲） 

○ 持続可能な運動部活動の運営 

担当課 保健体育課・義務教育指導課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

児童生徒のた

めの体力向上

推進事業のう

ち 

 

新体力テスト

の実施 

 

体力プロフィ

ールシート等

の活用の推進 

成長の記録の

共有・活用・研

究 

3,257 

 新体力テストの実施を通して、自己の体力を理解
させ、自らが健康の増進・体力の向上を図ることが
できるようにするとともに、教師が児童生徒の体力
の実態を把握し、体育指導に生かす資料とする。 
○新体力テスト結果の分析 
 小学校：88.5％ 中学校：98.0％  
 高等学校（全日制）：95.5％ 
 ※新体力テストの結果を自校の児童生徒の体力分

析に活用している学校の割合 
○体力プロフィールシート等の活用状況 
 小学校：88.5％ 中学校：98.0％  
 高等学校（全日制）：95.5％ 
 ※個々の体力の状況やアドバイスが示される体力

プロフィールシートを児童生徒に配布する等、
児童生徒の体力向上に活用している学校の割合 

○体力課題解決研究指定校 
 ・令和元年度、令和２年度 
  小学校：３校 中学校：１校 
 ・令和２年度、令和３年度 
  小学校：３校 中学校：１校  
○体力向上フォーラム：中止（資料提供） 
 ※成果のあった体力向上に係る取組について県内

に発信する。 

 令和２年度の新体力テストは、新型
コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、各学校において任意での実施とし
た。新体力テストの一部又は全部を実
施した学校については、県独自の体力
プロフィールシート等を活用して、
個々の体力の課題に応じた取組を行
った。 
 体力向上フォーラムは、緊急事態宣
言の延長に伴い、資料提供となった
が、成果のあった体力向上に係る取組
を県内に発信することができた。 
 今後も運動好きな児童生徒の育成
を継続しながら、児童生徒一人一人の
体力の向上を目指す。 

保体 

学校体育実技

指導者研修事

業 

1,322 

 県内小・中・高等学校の教員を対象に、実技研修
会や講習会を実施し、教員の資質向上を図る。 
 小学校は令和２年５月23日、24日に水泳運動系を
川口市立東スポーツセンターで、令和２年６月６日、
７日にボール運動系・体つくり運動系・幼児の運動
遊び・器械運動系・保健領域を彩の国くまがやドー
ムで開催予定としていたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から中止とした。 
 中・高等学校は令和２年５月12日、13日に水泳を
浦和高校で、令和２年６月２日、３日に柔道・剣道・
ダンス・体つくり運動を県立武道館・スポーツ総合
センターで開催予定としていたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から中止とした。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、研修を中
止した。 
 また、水泳に関しては、講師からの
資料提供があったため、参加予定者に
送付した。（中・高のみ） 
 令和３年度は研修実施を予定して
おり、参加者の資質向上に向けて、講
師との連携を深め、指導内容の充実等
を図っていく。 

保体 

運動部活動全
国・関東大会
派遣等事業の
うち 
 
運動部活動指
導者研修事業 

1,982 

 スポーツの魅力に触れることができる運動部活動
の充実を図るため、外部人材を活用し、生徒が生涯
にわたって豊かなスポーツライフを実現するための
資質能力を育むとともに、指導者の講習会を実施し、
部活動顧問の資質向上を図る。 
○運動部活動指導者講習会 
 ・実施日：令和２年８月17日、18日 
 ・対象：中・高等学校の運動部活動顧問及び部活

動指導員等 
 ・内容：「埼玉県の部活動の在り方に関する方針」

に基づく部活動指導及び事故防止に関す

 令和２年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止及び夏季休業期間の
短縮等の状況から、中止とし、参加予
定者には講習会資料を送付した。 
 令和３年度以降においても、講義と
実技講習の両面から、「埼玉県の部活
動の在り方に関する方針」に基づく適
正な運動部活動の運営等の講義と効
率的・効果的な実技講習を通して、指
導者の資質向上を図っていく。 

保体 
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る講義やトレーニング、ハンドボール、バ
スケットボール、ソフトボールについて
の実技講習 

 ※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止及び夏季休業期間の短縮により、中止とし
た。 

県立学校体育

施設開放事業 
2,087 

 「埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例」及び「埼
玉県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する
指針」に基づき、県立学校体育施設の地域住民への
開放を充実する。（１校当たり「開放施設２施設以
上」かつ「開放可能時間300時間以上」等） 
※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、令和２年４月から令和２年７月までは中
止、令和２年12月から令和３年３月までは開放を
制限した。 

 県立学校において、特殊な事情があ
る場合を除く全ての学校（173校）を、
学校体育施設開放事業の指定校とし
ている。 
 開放施設は各学校の実情に応じて
決定されるが、多くの団体に利用され
た。 

保体 

運動部活動指

導充実支援事

業のうち 

 

県立学校運動

部活動サポー

ト事業 

13,073 

 県立学校の運動部活動のニーズに合わせた地域の
専門的指導者を活用することで運動部活動の充実や
教員の負担軽減を図る。 
○高等学校における運動部活動指導員の活用、外部
指導者の活用 

 ・運動部活動指導員の配置：８人 
 ・各学校のニーズに応じて外部指導者を派遣：97

人 

 運動部活動指導員による単独指導
等により、教員が部活動指導以外の業
務の時間を確保することができ、負担
軽減につながった。 
 また、生徒や保護者は、専門的な指
導が受けられることから、高評価であ
った。 
 さらに、地域の人材を活用すること
で、魅力ある部活動づくりがなされ、
運動部活動の活性化につながった。新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り、活用事業の内容が限定的となっ
た。 

保体 

中学校部活動

指導員活用事

業 

44,901 

 部活動指導員を配置する市町村に対して、必要経
費の一部を補助する。 
○中学校における部活動指導員の活用 
 活用実績 
 14市町58人（運動部） 
 ７市町９人（文化部） 

 令和２年４月に開催を予定してい
た部活動指導員活用事業担当者事務
研修会については、新型コロナウイル
ス感染症防止の観点から中止とした
が、関係資料や活用例を書面にて紹介
した。 
 また、令和２年度途中から事業を開
始した市や、令和３年度に新たに配置
を検討している市町を訪問し、情報提
供を行うなど部活動指導員配置の充
実に向けて取り組んだ。 

保体 

義指 

 

運動部活動全

国・関東大会

派遣等事業の

うち 

 

全国・関東大

会派遣費の補

助 

22,500 
 県内で開催される大会の補助や県外で開催される
全国・関東大会に出場する生徒に対して派遣費を補
助する。 

 新型コロナウイルス感染症の影響
により、関東大会や全国高校総体が中
止となった。 
 令和３年度は、大会が実施される方
向であるため、生徒への支援を引き続
き行い、学校体育活動の推進を図る。 

保体 

埼玉県の部活

動の在り方に

関する方針 

0 

 生徒が生涯にわたって豊かな生活を実現する資
質・能力を育む基盤として部活動を持続可能なもの
とするため、生徒にとって望ましいスポーツ、文化
及び科学等の活動の環境を構築する観点に立ち、地
域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最適に実
施されることを目指す。   
○適切な休養日、活動時間の設定 
 ・週当たり２日以上の休養日（平日１日以上、土

曜日及び日曜日１日以上）を設定する。 
 ・１日の活動時間は、平日２時間程度、休業日３

時間程度とする。 
○部活動実施状況調査（令和２年11月）の結果 

 令和元年度のフォローアップの効
果については、新型コロナウイルス感
染症による部活動の制限や、調査時期
が異なる等の理由により、単純な比較
はできないが、市町村、県立高校とも
に、活動時間の改善が図られていた。 
 令和２年度の調査結果では、おおむ
ね通知の範囲の中で部活動が行われ
ているが、個別に見ると、課題のある
市町村や学校が見られた。特に、調査
時期の令和２年11月は大会期と重な
り、休業日において活動時間が超えて

保体 

義指 
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 ※平均活動時間：運動部・文化部共通の時間 
 ・中学校 平均活動時間 
   平日：57分 
   週休日：２時間42分 
  平均休養日１日未満の運動部活動数の割合 
   平日：0.9％（33/3,765部） 
   週休日：3.2％（120/3,765部） 
 ・高等学校（全日制） 平均活動時間 
   平日：１時間45分 
   週休日：２時間29分  
  平均休養日１日未満の運動部活動数の割合 
   平日：14.9％（305/2,044部） 
    週休日：25.1％（514/2,044部） 

いる部活動数及び休養日１日未満の
部活動数が一定数見受けられた。 
 課題の見られた県立高校５校と市
町村教育委員会５か所を直接訪問し
適正化に向けた支援を行った。 
 令和元年度に適正化に向けた支援
を行った県立高校７校と市町村教育
委員会６か所については、新型コロナ
ウイルス感染症による部活動の制限
や、調査時期が異なる等の理由によ
り、単純な比較はできないが、市町村、
県立高校ともに、活動時間の改善が図
られていた。 
 

運動部活動に

おける全国大

会の代替大会

の開催支援事

業 

10,000 
（６月補正） 

 中止となった運動部活動の全国大会の代わりとし
て、生徒に成果発表の機会を提供するため、代替の
地方大会を開催する団体への補助を実施する。 
〇実績 
 ①埼玉県学校総合体育大会20競技を実施し、実出

場者数約36,900人が参加（埼玉県高等学校体育
連盟に補助）。 

 ②夏季埼玉県高等学校野球大会を実施し、実出場
者数約5,600人が参加（埼玉県高等学校野球連盟
に補助）。 

 令和２年度全国高等学校総合体育
大会及び第102回全国高等学校野球選
手権大会が中止となり、その予選会で
ある県大会が中止となった。 
 高校生の運動部活動の集大成とな
る機会を提供するに当たり、補助金を
活用することで感染症対策を徹底す
ることができた。 
 なお、大会に起因する感染の報告は
なかった。 

保体 

施策指標の 

達成状況・ 

原因分析 

●体力の目標達成状況 

 体力テストの５段階絶対評価で目標を達成した学校の割合（％） 

 ［出典：埼玉県児童生徒の新体力テスト］ 

 

 

 小学校                    中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高等学校 

（全日制） 

 

 

 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の新体力テストは各学校において任意での実施

としたため、数値を把握できなかった。なお、本調査では質問紙調査を行っていないため、令和元年度

に割合が下がった理由については明確にできないが、学校によって児童生徒の状況が異なり、体力向上

の取組に差が大きいことが年度目標値達成に向けた課題であると考える。体力向上の取組の好事例を全

県に紹介するなど、各校の取組の改善を図り、体力向上を図っていく。 

保体 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 75.1 75.9 71.4 −

年度目標値 76.7 77.5 78.3 79.1 80.0

70
72
74
76
78
80
82

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 63.8 66.6 53.2 −

年度目標値 64.2 64.4 64.6 64.8 65.0

52
54
56
58
60
62
64
66
68

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
高・割合 50.7 52.9 48.5 −

年度目標値 53.8 54.4 55.0 55.0 55.0

48
49
50
51
52
53
54
55
56
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施策指標の 

達成状況・ 

原因分析 

●体力の目標達成状況 

 体力テスト８項目中５項目以上個々の目標を達成した児童生徒の割合（％） 

 ［出典：埼玉県児童生徒の新体力テスト］ 

 

 小学校                   中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高等学校 

（全日制） 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の新体力テストは各学校において任意での実施

としたため、数値を把握できなかった。児童生徒一人一人の目標や課題意識を持って運動や体育授業に

取り組めるよう、体力プロフィールシートを活用するなどして、一人一人の体力の底上げを図っていく。 

保体 

学識経験者の

意見・提言 

 コロナ禍のため部活動の制限や屋外活動の減少で児童生徒の体力低下が懸念されている。ストレッチ等のメニ

ューを提示したり、ＹｏｕＴｕｂｅ動画の活用も選択肢になり得ると思う。部活動への指導員派遣は、部活動自

体の充実はもとより、教員の負担軽減に資する。活用拡大に努めてほしい。 

 児童生徒の体力向上については、相対的な値ではなく、各自の状況に応じた課題解決型の取組が望ましい。そ

の観点から、県独自の「体力プロフィールシート等」を活用し、個々の体力の課題に応じた取組を行い、高い活

用状況を維持していることは評価に値する。令和２年度は運動部活動の全国大会が中止となり、生徒のモチベー

ションを維持することが困難な状況であったが、補正予算により代替の地方大会開催に対し補助を実施し、無事

大会が開催できたことは迅速かつ適切な対応であり、大きな成果であった。 

今後の取組 

コロナ禍における体力低下の影響を含め、今年度の新体力テストの結果を把握、分析するとともに、体

力課題解決研究指定校の発表会をはじめ、各校種の授業研究会や保健体育研究協議会等で児童生徒の体

力の現状と課題について取り上げ、指導者に対して、体力向上を図る取組についての知識の獲得と意識の

涵養に取り組む。また、昨年度に作成した教員向け投力向上講習会のＹｏｕＴｕｂｅ動画や児童生徒の体

力向上に役立つ「新 彩の国 体つくりチャレンジプログラム」の動画を引き続き活用するよう周知して

いく。 

また、今後も、児童生徒の「体力プロフィールシート」に記載される個々の目標値等を活用するなど、

目標値の取り扱い方や課題解決に向けての指導方法等について、会議等の機会を通して伝達していく。 

さらに、部活動の外部指導者について、部活動の充実とともに教員の負担軽減につながるよう有効に活

用していく。 

保体 

部活動指導員の活用拡大に向け、好事例等を市町村教育委員会に周知していく。 義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 54.2 54.1 49.1 −

年度目標値 54.1 54.7 55.0 55.0 55.0

48
49
50
51
52
53
54
55
56

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 53.0 54.2 47.6 −

年度目標値 53.4 53.6 53.8 53.9 54.0

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
高・割合 54.7 56.2 52.1 −

年度目標値 56.2 56.6 57.0 57.0 57.0

51
52
53
54
55
56
57
58
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目標 Ⅳ 自立する力の育成 

施策 11 キャリア教育・職業教育の推進 

主な取組 

○ 小・中学校、高等学校における体系的・系統的なキャリア教育・職業教育の推進 

○ 障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育・職業教育の推進 

○ 企業等と連携した職場体験活動などの充実 

○ 専門高校における産業教育の推進 

○ 専門高校拠点校の整備 

○ 地域産業や保健・医療・福祉などを支える専門的人材の育成 

担当課 
高校教育指導課・魅力ある高校づくり課・特別支援教育課・義務教育指導課（・ＩＣＴ教育

推進課） 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

進路指導・キ

ャリア教育研

究協議会 

101 

 望ましい進路指導・キャリア教育の充実を図るた
め、「埼玉県中学校進路指導・キャリア教育指導資
料」を活用し、中学校（義務教育学校の後期課程を
含む。）と高等学校との連携を密にし、円滑な接続を
目指すとともに進路指導・キャリア教育上の諸課題
の解決に資する。 
○進路指導・キャリア教育研究協議会の開催 
 ・実施日：令和２年10月７日、９日 
   全中・高等学校の進路指導主事等を対象と

し、専門高校４会場で研究協議の実施 

 全県の中・高等学校から地区別に集
合し、研究協議を行い、双方の進路指
導・キャリア教育に関する情報交換が
できた。専門高校を会場とすること
で、授業参観や施設見学などを通して
幅広く高等学校について知ることが
できた。 

義指 

県立高校キャ

リア教育総合

推進事業 

13,468 

 産業界等と連携したキャリア教育、就職指導を実
施することで、働くことについての意識付け、働き
続ける意欲を育成する。また、企業等で経験を積ん
だ専門的な見地を有する社会人を就職支援アドバ
イザーとして県立高等学校に配置するとともに、企
業経営者と生徒・保護者・教員が参加する面談会を
実施することにより生徒の望ましい勤労観・職業観
を育成する。 
○就職支援アドバイザー 
 全日制39校、定時制16校配置 

 企業経営者と生徒・保護者・教員が
参加する面談会は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から、中止と
した。 
 民間企業等の経験者である就職支
援アドバイザーについて、就職を希望
する生徒の多い学校に配置し、高校生
の面接指導、教職員への指導・助言の
充実を図ることができた。 

高指 

職業人材を育成する専門高校活性化事業のうち、未来の職業人材育成事業 → 施策４参照 高指 

職業人材を育

成する専門高

校活性化事業

のうち 

 

全国産業教育

フェア大会準

備等 

14,452 

 埼玉県産業教育フェアの開催と令和３年度の全

国産業教育フェア埼玉大会に向けて開催準備を行

う。 

○第30回埼玉県産業教育フェア（ＷＥＢ開催） 

 ・開催期間：令和２年11月９日～令和３年３月31

日 

 ・開催場所：高校教育指導課ホームページ 

 ・内  容：専門高校の主な学習内容紹介 

       専門高校の成果発表 

       生徒実行委員会による企画 

○全国産業教育フェア埼玉大会準備 

 ・広報誌（チラシ・ポスター）作成 

 ・大会ホームページ作成中 

 ・大会実施要項作成中 

 ・準備委員会２回実施（令和２年６月書面、令和

３年３月リモート） 

 ・運営委員会３回実施（令和２年９月参集、令和

２年11月参集、令和３年２月リモート） 

 ・生徒実行委員会５回実施（令和２年９月２回、

令和２年10月、令和２年11月、令和３年３月） 

 ・各教科部会を適宜実施 

 第30回埼玉県産業教育フェアにつ

いては、コロナ禍において開催自体が

懸念された中、県内専門高校生の活躍

を広く県民に理解してもらう観点か

らＷＥＢ開催を行った。実行委員会の

生徒が中心となって各学校の特色あ

る教育活動を動画や写真で紹介する

ことができた。 

 全国産業教育フェア埼玉大会の準

備については、参集とリモートを併用

しながら各種会議を実施した。開催形

態を慎重に検討する必要があるため、

引き続き関係する団体・組織等と連携

をする。 

高指 
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高校生の「農

力」育成強化

プロジェクト 

212,123 

 経営感覚や国際感覚、チャレンジ精神を持つ農業

の担い手を育成するため、農業高校において、実習

環境を整備し、農業生産工程管理（ＧＡＰ）を実践

するとともに、「第３のみつ」の製造技術の研究や地

域特産品の開発を行う。 

 また、国際的に通用するＧＡＰ認証の取得や東京

2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけ

る食材提供を目指す。 

○ＧＡＰ認証取得状況 

 ・Ｓ－ＧＡＰ実践農場2020（埼玉県版ＧＡＰ） 

  令和２年３月15日 杉戸農業高校 

  令和２年３月19日 熊谷農業高校 

  令和２年３月25日 児玉白楊高校 

  令和２年４月15日 羽生実業高校 

  令和２年７月３日 いずみ高校 

  令和２年12月18日 鳩ヶ谷高校 

  令和３年２月25日 秩父農工科学高校 

  令和３年３月24日 川越総合高校 

 ・ＧＬＯＢＡＬ Ｇ.Ａ.Ｐ.（国際認証規格ＧＡＰ） 

  令和３年２月19日 熊谷農業高校 

  令和３年３月15日 杉戸農業高校 

○第３のみつ 

  ミツバチに果実や野菜などの新たな蜜源を与

えて製造する「第３のみつ」に、トマトの機能性

成分・リコピンを含ませることができた。 

 県内農業高校８校全てが、ＧＡＰを

取得した。 

 Ｓ－ＧＡＰは県農林部、ＧＬＯＢＡ

Ｌ Ｇ.Ａ.Ｐ.は民間審査会社におけ

る第三者評価を得ることで、生産工程

の安心・安全を客観的に担保すること

ができた。 

 また、「第３のみつ」は、トマトの

機能性成分・リコピンを含ませること

に成功したが、機能性食品として安定

的に成分管理するには至っていない

ため、今後の蜜源であるイチゴやブド

ウも併せて研究を継続していく。 

 競技大会での食材提供については、

令和２年度に杉戸農業高校がＧＬＯ

ＢＡＬ Ｇ.Ａ.Ｐ.を取得した梨と埼

玉県産の強力粉、薄力粉を原料とした

「杉農梨くるみパン」を開発し、加須

市のホストタウンと提携したコロン

ビアオリンピックチームに提供する

予定で調整している。 

高指 

中学校におけ

る進路指導の

充実 

0 

 生徒・保護者から信頼される進路指導を促進する

ため、中高の連携を推進するとともに、生徒・保護

者への適切な進路情報を提供する。 

 また、「埼玉県中学校進路指導・キャリア教育指

導資料」を活用し、生徒が自分を生かす進路選択が

できるよう、一人一人に寄り添った進路指導の充実

を図る。 

 進路指導・キャリア教育研究協議会

や入学者選抜実施要項説明会等で、

「埼玉県中学校進路指導・キャリア教

育指導資料」を説明し、活用を促すこ

とができた。 

義指 

高校入試に関

する情報の中

学校への提供 

0 

 中学校から高等学校への円滑な接続を図るため、

高校入試に関する情報を中学校へ積極的に提供す

る。 

○高校入試の実施要項・選抜要領、各高等学校の選

抜基準等を各中学校へ配布並びに県教育委員会

ホームページへ公開 

○市町村教育委員会向け説明会の実施 

○新型コロナウイルス感染症の感染防止対策をは

じめとする高校入試のリーフレットの配布 

 コロナ禍における高校入試の実施

のため、ホームページ等を活用して感

染防止対策等の情報発信に努めた。資

料は、おおむね予定どおり作成し配布

できた。ホームページも速やかに更新

できた。 

高指 

自立と社会参

加を目指す特

別支援学校就

労支援総合推

進事業 

104,928 

 特別支援学校高等部において、企業就労を希望す

る全ての生徒の進路実現のため多角的な就労支援

の充実を図る。 

○教育局内において特別支援学校卒業生等を直接

雇用し、一般就労及び障害者雇用促進に向けた取

組を実施（「チームぴかぴか」として、南部（県庁）

と北部（総合教育センター）の２拠点で展開） 

 ・23人を雇用し、11人が一般就労を実現 

○企業のニーズを踏まえた職業教育の推進 

○就労支援アドバイザーを各特別支援学校に配置

し、指導・助言を実施 

〇経済６団体との連携を強化（特別支援学校卒業生

の就労促進依頼のパンフレット配布等） 

 順調に取組が実施されている。 

 就労支援アドバイザーの巡回指導

により生徒の勤労意欲の向上が図ら

れた。 

 ただ、新型コロナウイルス感染症の

影響により、企業によっては、採用を

中止する等当初の採用計画を変更し

た影響で、令和元年度より就労者数が

減少した。 

 今後は、経済団体や支援機関との連

携を一層強化し、障害者雇用の理解促

進と定着支援の充実を図る。 

特教 
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障害のある子供たちの超スマート社会を生き抜く力を育むＩＣＴ環境整備事業 → 施策２参照 
特教 

(ICT) 

専門高校拠点

校の設置に向

けた検討 

0 

 

 

 高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人の育

成に向け、地元企業や研究機関などと連携して先進

的な取組を行うとともに、大学など高等教育機関へ

の進路選択も実現し、継続して専門性を深めていく

ことができる専門高校拠点校の設置に向けた検討

を行う。 

○長期研修派遣 

 ・ものつくり大学 

 ・東京工業大学附属科学技術高校 

 

 

 教員を大学や先進高校へ派遣する

ことにより、専門高校拠点校での実施

を検討する専門分野の技術や全国で

も先進的なスーパーサイエンスハイ

スクール（ＳＳＨ）の運営方法などを

習得することができた。 

 今後は関係部局と調整し、検討を進

めていく。 

魅力 

小・中学校等

における企業

等と連携した

職場体験等 

0 

 児童生徒の発達の段階に応じ、小学校段階から学

校の教育活動全体を通じた組織的・系統的なキャリ

ア教育を推進し、一人一人の望ましい勤労観、職業

観を育てる教育の充実を図り、中学校職場体験学習

プログラムを活用した職場体験を行う中学校（義務

教育学校の後期課程を含む。）を支援する。  

 

 発達の段階に応じて、各学校で地域

の特色を生かした職業体験等を実施

した。 

 また、児童生徒のキャリア発達を記

録、蓄積できる埼玉県版のキャリア・

パスポートをホームページで公開し、

市町村及び各学校の活用に資するこ

とができた。 

 令和３年度も引き続き、各学校での

職業体験等の実施やキャリアパスポ

ートの活用を推進していく。 

 

義指 

施策指標の 

達成状況・ 

原因分析 

●職場体験やインターンシップを実施した高等学校の割合（％） 

 ［出典：国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター職場体験・インターンシップ実施

状況調査］ 

 

 

【原因分析】 

 令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響で職場体験やインターンシップが十分に実

施できなかったと推察されるが、埼玉りそな銀行と連携したキャリアセミナー（オンライン）など様々

な取組を進めることができた。引き続き、職場体験やインターンシップの実施を推進していく。（令和

元年度実績値 公表時期未定） 

高指 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 80.2 85.2 84.4

年度目標値 80.5 81.0 82.0 83.5 85.0

80
81
82
83
84
85
86
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率（％） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 
【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、企業によっては業績が低迷し、採用を中止するなど当初の

採用計画の変更をしたことで、就労を希望していても、就労が叶わなかった生徒が例年より多かったと

推察される。 

 ただし、就労者数に関しては、指標設定時の平成29年度の341人に対し、令和２年度は345人となって

おり、増加している。 

特教 

学識経験者の

意見・提言 

 明確な職業感を持っている生徒は多くなく、生徒の特性を捉えての進路指導は極めて重要であることは言うま

でもない。特に高等学校や特別支援学校高等部における就職指導は、就職先になり得る企業情報を各学校がどれ

だけ得ているかという点にも留意して、事業を進めていただきたい。 

 県立高校に対する「就職支援アドバイザー」の配置、また特別支援学校高等部に対する「就労支援アドバイザ

ー」の巡回指導など、民間から経験豊かな専門家を活用することで、キャリア教育の推進や勤労意欲の向上が図

られていることは評価できる。特別支援学校就労支援については社会のユニバーサル化が進行していることを踏

まえ、経済団体とのより一層の連携を進めてほしい。高校生の「農力」育成強化プロジェクトは画期的な成果を

上げているが、一般には知られていないことも多い。食や農業に対する社会的な関心は高まっており、是非積極

的な情報発信を進めてほしい。 

今後の取組 

引き続き、経済情勢や国の動向を注視しながら、各県立高校において就職希望者の内定者の割合を高

水準に保つことができるよう、就職支援アドバイザーの配置等各種事業を推進するとともに、経済団体

をはじめとする関係機関の企業の方と意見交換することで企業情報の取得を進めるなど、キャリア教育

を推進していく。また、令和３年度には、第31回全国産業教育フェア埼玉大会を開催するので、企業や

経済団体と連携を図りながら、専門高校の特徴的な取組や魅力を全国に発信していく。 

高指 

専門高校拠点校の設置に向け、引き続き大学や先進高校への視察や教員の派遣を行い、地元企業や研

究機関などと連携した先進的な取組の実施や、幅広い進路選択、専門性の向上について検討を行う。 
魅力 

引き続き、各特別支援学校に就労支援アドバイザーを配置し、民間等の知見を活用するとともに、特

別支援学校高等部生徒の就労率向上を図っていく。さらに、企業情報の取得を促すため、進路担当者に

よる企業訪問等を積極的に行えるよう支援していく。 

特教 

引き続き、児童生徒の発達の段階に応じた小学校段階からのキャリア教育ができるよう、諸会議にて

資料配布や情報提供を行っていく。 
義指 

整備された１人１台端末環境を活用し、子供たち一人一人の障害特性に応じた個別最適化された学び

の実現に向けて、より一層の充実に努める。 
ICT 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
就職率 83.2 80.2 85.1 81.4

年度目標値 87.8 88.9 90.0 90.0 90.0

79
81
83
85
87
89
91
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目標 Ⅳ 自立する力の育成 

施策 12 主体的に社会の形成に参画する力の育成 

主な取組 

○ 主権者教育の推進 

○ 消費者教育の推進 

○ 環境教育の推進 

○ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進（再掲） 

○ 多様な人材と協働する力の育成 

担当課 高校教育指導課・義務教育指導課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

主権者教育の

取組 
0 

 国が作成した副教材「私たちが拓く日本の未来」
を活用した実践例等を研究し公開することで、政治
的教養を育む教育の一層の充実を図る。 
 主権者教育の指導事例を集め共有を図るととも
に、指導主事の訪問で活用するなど、主権者教育の
一層の推進を図る。 

 副教材「私たちが拓く日本の未来」
を活用した実践例を公開するととも
に、関東財務局、選挙管理委員会等の
関係機関と連携し、主権者教育の充実
を図ることができた。 

高指 

 新型コロナウイルス感染症の影響
により主権者教育等を推進する会議
は中止となったが、市町村教育委員会
や学校への普及・啓発を行うことによ
り、各学校において、適切に主権者教
育の実践を図ることができた。 

義指 

租税教育の取

組 
0 

 租税に関する指導内容を明記した学習指導要領
の着実な実施を図る。 
 また、租税教育の充実のため、租税教育推進協議
会や税務署などの関係機関と連携し、学校で活用で
きる事例等の情報提供を行う。 

 公民科の教員を集めた協議会が、新
型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止となったが、税務署や関東財務
局、選挙管理委員会等の関係機関と連
携し、各学校に対し資料提供を行っ
た。 

高指 

 新型コロナウイルス感染症の影響
により、租税教育セミナーが中止とな
り、租税教室も例年と比較して規模を
縮小しての開催となったが、租税教育
推進協議会や税務署などの関係機関
と連携し、各市町村教育委員会に情報
提供するなど、租税教育の充実に努め
た。 

義指 

消費者教育の

取組 
0 

 令和４年の成年年齢引下げに向けて、消費者教育
のより一層の充実を図るため、消費者教育を担当す
る教員を対象とした指導力向上研修を行う。 
○成年年齢引下げに伴う研修会の開催 
 ・実施日：令和２年11月25日 
 ・参加者数：49人 
 ・内容：法務省による講演会、ジグソー法を活用

した授業・実践報告、消費生活支援セン
ターと学校連携の実践報告 

 研修会では、消費者教育におけるジ
グソー法を活用した授業や消費生活
支援センターと連携した消費者教育
の取組について研修を行った。研修会
のアンケートでは、75％の参加者から
消費者教育の内容について満足であ
るとの回答を得た。 
 今後は、消費者教育における教科連
携の取組についても取り上げ、消費者
教育に関してより一層、指導の充実を
図っていく。 

高指 

 消費者教育の充実のため、行政と学校の担当者が
情報交換するとともに、学校で活用できる事例等の
情報提供を行う。 
○埼玉県消費者教育研究協議会、金融・金銭教育協
議会（書面会議） 

○埼玉県教職員等消費生活セミナーの参加状況 
 ※令和２年７月27日、30日、31日、８月３日、４

日の５日間で計14講座を開催の予定であった
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止になった。 

 消費者教育研究協議会、金融・金銭
教育協議会は書面開催となり、各市町
村教育委員会、各教育事務所の教科担
当者に資料提供を行い、消費者教育へ
の理解に努めた。 
 埼玉県教職員等消費生活セミナー
は中止となったが、今後も研修の機会
について、積極的な参加を促し、指導
力の向上を図っていく。 

義指 



42 

 

総合教育セン

ター江南支所

における環境

教育に関する

取組 

0 

 資源・環境問題に対応できる人材の育成を目指し

て、小・中学生及び高校生の体験学習や教職員研修

について埼玉大学、埼玉県環境科学国際センターと

連携して取り組み、環境教育を推進する。 

○令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、実施していない。 

 コロナ禍により、予定していた体験

型の環境教育及び教職員向け研修が

中止となった。今後、リモートの活用

などの研究を進める必要がある。 

 子供の発達段階に応じた環境学習

がマニュアル化されているため、どの

指導者によっても同様の研修が実施

できる状態である。 

 総合教育センター江南支所の広大

なフィールドを活用して体験的な環

境教育を実施することは、生きた知識

として定着する期待が持てる。 

高指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●主体的に社会に参画していく力を育成するために外部機関と連携した取組を実施している高等

学校の割合（％） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 各県立高校に関係機関が実施する講演会やセミナー等を周知しているが、令和２年度については、臨

時休業等の措置や新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していたセミナー等を実施できてい

ないこともあり、年度目標値を達成できなかった。 

高指 

学識経験者の

意見・提言 

 自立する力の育成には資産形成に関する知識も欠かせないはずである。消費者教育の観点で一部に金銭教育研

究校事業があるものの、日本には資産形成での視点が教育に欠けているように思う。外部機関との連携セミナー

等で取り入れることができないか、検討していただきたい。 

 主権者教育や租税教育をはじめ、主体的に社会の形成に参画する力を育成するためには、外部機関との連携が

欠かせない。令和元年度までの状況を見ると件数は増加傾向にあるが、重要なのは連携によりどのような教育効

果が得られるかという点である。連携の質的向上を図り、また連携に伴い教員の負担が増加することを避けるた

めにもコーディネータが必要である。是非コーディネータの役割を担える人材の支援を検討してほしい。 

今後の取組 

令和３年度は、消費者教育研究推進委員会を発足し、関係機関との連携についても研究を進めていく。

また、成年年齢引下げに関する研修会では、関係機関と連携し、資産形成に関する視点も取り入れて実

施を検討していく。 

また、関係機関とのコーディネータの役割を担う教員が、講演会やセミナー等を計画する際に参考と

なるような資料の作成及び配布を検討していく。 

高指 

市町村教育委員会を通じて学習指導要領の内容を着実に実施するよう促すとともに、各学校への主権

者教育の普及・啓発や租税教室の実施率の向上に向け、市町村教育委員会や関係機関と連携を深めてい

く。 

また、埼玉県教職員等消費生活セミナーへの積極的な参加を市町村教育委員会を通じて学校に呼びか

け、消費者教育についての理解を深めていく。 

義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 30.9 31.7 35.8 36.3

年度目標値 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0

25
30
35
40
45
50
55
60
65
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目標 Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

施策 13 障害のある子供への支援・指導の充実 

主な取組 

○ 共生社会を目指した「多様な学びの場」の充実 

○ 特別支援学校教諭免許状の取得促進 

○ 障害者雇用の推進 

○ 小・中学校、高等学校などにおける特別支援教育の体制整備 

○ 障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育・職業教育の推進（再掲） 

○ 障害のある子供たちの生涯学習の推進 

担当課 
総務課・県立学校人事課・高校教育指導課・特別支援教育課・小中学校人事課・義務教育指

導課・教職員採用課・生涯学習推進課（・ＩＣＴ教育推進課） 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

共生社会の形

成に向けた特

別支援教育推

進事業 

24,934 

 

 インクルーシブ教育システムの構築に向け、障害

のある子と障害のない子が共に学ぶことを追求す

るため、支援籍学習や交流及び共同学習を推進す

る。 

○市町村教育委員会と特別支援学校担当者による

支援籍実践研究協議会 

  令和２年９月２日 出席者90人 

 担当者による支援籍実践研究協議

会を行うことで、支援籍学習や交流及

び共同学習について意見交換と共通

理解を進めることができた。 

 支援籍学習の実施回数が要望に沿

えないこともあり、好事例を発信する

ことで、内容の充実と実施促進を図り

たい。 

特教 

 インクルーシブ教育システムの構築に向け、障害

のある子と障害のない子が共に学ぶことを追求す

るとともに、教育的ニーズに応じた多様な学びの場

を整備する。 

○生活介助支援員：８校に11人配置 

○高校における通級による指導の研究実施：５校 

 八潮南高校、鳩山高校、新座高校、皆野高校、 

 上尾橘高校 

 通級による指導を行う校内支援体

制を整備することができた。また、生

徒の表情が明るく豊かになったり、主

体的に授業に取り組むようになった

りするなど、生徒自身の変容が見られ

たことが成果として評価できる。 

 通級指定校及びセンター的機能を

提供する特別支援学校等による連絡

協議会において、多様な学びの場につ

いて、研究協議、意見交換を行った。 

 また、通級による指導の実施、理解

の促進、教材等の整備を行うととも

に、効果的な指導体制や指導方法の在

り方を研究することができた。 

高指 

 インクルーシブ教育システムの構築に向け、障害

のある子と障害のない子が共に学ぶことを追求す

るとともに、教育的ニーズに応じた多様な学びの場

を整備する。 

○特別支援学級・通級による指導の充実 

  特別支援教育推進専門員による小・中学校等へ

の巡回支援の実施（東西南北の各教育事務所に２

人ずつ、計８人配置） 

○特別支援教育に係る担当教員を対象とした研修

会の実施 

 ・特別支援学級新担当教員研修会 

 ・通級指導教室新担当教員研修会 

 ・特別支援教育担当者育成研修会 

 小・中学校等への巡回支援について

は、市町村教育委員会担当指導主事、

小・中学校等管理職、特別支援学級担

任等からの評価は高い。派遣要請数も

年々増加している。 

 特別支援教育に係る新担当教員を

対象とした研修会については、発達等

に関する基礎的な知識の理解や特別

の教育課程の編成等の講義・演習を実

施した。研修を受講することにより、

特別支援教育担当者としての資質の

向上につながっている。 

 近年の実績を基に、令和３年度は、

特別支援教育推進専門員を１人増員

した。 

義指 
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自立と社会参

加を目指す特

別支援学校整

備事業 

3,720,022 

 特別支援学校に在籍する児童生徒の増加に対応

するための学習環境の整備充実を図る。 

○戸田かけはし高等特別支援学校の設置（令和３年

度開校） 

○県東部地域特別支援学校（仮称）の設置（令和５

年度開校） 

○越谷西特別支援学校松伏分校の設置（令和３年度

開校） 

○上尾南高校内分校（仮称）など高校内分校３校の

設置（令和４年度開校） 

○既存特別支援学校における校舎増築など学習環

境の整備 

 新設校２校及び高校内分校４校の

開校等に向けて、順調に整備（設計・

工事）を進めることができた。 

特教 

県立高校教育

環境整備支援

事業 

53,712 

 ノーマライゼーション教育の理念に基づき、障害

のある生徒が安心・安全な学校生活を送れるよう県

立高校における教育環境の整備を行う。 

 また、高校通級制度の開始に伴い、研究モデル校

において通級指導の実施、教材等の整備を行い、適

正な指導体制の在り方を研究する。 

○高校通級連絡協議会の実施（令和２年12月） 

 通級指定校及びセンター的機能を

提供する特別支援学校等による連絡

協議会において、多様な学びの場につ

いて、研究協議、意見交換を行った。 

 また、通級による指導の実施、理解

の促進、教材等の整備を行うととも

に、効果的な指導体制や指導方法の在

り方を研究することができた。 

高指 

特別支援学校

医療的ケア体

制整備事業 

4,328 

 特別支援学校に通学する医療的ケアが必要な幼

児児童生徒に対して、主治医及び相談医の指導助言

の下、看護師資格を有する教員や一定の研修を修了

した教員が医療的ケアを行うことにより、幼児児童

生徒が安心して学習できる環境づくりを進める。   

○特別支援学校医療的ケア体制整備事業幹事会の

実施：２回（うち１回は資料提供のみ）関係校14

校 

○特別支援学校医療的ケア体制整備事業運営協議

会の実施：２回 関係校職員及び医師15人 

○相談医による医療的ケアに対する助言及び指導：

94回 

○担当教員研修会 参加者数：48人 

○看護教員研修会 参加者数：６人 

○養護教諭キャリアアップ研修会：中止 

○大学教授の巡回指導：７校 

○養護教諭看護教員合同研修会：１回 

 医療的ケアの体制整備を推進する

ため、相談医による巡回指導を行い、

校内委員会への助言や担当する看護

教員、養護教諭、教諭等に研修を実施

した。 

 また、個別に検討が必要なケースに

ついては、医師を含めた運営協議会で

検討し、安全に実施するために必要な

課題等を整理した。 

 中止になった研修会もあったが、養

護教諭看護教員合同研修会を遠隔で

実施し、情報共有を図ることができ

た。 

特教 

採用選考によ

る障害者雇用 
0 

 教員採用選考試験における障害者特別選考や埼

玉県職員採用選考による採用を行う。 

○埼玉県公立学校教員採用選考試験 

 令和３年４月１日 10人採用 

○埼玉県立学校実習助手採用選考試験 

 令和３年４月１日 １人採用 

○障害者を対象とした埼玉県職員採用選考 

 令和３年４月１日 ８人採用  

 令和元年度実施の埼玉県公立学校

教員採用選考試験から障害者特別選

考の対象を精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者にも拡大する

とともに、埼玉県立学校実習助手採用

選考試験において障害者特別選考を

新たに実施するなど、障害者の働く場

の拡大に努めている。 

 教員以外についても、障害者を対象

とした埼玉県職員採用選考における

採用に努めている。 

総務 

県人 

小中 

採用 
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障害者雇用推

進事業 
727,451 

 令和２年12月の法定雇用率の達成に向け、障害者

の雇用を更に推進するため、計画的に雇用を行い、

障害者の働く場を拡大するとともに、障害者が働き

やすい環境を整備する。 

○障害のある会計年度任用職員の配置 

 （令和３年３月31日現在） 

 ・事務局：83人 

 ・県立学校：129人 

 ・市町村立小・中学校：104人 

○支援員の配置（令和３年３月31日現在） 

 ・事務局：14人 

 ・県立学校：14人 

 ・市町村立小・中学校：18人 

 障害のある会計年度任用職員につ

いては、令和３年３月31日現在で316

人を雇用している。 

 引き続き、採用した職員が職務内容

とのミスマッチにより退職すること

がないよう努める。 

 また、障害者の雇用拡大に伴い、障

害のある職員の障害の種類や程度に

より必要に応じて業務遂行をサポー

トする支援員を配置し、障害者が働き

やすい環境の整備を行った。 

 今後も、障害者が安定して勤務でき

るよう、障害者理解や障害者雇用等を

促進するための研修を実施するとと

もに、ハローワークや障害者就労支援

機関等と連携の強化に努めていく。 

総務 

県人 

小中 

自立と社会参加を目指す特別支援学校就労支援総合推進事業 → 施策11参照 特教 

障害のある子供たちの超スマート社会を生き抜く力を育むＩＣＴ環境整備事業 → 施策２参照 
特教 

(ICT) 

障害者の生涯

を通じた多様

な学習活動推

進事業 

1,316 

 特別支援学校において、スポーツや文化活動に親

しむ機会を充実させ、障害者の生涯を通じた多様な

学習活動のための土台作りを推進する。 

○パラリンピアン等による児童生徒への授業、芸術

家による児童生徒への授業：６校 

 パラリンピアン等から直接講義を

受けたり、競技を体験することによ

り、スポーツに対し興味関心を持たせ

ることができた。 

 新型コロナウイルス感染症の影響

により講師との日程調整に苦慮して

いる学校があった。 

 新型コロナウイルス感染症が収束

するまでは、予定していた事業が中止

とならないよう、可能な限り早い時期

に実施をするよう促す必要がある。 

特教 

生涯学習を担う未来人材育成プロジェクト → 施策25参照 生推 

スクールバス

運行費 
137,333 

（４月補正） 
 県立特別支援学校のスクールバスにおける、新型

コロナウイルスの感染リスク低減のため、乗車率の

高いバスに対して増便を実施した。 

 令和２年６月23日から令和３年３月26日までの

期間、17校34便のバスにそれぞれ１便増便を行っ

た。 

 乗車率が82％以上のバス34便に増

便することで、当該バス便の乗車率が

概ね50％～60％程度に低減され、車内

の過密化の緩和が達成された。それに

より、児童生徒、保護者が安心できる

通学環境となった。 

特教 

特別支援学校

通学環境充実

事業費 

 

356,048 
（６月補正） 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●（再掲）特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率（％） 
 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、企業によっては業績が低迷し、採用を中止するなど当初の

採用計画の変更をしたことで、就労を希望していても、就労が叶わなかった生徒が例年より多かったと

推察される。 

 ただし、就労者数に関しては、指標設定時の平成29年度の341人に対し、令和２年度は345人となって

おり、増加している。 

特教 

学識経験者の

意見・提言 

 特別支援学校に通う児童生徒が増加しているということであり、多様な学びの場はもとよりスポーツや文化活

動の場を充実させていく事業は必須である。働く場の拡大は、前記の事業と一体に進めてこそ意味があるもので

あるから、全体の事業進捗の管理をしっかり実施し、課題は課題として明確化し進めていただきたい。 

 インクルーシブ教育システムの構築に向けて、高校における通級指導の校内支援体制が整備できたことは大き

な前進である。また、これにより生徒が主体的に授業に取り組むようになるなど、十分な成果を示しており、評

価に値する。指導体制や指導方法に関する研究をより一層推進してほしい。特別支援学校においては６校でパラ

リンピアン等による講義が実現できたことは、スポーツやパラリンピックに対する興味関心を高める上で効果的

な取組であった。また補正予算によりスクールバスの増便を実施したことは新型コロナウイルス対策として迅速

で的確な対応であり、評価できる。 

今後の取組 

障害者雇用促進法に基づき作成した県教育委員会障害者活躍推進計画を基に進めていく。 
主な内容としては、「障害者の活躍の場の拡大」として、障害のある本採用教職員及び会計年度任用職

員の雇用を進めるとともに、「障害者が働きやすい職場づくり」として、障害者本人を支援する支援員の
配置や、職場での障害者理解を促進する研修を実施していく。 

総務 

引き続き、教員採用選考試験における障害者特別選考や障害者を対象とした埼玉県職員採用選考を計画
的に行うとともに、障害のある会計年度任用職員が働きやすい環境を整備するなど定着支援を行っていく。 

県人 

県立高校のインクルーシブ教育のための環境整備について、現在の取組の継続・発展に努めるととも
に、指導体制や指導方法に関する研究をより一層推進していく。 

高指 

就労支援アドバイザーを配置し、民間の知見を活用することにより、就労に至るまでの進捗管理を適
切に行うとともに、他の事業とも連携を図り働く場の拡大に努める。 
また、各特別支援学校において、パラリンピアン等を招聘し、生徒に直接実演・講演等を行うことに

より、障害者の生涯を通じた多様な学習活動を推進していく。 
さらに、スクールバス車内の過密緩和など感染防止に努める。 

特教 

引き続き、教員採用選考試験における障害者特別選考や障害者を対象とした埼玉県職員採用選考によ
り、計画的に障害者を採用していく。また、障害のある会計年度任用職員が安定して勤務できるよう、障
害者理解や障害者雇用等を促進するための研修を実施するとともに、ハローワークや障害者就労支援機
関等と連携の強化に努めていく。 

小中 

学校からの評価が高い特別支援教育推進専門員による小・中学校等への巡回支援は、今後も積極的な
活用について広く呼び掛けていく。また、特別支援教育に係る担当教員の研修会については、講義形式
の研修だけでなく、演習・協議等の実践的な内容になるよう検討していく。 

義指 

障害者特別選考で合格し埼玉県で活躍する教員の、学校における勤務の様子や教員を目指す障害のあ
る方へのメッセージを紹介する採用案内（パンフレット）を作成し、大学や関係団体に配布するなどの
取組を引き続き進め、志願者の確保に努めていく。 

採用 

引き続き、実践事例を各種会議やホームページ等で紹介するなど、子ども大学を支援していく。 生推 

整備された１人１台端末環境を活用し、子供たち一人一人の障害特性に応じた個別最適化された学び
の実現に向けて、より一層の充実に努める。 

ICT 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
就職率 83.2 80.2 85.1 81.4

年度目標値 87.8 88.9 90.0 90.0 90.0

79
81
83
85
87
89
91
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目標 Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

施策 14 不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援 

主な取組 

○ 教育相談活動の推進（再掲） 

○ 不登校の未然防止の推進 

○ 不登校児童生徒の教育機会の確保 

○ 意欲に応える学習機会の提供 

○ 高校中途退学防止対策の推進 

○ 高校中途退学者等の社会的自立に向けた支援 

担当課 高校教育指導課・生徒指導課・義務教育指導課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

いじめ･不登校対策相談事業 → 施策７参照 生指 

教育相談事業のうち、電話教育相談 → 施策７参照 生指 

ＳＮＳを活用した教育相談体制整備事業 → 施策７参照 生指 

民間団体等と

の連携 
0 

 不登校の子を持つ親の会や民間団体等を構成員と

する「官民連携会議」を定期的に実施し、情報交換

を行うとともに、当該組織と連携し、「保護者や教員

のための不登校セミナー」を開催し、不登校児童生

徒やその保護者への支援に関する情報を提供する。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、「保護者や教員のための不登校セミナ

ー」を中止し、「子供たちとその保護者のための不登

校支援サイト」を開設し、関係機関先や不登校支援

の動画、保護者や当事者の体験談を掲載し、情報提

供を行った。 

 ・サイト閲覧数：13,750回 

 ・動画閲覧数：延べ1,005回 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、セミナーを中止とした

が、代替として新たに開設したポータ

ルサイトは、多くの不登校児童生徒や

その保護者に閲覧してもらうことが

できた。 

 また、市町村が設置する適応指導教

室について、設置を促し、令和３年度

に全市町村で支援可能な体制となっ

た。 

生指 

課題を抱える

生徒の自立を

支援する共助

プランのうち 

 

学習サポータ

ーの配置 

29,769 

 基礎学力に課題を抱える生徒の多い高校に、教員

志望の大学生や退職教員等を学習サポーターとして

配置し、基礎学力の定着や学び直しの支援を行う。 

○配置校：全日制18校、定時制20校 

 令和２年度においては、全日制18

校、定時制20校に学習サポーターを配

置して学習支援を実施した。また、確

認テストを行うことで効果検証をし

ている。例えば、数学では、数式、図

形、関数など各分野において難易度に

応じたテストを実施することにより、

習熟の程度を確かめるとともに生徒

の学習意欲の向上につなげることが

できた。 

 令和３年度については、学習支援を

行う教科を原則国語・数学・英語の３

教科とすることで、基礎学力の更なる

定着を図る。 

高指 

地域の多様な

人材との連携

による高校生

自立支援事業 

29,726 

 「地域若者サポートステーション」と連携して、

社会的自立を促す取組を実施し、中途退学の防止を

図る。また、本事業を通して、生徒とサポートステ

ーションとの関係性を構築し、中途退学や卒業後に、

就業できない場合でも、切れ目なく支援できる体制

を整備する。 

○生徒の特性把握 

○ソーシャルスキルトレーニング 

○社会体験活動 

○生徒の特性把握 

 各実施校の実情に合った形態を工

夫し、得られた情報を実施校と共有す

ることで、生活指導の充実に役立て

た。 

・実施形態の例 

 個別、集団、座談会、希望制による

面談、講演会実施後の振り返りや感想

から特性を把握 

○ソーシャルスキルトレーニング 

生指 
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○中途退学を考えている者等へのフォローアップ体

制の充実 

 生徒の自立に必要な社会性やコミ

ュニケーション力を育成するため、実

施校の要望に応じ、工夫を凝らした講

座を実施した。 

・実施内容の例 

 マネーコネクション（金銭基礎教育

プログラム）、断る力、絵本によるコ

ミュニケーション力の向上等 

○社会体験活動 

 社会参画意識を高めることで、高校

生活の意義を改めて見直すきっかけ

を作り、進級・卒業への意欲を高めた。 

○中途退学を考えている者等へのフ

ォローアップ体制の充実 

 上記事業を補う随時相談の機会を

提供した。また、中退だけでなく、無

業にも備えた地域若者サポートステ

ーションの紹介などを実施した。生徒

指導課主催の相談会に、事業受託団体

も相談ブースを設置して参加できる

ようにした。  

中学校における進路指導の充実 → 施策11参照 義指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●不登校（年間30日以上）児童生徒の数（人）及び割合（％） 

 ［出典：文部科学省児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査］ 

 

小学校                          小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校                                                   中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 不登校児童生徒数は減少傾向にあったものの、いわゆる教育機会確保法の成立などを背景にここ数年

は増加に転じている。 

 保護者をはじめ、不登校に対する社会の見方が「問題行動」から「理解し、受容するもの」へと変化

したことが一因にあると考えている。 

 増加傾向にあることは憂慮すべきことと認識しており、不登校にならないための早期発見・早期対応

や、不登校になってしまった場合の児童生徒の状況に応じた適切な支援が重要と考えている。 

（令和２年度実績値判明 令和３年10月頃の予定） 

生指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・児童数 1,368 1,906 2,121

年度目標値 790 749 709 706 703

600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・生徒数 5,138 5,678 6,154

年度目標値 3,905 3,786 3,651 3,607 3,564

3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
小・割合 0.37 0.52 0.58

年度目標値 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
中・割合 2.84 3.20 3.49

年度目標値 2.10 2.06 2.01 2.01 2.01

1.90
2.10
2.30
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●公立高等学校における中途退学者数（人）及び割合（％） 

 ［出典：文部科学省児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査］ 
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 定時制                                                  定時制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 指標の年度目標値を達成できたことは、入学、進級時のオリエンテーションなどによる学校生活の適

応指導等、学校現場のきめ細かな指導に加え、中途退学防止に向けた取組の趣旨が学校に浸透してきた

ことが一因と思われる。 

 生徒の様々な生活状況に対応可能な多部制高等学校や広域通信制高校など、多様な学びの場が充実し

てきたことを受け、中途退学ではなく、転学を選択する生徒がいることなども、退学を減らす側面とな

っている。 

（令和２年度実績値判明 令和３年10月頃の予定） 

生指 

学識経験者の

意見・提言 

 教育機会確保法の施行を背景に、不登校児童生徒の人数・割合とも増加傾向にあるとのことである。当初の指

標設定時に、既に施行されていた法の趣旨を踏まえていたとしても乖離が大きい。事業の成果を的確に把握する

ためには、指標設定の再考等が必要であると思う。 

 教育機会確保法の成立に見られるように、不登校児童生徒に対しては、学校に戻すというより、個に応じた学

びの場を確保することに重点が移っている。不登校児童生徒を減少させることはもちろん重要であるが、不登校

の児童生徒に対してどのような学びの場が確保されているかを検証し、質的な評価を進めてほしい。そのような

意味で、民間団体との連携による不登校児童生徒の保護者等を対象としたサイトの開設は効果が期待できる取組

である。また課題を抱える生徒に対し、大学生等の学習サポーターによる支援が効果を上げている点は大いに評

価できる。 

今後の取組 

引き続き、基礎学力に課題を抱える生徒の多い高等学校への学習サポーターの配置及び難易度に応じ

た確認テストを行い、基礎学力の定着や学び直しの支援を推進する。 
高指 

スクールカウンセラーなどの配置等により教育相談体制の充実を図り、中途退学や不登校の未然防止、

不登校となった児童生徒の状況に応じた適切な支援に取り組む。また、文部科学省「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」における、『不登校児童生徒のうち学校内外の機関等

で相談・指導等を受けた人数』により実態把握に努めるとともに、「子供たちとその保護者のための不

登校支援サイト」による情報発信など、適応指導教室等の様々な関係機関と連携し、学習機会の確保、

社会的自立への支援を行っていく。 

生指 

不登校児童生徒にも多様な進路先や職業選択が可能であることを児童生徒・保護者に対して適切な情

報提供が学校で行えるよう、諸会議にて市町村教育委員会に周知していく。 
義指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
全・退学数 1,055 1,053 966

年度目標値 1,029 1,015 1,001 987 962

900
920
940
960
980

1,000
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
定・退学数 387 333 334

年度目標値 371 364 356 349 341

300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
全・退学率 0.91 0.92 0.86

年度目標値 0.89 0.88 0.87 0.86 0.84

0.80
0.82
0.84
0.86
0.88
0.90
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
定・退学率 8.00 7.24 7.69

年度目標値 7.80 7.60 7.60 7.50 7.40

7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
7.50
7.60
7.70
7.80
7.90
8.00
8.10
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目標 Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

施策 15 経済的に困難な子供への支援 

主な取組 
○ 修学に対する支援 

○ 学校における学力保障と関係機関との連携の推進 

担当課 財務課・高校教育指導課・生徒指導課・義務教育指導課・生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

埼玉県国公立

高等学校等奨

学のための給

付金事業 

1,291,860 

 教科書費などの授業料以外の教育費負担を軽減

し、国公立高校生等の修学を支援するため、低所得

世帯を対象に給付金を支給する。 

○支給決定者数：11,073人 

 制度について周知を行い、申請に対

して適正に支給を行った。 

財務 
105,310 

（２月補正） 

 非課税世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯除く）

を対象に、オンライン学習に必要な通信費相当額を

追加支給する。 

○支給決定者数：9,465人  国の経済対策による給付単価の増

額等を受け、対象世帯に対し周知を行

い、適正に支給を行った。 
223,000 

（２月補正） 

 新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮

している世帯（生活保護（生業扶助）受給世帯除く）

の授業料以外の教育費負担を一層、軽減することを

目的として、追加支給する。 

○支給決定者数：9,811人 

埼玉県高等学

校等奨学金事

業 

764,641 

 経済的理由により修学が困難な高校生等に対し

て奨学金を貸与する。 

○貸与枠 

 ・令和２年度在校生向け：5,700人 

 ・令和３年度入学生向け：1,800人  

○貸与者数：3,573人 

 ・国公立学校：1,328人 

 ・私立学校：2,245人 

 制度について周知を行い、申請に対

して適正に貸与を行った。 
財務 

少人数指導等

の個に応じた

指導の推進 

0 

 好事例を広めるなど、少人数指導等の個に応じた

指導の推進を図る。 

○習熟度別指導を実施している学校数 

 小学校：518校 中学校：127校 

○ティームティーチングを実施している学校数 

 小学校：546校 中学校：317校 

○課題別、興味・関心別の補充的指導を実施してい

る学校数 

 小学校：142校 中学校：82校 

 個別対応の場面が増加することで、

児童生徒一人一人の学習内容の定着

につながった。 

 また、個に応じた指導の実施によ

り、具体物を準備するなどの教具の工

夫や既習事項を掲示するなどの学習

環境づくりが充実した。 

 さらに、学習の理解に課題のある児

童生徒が減少するとともに、授業への

意欲や学ぶ姿勢の向上につながった。 

義指 

「未来を生き

抜 く 人 財 育

成」学力保障

スクラム事業 

0 

 家庭の経済状況などから学力に課題を抱える児

童の学力の向上を図るため、学校における教育的支

援の方法を研究・実践し、その成果を普及する。 

○埼玉県学力・学習状況調査の結果から指標設定及

び成果の検証 

○授業内外の学習支援などの取組を実施   

○連絡協議会の実施（事業趣旨の説明や取組計画作

成のための指導助言など） 

 ・年２回実施 令和２年11月、令和３年２月（オ

ンライン会議にて実施） 

○県教育委員会による実施校への訪問支援 

 ・年10回実施 

 実施校15校が埼玉県学力・学習状況

調査の結果を活用し、対象児童の実態

を把握して仮説を立てるとともに、目

標となる指標を定め、学力向上策の実

践研究に取り組んだ。 

 令和２年11月には学力向上推進協

議会の分科会として協議会を開催し、

参加者から「情報交換の機会がもっと

欲しい」との要望があった。 

 令和３年２月には協議会をオンラ

イン会議の形式で開催した。小グルー

プでの情報交換の時間を設け、オンラ

イン会議システムを有効活用し、参加

者からも好評であった。 

義指 
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 令和３年度以降も、オンライン会議

などを活用し、学校の負担軽減を実現

しながら、十分な情報交換、成果共有

の機会を確保し、各実施校の取組の充

実を図る。 

課題を抱える生徒の自立を支援する共助プランのうち、学習サポーターの配置 → 施策14参照 高指 

青少年げんき・いきいき体験活動事業 → 施策25参照 生推 

いじめ･不登

校対策相談事

業のうち 

 

スクールソー

シャルワーカ

ーの配置 

115,731 

 児童生徒の福祉に関する支援を実施するため、県

立高等学校、教育事務所、全市町村（指定都市・中

核市を除く。）に配置する。 

 虐待、貧困等の対応について、ニー

ズが高まってきている。令和２年度は

研修において、ヤングケアラーをテー

マとした研修を実施するなど、事例研

究や協議を充実させ、より効果的な活

用につながるよう支援することがで

きた。 

生指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率（％） 
 ［厚生労働省社会・援護局保護課調査］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因分析】 

 実績値の公表が卒業年度の翌々年度であるため、平成30年度の状況が直近の値となるが、最新値は指

標設定時を上回っている。引き続き、経済的に困難な生徒の修学の支援や、学校を窓口として貧困家庭

の子供たち等を早期の段階で生活支援や福祉制度につなげていくことができるようにスクールソーシ

ャルワーカーの配置を進めるなど、目標値達成に向けた取組を進めていく。 

（令和元年度実績値判明 令和３年12月頃、令和２年度実績値判明 令和４年12月頃の予定） 

政策 

学識経験者の

意見・提言 

 給付金・奨学金は経済的に困難な事情のある生徒が将来への取組を継続し、また貧困の連鎖を断ち切るために

極めて大切な事業である。厚労省の国民生活基礎調査では、平成30年時点での子供の貧困率は13.5％であり、給

付・貸与された生徒数に蓋然性が見られるかなど、支援が必要な生徒に漏れなく周知されるよう対応をお願いし

たい。 

 習熟度別指導、ティームティーチングなど、個に応じた指導の充実により、児童生徒の学習の定着度が向上し

ている。効果を上げている事例や教材に関する情報共有を進めることで、児童生徒の学習意欲のより一層の向上

が期待できる。児童虐待や貧困については、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの支援が不可

欠である。個別の事例に対する対応が中心となるので、専門家と教員が連携し、教員が負担感を感じることなく

支援を進められる体制を整備してほしい。また、ヤングケアラーをテーマとした研修をいち早く実施している点

は評価に値する。 

今後の取組 

学校現場と連携しながら、支援を必要としている経済的に困難な高校生等が取り残されることのない

よう、周知を徹底する。 
財務 

引き続き、基礎学力に課題を抱える生徒の多い高等学校への学習サポーターの配置及び難易度に応じ

た確認テストを行い、基礎学力の定着や学び直しの支援を推進する。 
高指 

児童生徒の福祉に関する支援を実施するため、スクールソーシャルワーカーを配置し、ヤングケアラー

等をテーマとした事例研究などの研修を実施する。また、スクールソーシャルワーカーの効果的な活用事

例の周知等により、各学校における支援体制の充実を図っていく。 

生指 

引き続き個に応じた指導を充実するための教員研修及び研究実施校の効果的な実践の共有を進めなが

ら、授業改善に取り組み、児童生徒の学習意欲の向上を目指していく。 
義指 

引き続き、各げんきプラザの特色を生かした魅力あるプログラムを展開し、体験活動事業の充実を図る。 生推 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
進学率 94.3 93.6 94.5

年度目標値 94.7 95.1 95.5 95.9 96.3

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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目標 Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

施策 16 一人一人の状況に応じた支援 

主な取組 

○ 日本語指導が必要な児童生徒への教育支援 

○ 家庭教育に課題を抱える保護者への支援 

○ 中学校夜間学級の支援 

○ 学力に課題のある児童生徒への教育支援 

○ 児童生徒の抱える様々な課題への支援 

担当課 高校教育指導課・生徒指導課・小中学校人事課・義務教育指導課・人権教育課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

課題を抱える

生徒の自立を

支援する共助

プランのうち 

 

多文化共生推

進員の配置 

27,644 

 日本語指導が必要な生徒が多く在籍する高校に

多文化共生推進員を配置し、言語に起因する学校生

活の問題解決を図り、学習環境を整備する。 

 ・配置校：全日制18校、定時制19校 

 計画どおり、多文化共生推進員を

配置し、生徒が安心して学習できる

環境を整備することができた。生徒

の日本語能力も向上し、授業の理解

も深まっている。また、生徒の多文化

共生に対する意識も向上している。 

高指 

帰国児童生徒

等への教育充

実・サポート

事業 

 

3,178 

 海外に所在する企業等で働く保護者やその子供

たち及び県内に在住する帰国・外国人児童生徒やそ

の保護者を対象に、学習面や学校生活面での支援体

制の充実を図る。 

○帰国児童生徒等支援アドバイザーや国際交流員

の学校等への派遣 

○日本語指導研究協議会の実施：１回 

 ・実施期間 

   令和２年10月19日～令和２年11月６日 

 ・参加者数 

   小・中学校等教員 100人 

 ・内容 

   初歩的な日本語指導や外国人児童生徒との

接し方について  

 令和２年度の日本語指導研究協議

会は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から、回数を１回にし

てオンラインでの研修とした。授業

等で、日本語指導を必要とする外国

人児童生徒等を指導する教員が、初

歩的な日本語指導の方法や外国人児

童生徒等の指導を受け持つ際の留意

点について研修し、理解を深めるこ

とができた。 

 また、帰国児童生徒等支援アドバ

イザーや国際交流員についても、新

型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、学校訪問や電話相談などの回

数は減ったものの、着実に支援をす

ることができた。 

義指 

中学校夜間学

級の支援 
0 

 川口市の中学校夜間学級開校後における様々な

課題解決の支援をするため、県内関係市町村との連

絡協議会等を通して、研究・協議を行う。 

○中学校夜間学級に係る川口市教育委員会との連

携協議会（年２回実施） 

 内容：夜間中学を設置する川口市と夜間中学開校

後の課題や次年度に向けた就学事務等に

ついて協議を実施 

○中学校夜間学級関係市町村連絡協議会（年２回実

施） 

 内容：夜間中学の今後の運営に係る仕組みづくり

に関して、関係市町村との共通理解及び意

見交換を実施 

○民間団体との連絡会（年１回実施） 

 内容：数多くの実践を重ね、経験豊富である、民

間団体（７団体）の方々と夜間中学の課題

等に対して意見交換を実施 

 平成31年４月に県内初となる公立

夜間中学である川口市立芝西中学校

陽春分校が開校した。開校後も川口

市と適宜連絡調整を行い、様々な課

題解決のための協議や支援を行うこ

とができた。 

 今後も川口市との連携協議会、関

係市町村連絡協議会及び民間団体と

の連絡会を継続的に開催し、中学校

夜間学級を支援していく。 

小中 

「未来を生き抜く人財育成」学力保障スクラム事業 → 施策15参照 義指 
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放課後子供教

室推進事業の

うち 

 

中学生学力ア

ップ教室 

25,621 

 学習が遅れがちな中学生を対象に、地域の人材を

活用した学力アップ教室を開催する市町村の取組

を支援する。 

○市町村が実施する「中学生学力アップ教室」への

支援 

  （実施９市町・中止３市町）  

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、３市町で事業が中止とな

った。 

 実施した市町からは、参加生徒の

学習意欲の向上や学習習慣の確立と

ともに基礎学力の向上等の成果が報

告されており、子供たちが安心して

学習できる環境づくりなどに効果が

あったものと考える。 

義指 

課題を抱える生徒の自立を支援する共助プラン → 施策２参照 高指 

いじめ･不登校対策相談事業 → 施策７参照 生指 

教育相談事業のうち、電話教育相談 → 施策７参照 生指 

性同一性障害をはじめとした性的マイノリティに係る児童生徒などへの対応 → 施策８参照 

人権 

生指 

義指 

高指 

長期入院を要

する高校生へ

の学習環境整

備事業 

22,000 

 長期入院を余儀なくされる高校生に対して在籍

校と連携した学習支援を継続することで、原級留置

や中途退学を予防し、将来の社会的自立への環境を

整備する。 

 ・非常勤講師の派遣による学習支援 

 計画どおり、非常勤講師の派遣に

より、生徒の学習支援を実施するこ

とができ、入院時の学習空白を軽減

し、心理的不安を下げることができ

た。 

高指 

児童虐待防止のための教育と啓発の推進事業 → 施策８参照 人権 

県立学校における児童虐待対応 → 施策８参照 人権 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●日本語指導に関する研修を受講した教員数（人） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、日本語指導研究協議会の実施に当たり、オン

ライン研修としたことで、各市町村から日本語指導が必要な児童生徒数に応じて割り振った人数での

参加者があった。 

義指 

学識経験者の

意見・提言 

 外国人児童生徒に係る日本語指導については、国の施策に進展が見込まれるよう（令和２年度文化庁日本語教

育大会資料に記載）であり、埼玉県の多文化共生推進員配置事業は有意義な取組である。広義では外国人材の活

躍推進にもつながり、内容を一層充実させて継続していただきたい。 

 日本語指導に関する教員研修を進めるとともに、日本語指導に関わる教員の加配を実施したり、必要な高等学

校に多文化共生推進員を配置するなど、実情に応じた施策が着実に実施されている。児童生徒の支援に当たって

は、周りの児童生徒の理解や共感、協力が欠かせないことから、多文化共生に対し、理解を深める環境づくりを

推進することが重要である。平成31年４月に開校した、県内初の公立夜間中学については、地域における新たな

学びの拠点モデルとして期待できる。教育実践と並行して検証や情報発信を積極的に実施してほしい。 

R1 R2 R3 R4 R5
教員数 101 201
年度目標値 100 200 300 400 500

0
100
200
300
400
500
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今後の取組 

多文化共生推進員の配置に加え、オンライン日本語教室の導入や通訳翻訳機器の活用を推進する。今

後も日本語支援が必要な生徒のために、より適切な環境整備や教育指導を実現できるように努めていく。 

また、長期入院を余儀なくされる高校生に対して在籍校と連携した学習支援を継続することで、原級

留置や中途退学を予防し、将来の社会的自立への環境を引き続き整備していく。 

高指 

児童生徒の抱える様々な課題にきめ細かな対応をするため、引き続き、スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカー等を配置し、教職員と連携した教育相談体制充実に努めるとともに、電話相談

窓口の整備等、一人一人の状況に応じた支援に努める。 

生指 

夜間中学を設置する川口市との連携協議会を開催し、教育効果の検証や課題共有及び解決の場として

いく。また、在籍生徒が居住する市町村との連絡協議会、更には民間団体との連絡会を通じて情報共有

を密にしていく。加えて、学校説明会や面接の日程等については、彩の国だよりやＨＰ等で広く周知し

ていく。 

小中 

外国人児童生徒の指導を受け持つ際の留意点や、初歩的な日本語指導について理解を深めるため、日

本語指導研究協議会（日本語指導に係る研修会）を実施する。 

また、帰国児童生徒等支援アドバイザーによる電話やメールでの相談や、国際交流員とともに小・中

学校等を訪問し、帰国・外国人児童生徒及び保護者への支援を行っていく。 

義指 

性の多様性の尊重に係る児童生徒向けリーフレット（小学校５・６年生版と中学・高校生版）を作成・

配布し、授業や宿泊行事の事前指導等の教育活動の資料として活用することで、性の多様性について児

童生徒の理解促進を図り、全ての児童生徒が安心して学校生活を過ごせる環境づくりに取り組む。 

人権 
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目標 Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

施策 17 教職員の資質・能力の向上 

主な取組 

○ 優れた教職員の確保 

○ 教職員研修と調査研究の充実 

○ 指導技術の共有の推進 

○ 優秀な教職員の表彰等の実施 

○ 教職員の人事評価制度の活用 

○ 指導が不適切である教員への対応 

○ 教職員の体罰等禁止の徹底と服務上の問題への対応 

○ 教職員による不祥事の根絶に向けた取組の推進 

○ 教科書採択の公正性・透明性の確保 

○ 教職員の心身の健康の保持増進 

○ 学校で発生する諸問題への指導・助言 

担当課 
総務課・県立学校人事課・高校教育指導課・小中学校人事課・義務教育指導課・教職員採用

課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

採用選考試験

における優れ

た教員の確保

（教員採用選

考試験事業） 

22,376 

 教員の志願者が減少している中で、学校教育の質
の維持向上を図るため、採用選考試験の工夫・改善
などにより、優れた教員を確保する。 
○教員採用選考試験 
 ・志願者数 
  小学校等教員：1,990人 
  中学校等教員：2,056人 
  高等学校等教員：1,606人 
  特別支援学校教員：511人 
  養護教員：338人 
  栄養教員：86人 
 ・合格者数 
  小学校等教員：744人 
  中学校等教員：467人 
  高等学校等教員：208人 
  特別支援学校教員：170人 
  養護教員：30人 
  栄養教員：10人 
 ・人物重視の採用選考試験の実施 
  民間試験員による面接の実施率：100％ 
○説明会の実施等 
 ・教員募集説明会 参加者数：31人 
  春季 中止 
  秋季 県外：前橋市、京都市、新潟市 
 ・大学説明会 
  実施大学：43校、参加者数：1,379人 
 ・高校生を対象とした説明会 
  実施校：10校、参加者数：344人 

 大量に新規採用する必要がある中
で、志願者を確保し、試験を実施した
結果、採用予定者数を確保できた。 
 令和３年３月に締結した県内の教
員養成大学との連携協力協定に基づ
き、教員養成の充実や教職の魅力発信
等の取組を推進するなど、引き続き志
願者の確保を進めていく必要がある。 

採用 

埼玉ティーチ

ャーズカレッ

ジ連携事業 

10,762 

 埼玉県教育委員会と連携している24大学の小学
校教員を目指す大学３年生等を対象に、「埼玉教員
養成セミナー」を開講する。 
 小学校での学校体験実習や専門家等による講義・
演習、社会教育施設等でのボランティア体験活動を
行うことにより、将来、埼玉の教育を担う教員とし
て活躍できる人材を養成する。 

 令和２年１月から令和２年９月ま
での９か月間を通して、埼玉の教育に
対する情熱と使命感、子供の実態を捉
え指導力を高めるために学び続ける
力、学校組織の一員として組織的・協
働的に課題解決に取り組む力を育成
した。 
 教員養成セミナーの在り方やＰＲ
方法について、より広く門戸を開くこ
とを検討している。 

小中 
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教職員の研修

による資質の

向上（教職員

研修事業等） 

86,258 

 教職員の視野の拡大や意識改革、教科、生徒指導、
学級経営等における指導力の向上を図るため、実践
的な研修を実施する。 
○年次経験者研修：5,019人 
○管理職研修：776人 
○特定研修：201人 
 （令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により、中期研修会のみ実施） 

○専門研修：0人 
 （令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により、研修を実施せず） 

○長期派遣研修：69人 

 教員研修計画に基づき、各研修を実
施した。 
 研修者に行ったアンケートでは、生
徒指導・教育相談、インクルーシブ教
育システム、授業力向上等に関する研
修は満足度が高かった。 
 引き続き、教員一人一人の育成すべ
き資質の向上が図れるように、研修の
内容や年次研修の体系の見直しを重
ねていく。 

高指 

 令和２年度は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、年次経験者研
修の一部が所属校における非集合型
研修となった。 
 総合教育センターの研修サイトを
活用し、動画の配信や資料提供を行
い、研修の持ち方を工夫して実施し
た。 
 今後も、各研修の運営については、
検討を重ねていく。 

義指 

教職大学院派

遣研修事業 
2,702 

 県立学校において、教職大学院等への派遣研修に
より、学校教育の中核として活躍できる人材を育成
する。 
○教職大学院派遣：６人 

 教職大学院において、指導理論・経
営理論及び優れた実践力・応用力を習
得し、学校や地域の中核的な指導者を
養成することができた。 
 研修の成果を県の教育施策に還元
するための方策として、令和３年度か
らの派遣対象を全て教諭に変更し、各
学校の組織的な改善の中核となる教
員を育成し、各学校での実践に直接つ
なげていく。 

高指 

 小・中学校等において、教職大学院等への派遣研
修により、学校教育の中核として活躍できる人材を
育成する。 
○教職大学院派遣：６人 

 教職大学院において、指導理論・経
営理論及び優れた実践力・応用力を習
得し、学校や地域の中核的な指導者を
養成することができた。 
 引き続き教育事務所や市町村教育
委員会等を通して、制度を教員に周知
し、より専門的な知識や技能を身に付
ける教員を短期間で育成していく。 

義指 

良い授業を見つけ！広めて！学力ＵＰ事業 → 施策１参照 義指 

不祥事根絶ア

クションプロ

グラムの推進 

0 

 教職員の不祥事根絶に向け、「不祥事根絶アクシ
ョンプログラム」の取組を実施した。 
 
（主な取組） 
〇不祥事防止研修プログラムの策定 
〇「埼玉県教職員ＭＯＴＴＯ（モットー）」の策定 
○不祥事防止強化運動期間の取組 
○定期的な短時間研修の推進と短時間研修用資料
の作成・配布 

○勤務年数等に応じた研修の実施 
○教員養成大学と連携した出前講座の実施 
○教職員コンプライアンス相談ホットラインによ
る相談の受付 

 プログラムに掲げた取組自体は、教
員志望の学生に対する不祥事防止出
前講座の実施、教員採用選考試験の工
夫・改善、各学校での研修の充実を図
るため資料を提供する等の支援を行
うなど、着実に取り組んでいる。 
 しかし、令和２年度の懲戒処分件数
は31件となり、依然として不祥事が後
を絶たない。 
 令和２年６月に設置した「不祥事根
絶対策チーム」では、心理学の専門家
の知見や他県の取組事例を参考にし
ながら、新たな研修プログラムを作成
した。 
 今後、学校の校内研修などあらゆる
機会に、このプログラムをしっかり活
用することで、教職員一人一人が果た
すべき使命を心に刻み、誇りと気概を
持ち、不祥事を自分事として捉え適切
に行動できるよう、粘り強く取り組ん
でいく。 

総務 

県人 

小中 

採用 
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教科書採択の

公正性・透明

性の確保 

0 

 市町村教育委員会及び小・中学校等に対して、ガ

イドライン「質の高い教科書の実現と教科書採択の

公正性・透明性を高めるために」を周知徹底する。 

○小・中学校等及び市町村教育委員会へガイドライ

ンを通知（令和２年４月６日） 

○市町村教育委員会等の採択事務担当者会議でガ

イドラインを周知（令和２年４月書面開催） 

○年度当初の会議で県内市町村教育委員会教育長、

学校長へガイドラインを周知（令和２年４月書面

開催） 

○年度当初の会議で各教育事務所長、主席指導主事

へガイドラインを周知（両会議とも令和２年４月

書面開催） 

○市町村教育委員会指導事務主管課長等へガイド

ラインを周知（令和２年４月書面開催、令和３年

１月21日オンライン開催） 

 ガイドライン「質の高い教科書の実

現と教科書採択の公正性・透明性を高

めるために」を様々な会議で周知し、

公正性・透明性を保つことができた。 

義指 

 県立高校に対して、ガイドライン「質の高い教科

書の実現と教科書採択の公正性・透明性を高めるた

めに」を周知徹底する。 

○学校へ通知（令和２年４月） 

○校長会議において周知（令和２年４月） 

○教科書担当者へ周知（令和２年５月～令和２年７

月） 

○校長会議において周知（令和２年６月） 

 ガイドライン「質の高い教科書の実

現と教科書採択の公正性・透明性を高

めるために」について、令和２年４月

の校長会議において説明するととも

に、教科書選定の公正性・透明性に万

全を期すように指示した。 

 また、令和２年５月から７月にかけ

て教科書担当者へ周知し、令和２年６

月の校長会議においても、再度指示

し、周知徹底を図ることができた。 

高指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●（再掲）「主体的・対話的な深い学び」の実施状況 

 「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員数（人） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 新学習指導要領に示された、児童生徒に身に付けさせたい資質・能力の育成に向け、より多くの教員

が研修の受講や授業実践を行い、年度目標値を達成することができた。 

高指 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
教員数 7,057 8,431 9,719 10,791

年度目標値 9,071 10,000 11,000 12,000 13,000
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●（再掲）「主体的・対話的な深い学び」の実施状況 

 協調学習マイスターによる研修等の回数（回） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 令和２年度の回数が令和元年度の回数を下回ったのは、令和２年４月、５月の臨時休業や６月の分散

登校により授業が実施されなかったことが、原因の一つである。また、教員が他校を訪問して行う授業

研究会が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施されなかったことも原因である。 

 一方で、校内研修会は実績が伸びており、教員の資質能力の向上と授業改善は継続的に推進されている。 

高指 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●教職員の懲戒処分件数（件） 

 ［出典：埼玉県による集計］ 

 

 

【原因分析】  

 不祥事根絶のためには、教職員一人一人が果たすべき使命をしっかり意識し、誇りと気概を持って職

務に励むこと、また、「不祥事を自分事として捉える当事者意識」をもって取り組むことが何よりも大

切である。 

 これまでも、不祥事根絶に向けた様々な取組を実施してきたが、残念ながら「自分には関係ない」「ご

く一部の教職員の問題」という気持ちの教職員がまだまだ存在していることが、不祥事がなくならない

原因と考えられる。 

総務

県人

小中 

学識経験者の

意見・提言 

 質の高い教育環境には教員志願者を相当数確保することが必要であるが、埼玉教員養成セミナーや教職大学院

派遣事業など、志願者へのＰＲを県ＨＰで年間を通して行うなどして教員養成に積極的であることをもっと明示

した方が良い。教職員の不祥事は自分事として捉えきれていないという側面があるとのことであり、現場の管理

職には教職員面談などを通じて、意識向上に努めていただきたい。 

 「埼玉県教員養成セミナー」は教員としての実践力を大学在学中に養うことができる優れた人材育成カリキュ

ラムであり、現場の先生方の御努力・御尽力を含め、大いに評価できる。「不祥事根絶アクションプログラム」

は学生に対する出前講座の実施や各学校での研修など、地道な活動を着実に実施している。「不祥事根絶」とい

う名称は、強い意志を感じるものではあるが、ネガティブな印象を拭えないことから、特に教員志望の学生にと

ってはあまり耳触りがよくない。「誇りある教員のためのアクションプログラム」など、ポジティブな姿勢を示

す名称を是非考案していただきたい。 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
回数 67 94 115 90

年度目標値 111 133 155 177 200
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今後の取組 

不祥事を自分事として捉える当事者意識を持つよう、不祥事防止研修プログラムをしっかり活用する

とともに、教育に携わる職の使命と誇りに関するキャッチフレーズ「埼玉県教職員ＭＯＴＴＯ（モット

ー）」も併せて活用するなど、教職員が誇りを持ち不祥事根絶に前向きに取り組めるよう工夫をしてい

く。 

総務 

「埼玉県教職員ＭＯＴＴＯ（モットー）」など、教職員一人一人に使命や誇りを意識してもらう取組

を推進するとともに、定期的な短時間研修等を繰り返し実施することで不祥事に対する当事者意識を高

める取組を推進する。 

県人 

今後も教職大学院への派遣を継続し、派遣者を研修の講師等で活用することで、県の教育施策や各学

校での実践につなげながら、教職員の資質向上に努めていく。あわせて、派遣先での活動内容等を県Ｈ

Ｐで年間を通して公開するといったＰＲを引き続き積極的に行っていく。 

高指 

埼玉県教員養成セミナーにおいて、将来、埼玉の教育を担う教員として活躍できる人材の養成に努め

ていく。また、今後は、教員養成セミナーの趣旨を踏まえ、現在本県が抱えている課題を解決するため、

大学生を対象とした新たな教員養成プログラムの在り方等を検討していくとともに、より門戸を開くた

め、ＰＲの方法についても見直しを図っていく。  

管理職研修、管理職候補者研修及び年次研修等における不祥事防止研修を実施するとともに、教員養

成大学と連携を図り、教員志望者に対する不祥事防止研修の出前授業を継続的に実施する。また、各学

校で不祥事防止研修を実施する際、不祥事防止研修プログラムの活用が推進されるよう、具体例を示し

ながら、効果的な研修の支援を行う。 

小中 

教職員の資質・能力の向上が図れるよう、研修の内容や年次研修の体系の見直しを重ねていく。また、

引き続き市町村教育委員会等を通して、教職大学院派遣研修を教員に周知していく。 
義指 

教員募集説明会や大学説明会などの取組を引き続き進め、県の施策をＰＲするとともにホームページ

にも掲載する。また、令和３年３月に締結した県内の教員養成大学との連携協力協定に基づく取組を推

進し、志願者の確保に努めていく。 

採用 
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目標 Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

施策 18 学校の組織運営の改善 

主な取組 

○ 多様な人材との連携・分担体制の構築 

○ リーダーシップを発揮できる管理職の育成 

○ コミュニティ・スクールの設置推進とその充実 

○ 学校評価の効果的な活用 

○ 学校における働き方改革の推進 

○ 障害者雇用の推進（再掲） 

担当課 
総務課・県立学校人事課・高校教育指導課・生徒指導課・保健体育課・特別支援教育課・小

中学校人事課・義務教育指導課・教職員採用課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

学校だけでは

解決困難な問

題への対応 

183 

 市町村立小・中学校については、県内４教育事務
所に、対応事案が発生した際に学校問題解決のため
の支援チームを設置する。 
 また、学校だけでは解決が困難な諸問題に対し、
弁護士等の専門家による個別相談を実施できるス
クールロイヤー制度を導入し、課題解決に向けた指
導・助言を求めることができる体制を整える。さら
に、スクールロイヤーによる研修会を実施し、学校
の管理運営に係る諸問題に対し、法的観点を踏まえ
た対応ができるようにする。 

 市町村教育委員会の人事・学事担
当者との会議等で、問題解決支援チー
ムの活用及び個別相談について周知
している。 
 令和２年度から引き続き、１件の案
件に対応をしており、情報を共有しな
がら、連携を図っている。 

小中 

学校問題解決

のためのスク

ールロイヤー

活用事業  

1,449 

 スクールロイヤー制度を導入し、専門家による個
別相談や研修会を実施することで、学校の法的対応
力を向上させ、学校現場で発生する様々な問題の未
然防止や早期解決を図る。 
○個別相談件数：23件 
○研修会の実施：９回 
 ・校長対象１回（全県） 
 ・副校長・教頭対象４回（各地区） 
 ・生徒指導担当者対象４回（各地区） 
 ・事務長対象（全県）は、緊急事態宣言下のため

中止 

 トラブルが予測される段階又はト
ラブルの初期段階で個別相談により
スクールロイヤーに相談することで、
問題の未然防止、早期解決につながっ
た。 
 管理職対象の研修会や生徒指導担
当教諭対象の研修会を実施すること
で、教職員の法令への理解が深まり、
学校の法的対応力を向上させること
ができた。 

県人 

 スクールロイヤー制度を導入し、専門家による個
別相談や研修会を実施することで、学校の法的対応
力を向上させ、学校現場で発生する様々な問題の未
然防止や早期解決を図る。 
○個別相談件数：１件 
〇研修会の実施：教頭候補者対象５回（各教育事務

所１回、全県１回） 

 トラブルの初期段階でスクールロ
イヤーに個別相談を行うことで、問題
の解決に向けた前進が図られた。 
 また、管理職等対象の研修会を実施
することで、教職員の法令への理解が
深まり、学校の法的対応力の向上につ
ながった。 

小中 

地域に開かれ

た学校づくり

推進事業 

4,074 

○県立学校の第三者評価の実施 
 学校間の相互評価を第三者評価と位置付けた「学
校間ピアレビュー」を実施し、その結果を活用して
自律的な学校運営の改善や教育力の向上を図る。ま
た、学校の要請に応じて有識者による学校訪問を行
い、専門的な助言や情報提供を行うことにより、学
校自己評価システムの取組の改善を図る。 
○コミュニティ・スクールに係る取組  
 コミュニティ・スクールを新たに県立学校２校に
導入（計５校）し、学校と地域との共助体制による
学校づくりを進める。県立学校職員対象の研修会を
実施する。 

 県立学校の第三者評価については、
学校間ピアレビューの全学校での実
施が終了した。令和元年度で義務化を
終了した。有識者による学校訪問を行
い、専門的な助言や情報提供を行うこ
とにより、学校自己評価システムの取
組を改善した。 
 令和２年度はコミュニティ・スクー
ルを新たに県立学校２校に導入（計５
校）し、県立学校における学校運営協
議会の在り方等について研究しなが
ら研修会を実施するなど協働型の教
育活動を推進することができた。令和
３年度は新たに３校導入した。 

県人 

いじめ･不登校対策相談事業 → 施策７参照 生指 
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運動部活動指導充実支援事業のうち、県立学校運動部活動サポート事業 → 施策10参照 保体 

県立高校文化

部活動指導員

活用事業 

8,859 

 地域の専門性を有する指導者を活用し、文化部活

動の充実を図るとともに、部活動指導員の効果的な

活用について研究する。  

 ・高等学校における文化部活動指導員の活用 

  ４人 

 県立高校４校において、４人の指導

員（チアダンス・吹奏楽・書道・バト

ントワリング）を配置した。今後も希

望する学校において、文化部活動指導

員の配置を実施し、地域の専門性を有

する指導者の活用による教育活動の

推進について、引き続き研究してい

く。 

高指 

コミュニティ 

・スクールデ

ィレクター配

置支援事業 

926 

 コミュニティ・スクールの推進を図るために、国

の事業を活用して、市町村教育委員会に補助金を交

付するとともに、市町村教育委員会、教職員、地域

の学校関係者を対象とした研修会等を実施する。 

○市町村教育委員会、教職員、地域の学校関係者対

象のコミュニティ・スクールフォーラムの実施 

 ・実施日：令和２年８月３日 

 ・対象者：各市町村教育委員会コミュニティ・ス

クール担当者（61人参加） 

 ・内容：文部科学省からの行政説明、コミュニテ

ィ・スクール推進員（ＣＳマイスター）

の講演、先進事例の紹介（シンポジウム）

等 

 フォーラムについては、コロナ禍の

中、各市町村教育委員会のコミュニテ

ィ・スクールを担当する者のみの参加

とした。埼玉県内のコミュニティ・ス

クール導入期・発展期・充実期にある

市町の取組事例を基にシンポジウム

を開催し、各市町村の課題に即した内

容とした。 

 また、令和２年度のコミュニティ・

スクールの指定校は、令和２年７月１

日時点で43市町613校（令和元年５月

１日：434校）であり、設置状況は順

調である。 

小中 

地域に開かれ

た学校づくり

推進事業のう

ち 

 

コミュニティ 

・スクールに

係る取組 

885 

 コミュニティ・スクールを新たに県立学校２校に

導入（計５校）し、学校と地域との共助体制による

学校づくりを進める。 

○県立学校職員対象の研修会を実施  

 ・実施日：令和２年11月４日 

 ・参加者数：32人 

 ・内容：文部科学省ＣＳマイスターの講演・導入

校の成果と課題の紹介等 

 令和２年度はコミュニティスクー

ルを新たに県立学校２校に導入（計５

校）し、県立学校における学校運営協

議会の在り方等について研究しなが

ら研修会を実施するなど協働型の教

育活動を推進することができた。令和

３年度は新たに３校導入した。 

県人 

多忙化解消・

負担軽減検討

委員会の開催 

102 

 「学校における働き方改革基本方針」に基づいた

取組について、意見聴取を行う。 

○第１回 

 ・実施日：令和２年９月18日 

 ・出席者：有識者、校長会、ＰＴＡ等の18人 

○第２回 

 ・実施日：令和３年２月４日（書面開催） 

 ・参加者：有識者、校長会、ＰＴＡ等の20人 

○内容：「学校における働き方改革基本方針」の進捗

状況について意見聴取を実施 

 「学校における働き方改革基本方

針」の各課の取組の進捗状況につい

て、有識者や校長会、ＰＴＡ代表等と

の間で情報交換を行った。その際、働

き方改革を進めていく上での課題や

提案について意見聴取を行った。 

 多忙化解消・負担軽減検討委員会で

出た意見を踏まえ、教育局職員による

フォローアップ委員会で、どこまで

「学校における働き方改革基本方針」

の今後の進捗に反映できるかを検討

し、共通理解を図ることができた。 

県人 

 多忙化解消・負担軽減検討委員会で

は、有識者や保護者代表、職員代表等

との間で、「学校における働き方改革

基本方針」を推進していく上での課題

について意見聴取を行うことで、学校

現場における業務改善についての示

唆をいただいた。 

 いただいた意見については、教育局

職員によるフォローアップ委員会で

協議し、「学校における働き方改革基

本方針」の進捗状況に反映できるよう

検討し、共通理解を図ることができ

た。 

小中 
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県立学校の管

理職（校長、副

校長・教頭等）

を対象とした

「『働き方改

革』推進研修

会」の開催 

685 

 学校における働き方改革を一層推進するための

意識啓発を図るとともに、「働き方改革」の視点を念

頭に置いた学校運営を実践するための資質の向上

を図る。 

○校長対象 

 ・実施日：令和２年７月14日 

 ・講演者：岐阜聖徳学院大学教授 玉置崇 氏 

 大学教授による働き方改革に関す

る講演を実施し、働き方改革を進める

ための考え方や業務改善事例を紹介

することで、各学校の働き方改革の推

進につなげることができた。 

 講演会アンケート結果 

 ・校長対象 

  大変満足・満足：72.6％  

県人 

県立学校教職

員負担軽減検

討事業 

18,415 

 県立学校176校に勤務管理システムを導入 

○完全施行：令和２年４月１日 

 ・時間外「在校等時間」が45時間及び80時間を超

えた教職員の状況（令和２年９月） 

  高等学校・中学校 

   45時間超：44.1％  80時間超：11.7％ 

  特別支援学校 

   45時間超：15.1％  80時間超：1.3％ 

 令和２年４月１日から、全県立学校

で「勤務管理システム」を本格稼働さ

せ、時間外「在校等時間」が45時間及

び80時間を超える教職員の状況を把

握した。 

 時間外「在校等時間」の上限を月45

時間の範囲内とするため、引き続き、

働き方改革を推進していく。 

県人 

「教育の情報

化」基盤整備

費のうち 

 

校務支援シス

テムの管理運

営 

61,354 
 各県立高校に統一規格の校務支援システムを整

備し、校務処理の効率化を図る。 

 令和２年度は、高等学校８校に校務

支援システムを導入した。これによ

り、全県立高校において、成績処理な

どの業務を効率化することができた。 

高指 

中学校部活動指導員活用事業 → 施策10参照 
保体 

義指 

市町村立小中

学校非常勤講

師等配置事業

のうち 

 

スクール・サ

ポート・スタ

ッフの配置 

97,307 

 教員の事務を補助するスクール・サポート・スタ

ッフを配置する市町村を支援し、小・中学校の教員

が子供と向き合う時間を確保する。 

○スクール・サポート・スタッフの配置： 

 32市町・312人 

 スクール・サポート・スタッフの配

置により、教員の時間外「在校等時間」

の減少などの効果が表れ、働き方改革

の推進につながっている。 

 スクール・サポート・スタッフの効

果的な活用方法などを広めることに

より、更に各市町村での導入・拡充を

進めていく。 

小中 

市町村立小中

学校外部人材

配置事業 

437,360 
（６月補正） 

 新型コロナウイルス感染症等に係る教職員の業

務を補助するため、スクール・サポート・スタッフ

を配置する市町村への補助を実施 

〇スクール・サポート・スタッフ配置市町村・人数： 

 52市町村・867人 

 新型コロナウイルス感染症対応の

ためのスクール・サポート・スタッフ

を配置し、消毒作業や児童生徒の健康

観察の取りまとめ等、教員の本来業務

以外に発生している業務の補助を行

うことで、負担軽減につながった。 

小中 

採用選考による障害者雇用 → 施策13参照 

総務 

県人 

小中 

採用 

障害者雇用推進事業 → 施策13参照 

総務 

県人 

小中 

自立と社会参加を目指す特別支援学校就労支援総合推進事業 → 施策11参照 特教 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（校） 

 ［出典：文部科学省コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入・推進状況等調査］ 

 

 

【原因分析】 

 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数について、令和２年度の年度目標値450校を上回る613

校（43市町）（導入率58.0％）を達成した。要因としては、国の補助金を活用して設置を目指す市町村

を支援したこと、研修会や導入事例の紹介を行った（令和元年８月９日フォーラム実施：各市町村教育

委員会担当者297人参加）ことなどが功を奏したと考えられる。 

小中 

学識経験者の

意見・提言 

 教職員の働き方改革では、現場の意見や課題にどのように対応していくかがポイントであるように思う。勤務

管理システムの活用やサポートスタッフの配置など、効果の期待できる事業が進められており評価できる。ＰＤ

ＣＡを回し、改革の果実を確実なものとしていただきたい。 

 スクール・サポート・スタッフの配置は、教員の働き方改革の推進につながる事業であり、成果が認められて

いる。特に新型コロナウイルスの感染症対応のために、補正予算によりスクール・サポート・スタッフを多数配

置したことは、迅速かつ適切な対応であり評価に値する。県立高校４校において、地域の専門性を有する方を部

活動指導員として配置したことも、地域との連携とともに教員の負担軽減につながる事業である。今後この取組

をより拡大していってほしい。 

今後の取組 

障害者雇用促進法に基づき作成した県教育委員会障害者活躍推進計画を基に進めていく。 

主な内容としては、「障害者の活躍の場の拡大」として、障害のある本採用教職員及び会計年度任用職

員の雇用を進めるとともに、「障害者が働きやすい職場づくり」として、障害者本人を支援する支援員の

配置や、職場での障害者理解を促進する研修を実施していく。 

総務 

新たに県立学校３校にコミュニティ・スクールを導入し、学校と地域との共助体制による学校づくり

を進める。県立学校教職員対象の研修会を実施する。 

「学校における働き方改革基本方針」に基づいた取組を着実に進め、年２回のフォローアップ委員会

で評価・改善を行う。また、勤務管理システムで教職員の在校等時間を把握し、教職員の健康管理の促

進や業務削減、働き方改革の推進について学校の実情に応じた対応を図る。 

スクールロイヤー制度が広く活用されるよう、引き続き制度の周知を図るとともに、校長等の意見を聞

きながら、手続きの簡便化を図るなど、真に利用しやすい制度としていく。 

県人 

引き続き、校務支援システムの活用による業務の効率化を実現することで、教職員の働き方改革の積

極的な推進を図る。 

また、文化部活動指導員については、今後も希望する学校において配置を実施し、地域の専門性を有す

る指導者の活用による教育活動の推進について、引き続き研究していく。 

高指 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置し、教職員と連携した教育相談体制を

整備する。また、教職員と専門職などとの円滑な連携を通じて、教職員の専門性を高めることで、学校全

体の教育相談体制の質の向上を図っていく。 

生指 

高等学校では、学校のニーズに応じて部活動指導員や外部指導者を配置し、適切で魅力的な部活動運

営となるよう取り組む。 

中学校の部活動指導員については、配置の好事例や条件整備の方法等を市町村に紹介し、配置の拡大に

つなげる。 

保体 

引き続き各特別支援学校に就労支援アドバイザーを配置し、民間等の知見を活用するとともに、特別支

援学校高等部生徒の就労率向上を図っていく。さらに、企業情報の取得を促すため、進路担当者による企

業訪問等を積極的に行えるよう支援していく。 

特教 

H30 R1 R2 R3 R4 R5
学校数 281 434 613
年度目標値 355 450 500 580 650

0
100
200
300
400
500
600
700



64 

 

学校だけでは解決困難な問題への対応とスクールロイヤーの活用について、今後も研修会等で学校の

法的対応力の向上を図るとともに、本制度の更なる周知に努め、問題の早期解決や未然防止に向けて学校

を支援していく。 

コミュニティ・スクールの設置推進について、引き続き未設置自治体を直接訪問し、コミュニティ・ス

クールの有効性を丁寧に説明するなど積極的な働き掛けを行う。また、市町村に対し、補助金を交付する

とともに、市町村教育委員会等を対象としたコミュニティ・スクールフォーラムを開催し、コミュニテ

ィ・スクール推進員の講演や好事例の共有等を行っていく。 

「学校における働き方改革基本方針」に基づいた取組を着実に進め、年２回のフォローアップ委員会で

評価・改善を行う。また、客観的に教職員の在校等時間を把握し、教職員の健康管理の促進や業務削減、

働き方改革の推進について学校の実情に応じた対応を図るよう、市町村に対し働き掛けていく。 

スクール・サポート・スタッフの配置について、今後も教員の働き方改革を推進するため、スクール・

サポート・スタッフを配置する市町村を支援していく。 

小中 

部活動指導員の活用拡大に向け、好事例等を市町村教育委員会に周知していく。 義指 

障害者特別選考で合格し埼玉県で活躍する教員の、学校における勤務の様子や教員を目指す障害のあ

る方へのメッセージを紹介する採用案内（パンフレット）を作成し、大学や関係団体に配布するなどの取

組を引き続き進め、志願者の確保に努めていく。 

採用 
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目標 Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

施策 19 魅力ある県立高校づくりの推進 

主な取組 
○ 社会のニーズに応える特色ある高等学校づくり 

○ 適正な学校規模の維持による高等学校の活性化 

担当課 魅力ある高校づくり課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

専門高校拠点校の設置に向けた検討 → 施策11参照 魅力 

「実学」を重

視する学校の

設置に向けた

検討 

0 

 就職希望者の多い普通科高校において、職業に関

連する実習や実体験を通して、地域社会を支える人

材の育成を目指した実学を重視する学校の設置に

向けた検討を行う。 

 「新校基本計画」を策定し、実学を

重視する普通科を含む「魅力ある県立

高校づくり第１期実施方策」の新校開

校に向けた準備を進めることができ

た。 

魅力 

「学校の活性

化・特色化方

針」の周知 

0 

 学校の特色や生徒をどのように育成するかなど

を分かりやすく紹介するために各学校で本方針を

作成。 

 ホームページや学校説明会で活用することによ

り中学生やその保護者等に周知を図る。 

 活用する中学校等の割合は増加傾

向にあり、県立学校の魅力を多くの人

に伝えることができた。 

魅力 

魅力ある県立

学校づくり推

進費 

576 

 生徒にとってより良い学習環境を整備する観点

から、県立高校の再編整備を推進する。 

〇第１期実施方策 

 ・第２回児玉新校準備委員会（書面開催） 
   令和２年８月６日～令和２年８月20日 
 ・第２回飯能新校準備委員会（書面開催） 
   令和２年８月７日～令和２年８月20日 
 ・第３回児玉新校準備委員会（書面開催） 
   令和２年10月22日～令和２年10月29日 
 ・第３回飯能新校準備委員会（書面開催） 
   令和２年11月２日～令和２年11月９日 
 ・新校基本計画策定 
   令和２年12月21日 

〇第２期実施方策の検討 

 ・学校訪問 

 ・市町村訪問 

 第１期実施方策では、学校関係者、

地元関係者の意見を伺い、新校基本計

画を策定することができた。また、第

２期に向けては、学校・市町村を訪問

するなど検討を進めている。 

魅力 

施策指標の 

達成状況・ 

原因分析 

●県立学校が策定した「学校の活性化・特色化方針」を活用している中学校の割合（％） 

 ［出典：埼玉県学校の教育活動に関する調査］ 

 
【原因分析】 

 学習指導要領の改訂に合わせて記載内容の充実を図り、市町村教育委員会や中学校への周知を行っ

たため年度目標を達成した。各県立学校の情報を得ることができるツールは他にも数多くあるため、令

和３年度以降は記載内容の更なる充実を図るとともに、中学校教職員への周知を工夫することで実績

値を上げていきたい。 

魅力 
H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

割合 70.2 72.2 80.6 87.1

年度目標値 80.0 85.0 90.0 95.0 100

60
65
70
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学識経験者の

意見・提言 

 幾つかの県立高校のＨＰを見たところ、校長メッセージで令和２年４月の入学式式辞が最終記事、教頭ブログ

の最終更新日が令和２年８月24日、などの例がある（令和３年６月時点）。これでは社会ニーズに応える高校づ

くりという取組に馴染まない。ツール特性を理解した活用を継続させていく必要がある。 

 「児玉新校」、「飯能新校」の開校準備に向け、着実に前進している。主体性に基づく体験型の学びを基盤と

して、多様性やグローバル感覚を備えた地域人材の育成は、待ち望まれていたものである。学校が地域とともに

地域課題に対する認識を共有し、その解決にあたっていく「地域とともにある学校」の概念は、ＳＤＧｓの普及

により地球規模に拡大しているといっても過言ではない。世界中の人々とともに歩む感覚を、地域課題解決に生

かせる人材が育成されることを期待したい。 

今後の取組 

社会ニーズに応える高校づくりを進めるため、各校の管理職が経営センスを磨き、自らが魅力発信の

責任者として取り組んでいくことができるよう関係課と調整しながら学校を支援するなどの対応をして

いく。 

「学校の活性化・特色化方針」については、内容の充実や周知方法の工夫により中学校の活用率向上

を図り、各県立学校の特色の可視化を進める。 

魅力 
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目標 Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

施策 20 子供たちの安心・安全の確保 

主な取組 

○ 学校における耐震化の推進 

○ 安全教育の推進 

○ 学校と教職員の危機管理能力の向上 

○ 自然災害から児童生徒の命を守る防災体制の強化 

○ 家庭、地域と連携した防犯・交通安全教育の推進 

担当課 財務課・保健体育課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

県立学校施設

耐震化事業 
898,593 

 県立学校施設の耐震化を更に推進する。 

○取組実績 

 ・実験実習棟 

  改築工事５校（継続事業） 

 ・記念館・生徒ホール等 

  耐震補強工事５校 

  改築設計２校 

 ・部室棟 

  耐震診断17校 

 実験実習棟の耐震化については、予

定どおり実施できた。 

 記念館・生徒ホール等については、

おおむね予定どおり実施できたが、新

型コロナウイルス感染症対策の影響

で、教育活動に影響がない範囲で工期

を確保できなかったため、当初耐震補

強工事の実施を予定していた６校の

うち、１校は令和３年度に繰り越し実

施する予定である。 

 部室棟については予定どおり実施

できた。 

財務 

学校安全総合

支援事業 
5,125 

 学校安全総合支援事業「埼玉県成果発表会」を実

施する。 

○内容 

 ・モデル地区３市による取組の発表 

 ・高校生災害ボランティア育成事業講習会参加者

報告 

 ・高校生の交通安全教育推進校実施報告 

 ・学校安全アドバイザー（大学教授）の講演 

 ・国土交通省 水管理・国土保全局防災課職員の

講演 

 成果発表会では「児童生徒の学校安

全に関する資質・能力の育成」を目指

し、継続的・発展的な学校安全に係る

取組の充実が図られるよう、１年間の

取組の発表や報告を実施する予定で

あったが、新型コロナウイル感染症拡

大防止の観点から中止となった。 

 しかし、学校安全アドバイザーによ

る危機管理マニュアル、授業研究会、

避難訓練等への指導・助言を活用し、

学校安全に関する教育的手法等の開

発及び普及の支援ができた。 

 実践的な体験研修による高校生ボ

ランティア育成講習会で、高校生の災

害ボランティアに対する意識が高ま

り、共助の担い手として必要な知識が

得られ、災害時のボランティアとして

活動できる生徒の育成を図ることが

できた。 

保体 

避難訓練の見

直しに関する

取組 

0 

 学校安全総合支援事業の成果を踏まえ、各学校の

防災マニュアルの見直しを図るとともにマニュア

ルに基づく避難訓練を実施する。 

 各学校において、地震のみならず、

竜巻、大雪、大雨、豪雨等の防災教育

の実施及び避難訓練や消火訓練、引渡

し訓練等の実施により、防災意識の向

上と有事の際の行動について再確認

することができた。 

保体 
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高校生自転車

安全教育プロ

グラムのうち 

 

高校生の自転

車安全運転推

進講習会実施

事業 

3,066 

 高校生の自転車交通事故の防止を推進するため、

自転車安全運転推進講習会等を実施することによ

り、交通安全意識の向上を図る。 

〇各県立学校の代表生徒を対象に、自転車安全運転

に関する講習会の実施（県内４地区） 

 ・県内高校（市立、私立を含む。）118校から生徒

124人、教員118人が参加 

〇講習会を受講した生徒は、各学校の自転車安全利

用指導員の補助員として活動 

〇「高校生の交通安全教育推進校」を２校に委嘱し、

自転車マナーアップを中心とした交通安全教育

を推進 

 高校生の自転車交通事故の防止を

推進するため、自転車安全運転推進講

習会等を実施することにより、交通安

全意識の向上を図ることができた。 

保体 

高校生自転車

安全教育プロ

グラムのうち 

 

高校１年生自

転車安全運転

講習会実施事

業 

1,070 

 各県立学校の高校１年生に対して、自転車安全運

転講習会を令和２年４月に実施し、交通社会の一員

としての責任を自覚させ、将来にわたる事故防止に

努める。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和

２年度は実施を中止（学校判断で、38校で実施） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、令和２年度は実施を中止

（学校判断で、38校で実施）したが、

資料等を活用し、自転車の安全運転教

育の充実を図ることができた。 

保体 

通学路の安全

確保に向けた

取組 

0 

 事件事故発生マップやセーフティーマップの活

用など、各学校における登下校時の通学路の安全確

保に向けた取組を行う。 

 高校生の自転車交通事故の防止を

推進するため、自転車安全運転推進講

習会等を実施することにより、交通安

全意識の向上を図ることができた。 

保体 

児童・生徒の

ための安心・

安全事業のう

ち 

 

地域ぐるみの

学校安全体制

整備推進事業 

597 

 県内の公立小学校にスクールガード・リーダーを

配置し、スクールガードの指導・育成や見守り活動

等を行う。 

〇指定都市、中核市を除く公立小学校に589人のス

クールガード・リーダーを配置 

 指定都市、中核市を除く公立小学校

に589人のスクールガード・リーダー

を配置することができた。また、各市

町村においてスクールガード養成講

習会を開き、スクールガードの資質向

上を図ることができた。  

 また、令和３年３月に「スクールガ

ード活動マニュアル」を改訂し、スク

ールガード養成講習会の充実を図っ

ている。 

 令和３年度については、587人のス

クールガード・リーダーを配置する予

定である（令和２年度の589校から、

統廃合により587校に減少）。 

 

保体 

児童・生徒の

ための安心・

安全事業のう

ち 

 

高校生自動二

輪車等交通事

故防止対策 

1,108 

 自動二輪車等の運転免許を取得し、運転する高校

生を対象に実技・講義・救急救命法の講習を実施す

る。 

〇県内６か所の自動車教習所において、実技、講義、

救急救命法の講習を実施 

〇66校から314人の生徒が受講 

 自動二輪車等の運転免許を取得し

運転する生徒を対象に実施した。 

 参加生徒の交通安全意識を啓発し、

安全運転に必要な知識及び技能を取

得させることができた。 

 免許取得生徒は毎年講習を受講す

ることとなっているが、令和２年度調

査における高校生の免許取得者数797

人に対し、受講者314人と受講率が低

いことが課題となっている。学校から

の受講の呼び掛けや県内６か所の講

習のほか、県二輪車普及安全協会など

の関係団体と連携して講習会の実施

回数を増やすなど、免許取得者全員が

受講できる環境の整備が必要である。 

保体 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●県立高等学校の実験実習棟、記念館等及び食堂兼合宿所の耐震化率（％） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 令和２年度にこれまで耐震性ありとしていた食堂兼合宿所９棟について耐震性の不足が判明した。ま

た、令和２年度に実施予定であった記念館等の耐震補強工事１棟について、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のために工期を確保することができず、令和３年度に繰り越した。 

 これにより、年度目標値を達成することができなかった。今後は、耐震性の不足が判明した建物も含

めて計画に基づいて着実に実施していきたい。 

財務 

学識経験者の

意見・提言 

 工事期間の夏休みが新型コロナウイルス感染症拡大の影響による臨時休業に対応し短縮されたため、計画して

いた耐震工事の一部が次年度に繰り越されたのはやむを得ない。学校は安心安全な場でなければならないので、

引き続き必要な工事を計画的に進めていただきたい。 

 県立学校の耐震化については、着実に進められている。これまで耐震化ありとしていた建物の耐震性の不足が

判明したということであるが、丁寧に検証を進めた結果、不足を見落とすことなく対応できたことは評価できる。

高校生災害ボランティア育成事業は、高校生の防災意識を高める有効な取組であることから、研修の成果を広く

情報発信するとともに、社会における防災意識の向上につなげてほしい。例えば研修を受けた高校生が小中学校

で体験報告をするのもよいと思う。参加している高校生は、ボランティア部に所属している生徒も多いので、参

加者が連携して避難訓練の企画を考えるなど、新たな展開を模索してほしい。 

今後の取組 

県立学校施設の耐震化について、令和２年度に耐震性の不足が判明した建物や耐震補強工事を令和３

年度に繰り越した建物も含めて、計画に基づいて着実に実施していく。 
財務 

今後も、学校安全の三つの領域である「生活安全」・「交通安全」・「災害安全」に取り組んでいく。

また、高校生災害ボランティア育成事業については、学校安全総合支援事業の成果発表会において、参加

した生徒による成果等を発表し全県に情報発信をしていく。さらに、防災士の資格取得への情報発信や

地域の防災訓練の参加を促し、地域防災の共助の担い手の育成を推進する。 

保体 

H29 H30 R1 R2 R3 R4
耐震化率 85.5 91.4 93.5 94.2
年度目標値 93.9 97.8 100 100
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目標 Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

施策 21 学習環境の整備・充実 

主な取組 

○ 県立学校施設の整備推進 

○ 県立学校図書館の資料や教材の整備・充実 

○ 県立学校のＩＣＴ環境の整備 

○ 修学に対する支援（一部再掲） 

担当課 
財務課・高校教育指導課・保健体育課・特別支援教育課・義務教育指導課（・ＩＣＴ教育推

進課） 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

県立学校校舎

の大規模改修

費（エレベー

ター設置等を

含む） 

1,771,148 

 建築後20年を経過する校舎を対象に大規模な改

修工事を実施する。また、高等学校のエレベーター

の設置や特別支援学校の老朽化した空調設備を計

画的に更新し、安全で快適な学習環境の整備を図

る。 

○取組実績 

 ・大規模改修 

  設計２校、工事２校 ※１ 

 ・エレベーター設置 

  設計４校 

 ・特別支援学校空調改修 

  設計３校、工事６校 ※２ 

  オーバーホール 工事１校 

 ※１ 工事２校は令和元年度から繰り越し 

 ※２ 工事６校は令和元年度から繰り越し  

 大規模改修工事６校は新型コロナ

ウイルス感染症対策の影響で、教育活

動に影響がない範囲で工期を確保で

きなかったため、令和３年度に実施す

ることとした。 

 エレベーター設置については当初

の予定どおり設計を実施できた。 

 特別支援学校空調改修については

おおむね当初の予定どおり実施でき

たが、予定した工事７校のうち１校は

改修計画を見直して令和４年度以降

に改修することとした。 

財務 

県立学校体育

館整備費 
835,154 

 建築後長期間経過した体育館を対象に、大規模な

改修工事を実施する。 

 また、児童生徒の安心・安全確保のため、体育館

等の木製床板について、計画的に改修を行う。 

 さらに、近隣に空調設備を備えた避難所のない防

災拠点校の体育館に、災害時に移動式空調設備等を

速やかに稼働できるようにするための電気設備を

整備する。 

○取組実績 

 ・工事３校 ※１ 

 ・床板改修工事23校 

 ・災害対応用電気設備設計７校、工事６校 

 ※１ 令和元年度から繰り越した工事１校含む。 

 おおむね当初の予定どおり、設計及

び工事を実施できた。 

 災害対応用電気設備の工事につい

ては当初予定していた14校のうち８

校を令和３年度に繰り越し実施予定。 

財務 

快適ハイスク

ール施設整備

費 

2,464,891 

 大規模改修までの中間改修として、県立高校校舎

の屋上防水改修、外壁改修、設備改修、トイレ改修

を予防的かつ計画的に実施する。 

 特に、トイレについては、単独での改修を実施し、

トイレの洋式化の加速化を図る。  

 また、多目的トイレやスロープ、手すり等を整備

し、誰もが安全に学習できる教育環境の整備を進め

る。 

○取組実績 

 ・快適ハイスクール設計１校 

 ・トイレ改修設計19校、工事27校  ※１ 

 ※１ 令和元年度から繰り越した工事２校及び

追加実施した工事７校を含む。 

 

 新型コロナウイルス感染症対策の

影響で、教育活動に影響がない範囲で

工期を確保できなかったため、予定し

ていた快適ハイスクール工事３校を

令和３年度に実施することとした。 

 また、入札不調等により、学校運営

に支障のない範囲で工期を確保する

ことが困難となったためトイレ改修

工事２校を令和３年度へ繰り越すこ

ととなったが、おおむね当初の予定ど

おり実施できた。 

 

財務 



71 

教育環境整備

基金積立金 
45,929 

 特色ある学校教育の推進を図るため、埼玉県教育

環境整備基金を活用し、県立学校の教育環境の整備

や充実に要する経費の財源に充てる。 

○取組実績 

 ・教育環境整備充実プラン実施：１校 

 ・教育環境整備充実プラン策定：２校 

 予定していた２校のうち１校の教

育環境整備充実プランを実現できた。

もう１校はプランを変更し令和３年

度に実施することとした。 

 また、新たに２校が教育環境整備充

実プランを策定した。 

財務 

「教育の情報化」基盤整備費 → 施策４参照 
高指 

(ICT) 

埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業 → 施策15参照 財務 

埼玉県高等学校等奨学金事業 → 施策15参照 財務 

管理運営費 

（県立中学校 

・高等学校 

・特別支援学

校） 

628,663 
（６月補正） 

 感染症対策を徹底しながら子供たちの学習保障

をするため、各県立学校に保健衛生用品や教材等の

購入に必要な経費を措置する。 

 

○対象校：180校（中学校１校、高校139校、特別支

援学校40校） 

○１校あたりの配当額 

  中学校（約221万円） 

  高校（約86万円～844万円）、 

  特別支援学校（約57万円～621万円） 

○主な整備物品等 

 ・消毒液などの感染症対策用品 

 ・体育館や教室などの換気のためのサーキュレー

ター 

 ・授業などを撮影するためのビデオカメラ 

 ・分散授業を実施するために必要なホワイトボー

ド 

 

 学校の感染症対策等を徹底しなが

ら子供たちの学習保障をするため、新

たな試みを実施するに当たり、各学校

に校長の判断で迅速かつ柔軟に対応

できる経費の措置を行った。 

 これにより、各学校が実情に応じ、

消毒液などの感染症対策用品や換気

用サーキュレーターを購入すること

ができた。 

 また、オンライン授業や分散授業等

で必要な環境整備を行い、コロナ禍の

中で児童生徒が安全な環境で、学習に

専念することができる環境を整備す

ることができた。 

 

財務 

修学旅行等の

キャンセルに

伴う保護者負

担軽減事業 

184,023 
（６月補正） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係

る対策として、修学旅行を中止、又は延期したこと

に伴い生じたキャンセル料の補助を実施する。 

 ・中学校、高校 19,109人 

  （中学校１校、全日制高校75校、定時制高校11

校） 

 ・特別支援学校 331人 

  （小学部２校、中学部６校、高等部６校） 

 

 キャンセル料にかかる保護者の経

済的負担を軽減した。また、学校が実

施の可否を判断するに当たり、キャン

セル料について判断材料から外して、

直近の状況を見ながら旅行実施の可

能性を探ることができた。 

 

高指 

特教 

県立学校等新

型コロナウイ

ルス感染症対

策費 

37,193 
（４月補正） 

（６月補正） 

 新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減の

ため、国公立幼稚園にマスク等の保健衛生用品を整

備する市町等への補助を実施する。 

 ・13市町及び国立大学法人埼玉大学の39園に対し

て補助を実施 
 新型コロナウイルス感染症対策に

必要な保健衛生用品などにかかる経

費を支援することで、国公立幼稚園及

び県立学校における感染症対策を徹

底することができた。 

義指 

51,447 
（４月補正） 

（６月補正） 

 新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減の

ため、県立学校にマスク等の保健衛生用品を整備す

る。 

○配布校数：180校 

  中学校１校、高等学校139校、特別支援学校40校 

○保健衛生用品 

  消毒用エタノール・手指消毒液・非接触型温度

計等 

保体 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある県立高等学校の割合（％） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 平成30年度から３年計画で、全県立高校（139校）の普通教室に無線ＬＡＮ用アクセスポイントを設

置しており、令和２年度で全校が無線ＬＡＮを利用できる環境が整った。 

高指 

(ICT) 

学識経験者の

意見・提言 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、補正予算を組み学校環境の維持・充実に努めていただいたことは、大

変良かった。指標目標は計画どおり令和２年度で達成した。従って新設校へのＬＡＮ環境整備が発生するとして

も、令和５年度までの残余期間は別の指標目標を設定して、事業に取り組むのが望ましいと考える。 

 新型コロナウイルス感染予防のために、補正予算によりサーキュレーターや消毒液の配置など必要な環境整備

を迅速かつ的確に実施しており、感染症対策を徹底することができた。また、リモート授業などの需要が高まる

中、普通教室で無線ＬＡＮが使用できる県立高等学校の割合が、令和元年度に61.2％であったものが令和２年度

には100％となった。いずれも学習環境の整備という評価に値する。 

今後の取組 

今後も県立学校施設の改修を計画的に実施し、安全で快適な学習環境を整備していく。 

また、引き続き各学校において、感染症対策を徹底しながら児童生徒が学習に専念できるよう、必要

な環境を整えていく。 

財務 

修学旅行については、感染対策を徹底しても、学校はやむを得ず中止又は延期を判断せざるを得ない

ことも考えられる。その際には、自己の責めに帰さない保護者の経済的な負担が発生するため、引き続

き、キャンセル料の補助事業を行っていく。 

高指 

特教 

新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報を収集し、収集した情報を各学校へフィードバックす

ることで感染拡大防止に取り組む。 
保体 

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に必要な保健衛生用品を整備する市町教育委員会に対し、

必要経費の一部を補助し、感染症対策の徹底を図る。 
義指 

整備された無線ＬＡＮ環境を有効活用するため、更なるＩＣＴ機器の充実を図る。 

新たな環境下において生徒が安全にインターネット環境を使用するための、クラウド・バイ・デフォ

ルトの教育用セキュリティポリシー策定に向けた検討を行う。 

ICT 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 0 25.2 61.2 100
年度目標値 61.2 100 100 100 100
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目標 Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

施策 23 家庭教育支援体制の充実 

主な取組 

○ 「親の学習」の推進 

○ 親子のふれあいへの支援 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園などを活用した子育て支援の充実（再掲） 

○ 子育ての目安「３つのめばえ」の活用促進 

○ 仕事と子育てを両立できる多様な働き方の促進 

担当課 生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

家庭教育支援

推進事業 
3,608 

 家庭の教育力の向上を図るため、中学生・高校生

を対象とした「親になるための学習」及び親を対象

とした「親が親として育ち、力をつけるための学習」

を推進する。また、子育て中の親を支援する埼玉県

家庭教育アドバイザーの養成等を通じて、家庭教育

支援の充実を図る。 

○埼玉県家庭教育アドバイザーの養成及び指導力の

向上 

 ・埼玉県家庭教育アドバイザー養成研修（全８日

間） 

  ※中止 

 ・埼玉県家庭教育アドバイザーフォローアップ研

修 

  （全体研修会２回、地区別研修会４回） 

  ※中止 

 ・「親の学習」プログラム集活用実践研修（全９回） 

  ※中止  

○埼玉県家庭教育アドバイザーの派遣 

  市町村や学校等が実施する「親の学習」講座や

家庭教育学級などに、指導者として埼玉県家庭教

育アドバイザーを派遣する。 

○家庭における学習支援 

  保護者対象の「埼玉県家庭学習支援プログラム

集」を活用した「親の学習」講座等の指導者とな

る埼玉県家庭学習アドバイザーを養成、派遣し、

子供たちの学習意欲の向上や家庭における学習習

慣の定着を図る。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により、例年行われていた研修

会は全て中止となった。 

 しかし、埼玉県家庭教育アドバイ

ザー専用のホームページを活用し、

最新情報の提供や、アドバイザー同

士の連携を通し、アドバイザーの質

の向上を図ることができた。 

生推 

親同士のネッ

トワークづく

りに対する支

援 

0 

 埼玉県家庭教育アドバイザーがファシリテーター

となり、市町村、幼稚園・保育所・認定こども園で

の「親の学習」や企業と連携した「親子ふれあい活

動」などを実施することにより、家庭教育に関する

学習機会の場を広げる。 

○「親の学習」の実施回数：458回 

○「親子ふれあい活動」：中止 

 新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により、派遣は令和２年９月か

ら令和２年12月までの期間、講義形

式のみに制限した。 

 これまでのワークショップ型の講

座は実施できなかったが、講義型モ

デルを示し、多くの活用が図られた。 

生推 



74 

  

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●「親の学習」講座の年間実施回数（回） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、家庭教育アドバイザー派遣を令和２年９月から令和２

年12月までの講義形式のみに限定したことにより、実施回数が減少した。 

生推 

学識経験者の

意見・提言 

 家庭での教育は、子供たちの基本的な生活習慣や学習への意識付け、将来への考え方を醸成する場であり、学

校教育を充実させる基盤である。特に、様々な悩みや問題を抱えている親には講座での学習は有意であり、アド

バイザーの存在は心強い。制度的な認知度や活用を一層高める取組をお願いしたい。 

 活動が制限される中、埼玉県家庭教育アドバイザー専用のホームページを活用してアドバイザー同士の連携を

図ることは、情報共有やアドバイザーの質的向上につながる取組であるとして評価できる。「親の学習」につい

ては今回講義型モデルの構築が図られたことを生かし、今後はワークショップ型と講義型を適宜組み合わせるこ

とや、これらをリモートで実施する方法をぜひ検討してほしい。 

今後の取組 

模擬講座や講演等について動画配信を活用することで、アドバイザーの研修や「親の学習」の実施を

オンラインで可能にし、コロナ禍においてもアドバイザーの質の向上や「親の学習」の充実に取り組め

る環境づくりを行う。 

また、「親の学習」やアドバイザーの活動について、ホームページ等で積極的に周知し、県民の認知

度を高めていく。 

生推 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
実施回数 1,6971,8591,879 458
年度目標値 1,7601,8201,8801,9402,000

400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
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目標 Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

施策 24 地域と連携・協働した教育の推進 

主な取組 

○ 「彩の国教育の日」の推進 

○ 地域の人的・物的資源を活用した学びの充実 

○ 地域学校協働活動の推進 

○ 「学校応援団」の活動の充実 

○ コミュニティ・スクールの設置推進とその充実（再掲） 

○ 外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり 

○ 「放課後子供教室」への支援 

○ ＰＴＡなどの活動への支援 

○ 青少年健全育成活動の促進 

○ 青少年を有害環境から守るための取組の推進（再掲） 

担当課 県立学校人事課・小中学校人事課・義務教育指導課・生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト → 施策26参照 生推 

学校と地域の未来を創ろう！プロジェクト → 施策26参照 生推 

地域学校協働

活動に関する

周知 

0 

 地域学校協働活動について、市町村教育長研究協

議会、市町村担当者会議、地区別実践発表会、コー

ディネーター研修等で情報提供を行い、各市町村、

学校での活動推進を支援する。 

 「学校応援団」の活動、「放課後子供教室」、「土曜

日の教育支援」、「中学生学力アップ教室」等既存の

活動を基盤とした地域学校協働本部の整備を支援

する。 

 学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクトの実践研

究校の取組等について、県立学校における地域学校

協働活動としてフォーラムや実践事例集等により

周知を図り、県立学校での取組を支援する。 

○「地域学校協働活動推進委員会」の実施 

 ・令和２年５月 第１回推進委員会 

  中止（資料提供） 

 ・令和３年２月 第２回推進委員会 

  オンライン開催 

○「地域学校協働活動担当者会議」の実施 

 ・令和２年６月 第１回担当者会議  

  ４教育事務所 中止（資料提供） 

 ・令和３年１月 第２回担当者会議 

  南部 オンライン開催 

  西部、北部、東部 中止（資料提供） 

○地域学校協働活動推進に関する研究委嘱 

 ・ふじみ野市 

○地区別実践発表会の実施 

 ・令和２年11月 県内４会場 中止 

○コーディネーター情報交換会の実施 

 ・令和２年８月 ２回 合計34人参加 

○実践事例集作成、ホームページ等による情報発信 

 ・実践事例集（全小・中学校、市町村教育委員会） 

  令和３年３月配布 

 ・県教委だより１月号  

 「社会に開かれた教育課程」の実現

に向けて、学校と地域が連携・協働す

ることの必要性を各会議や研修、実

践事例集を通して周知することがで

きた。実践発表会が中止となったた

め、研究委嘱の成果については、実践

事例集により周知を行った。 

生推 
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学校応援団推

進事業 
18,209 

 学校の教育活動の活性化と家庭・地域の教育力の

向上を図るため、市町村における、学校の学習活動・

環境整備・安心安全の確保・部活動等の支援を行う

「学校応援団」の活動を推進し、学校・家庭・地域

が一体となって、子供たちの健やかな育成を図る。 

○「学校応援団」の組織の整備・充実  

  ・市町村の取組に対する支援 

  ・県推進委員会の設置 

  ・地区別担当者会議の開催 

○「学校応援団」活動の活性化 

  ・コーディネーター研修等の実施 

  ・「地域とともにある学校づくりを目指した地域

学校協働活動の推進」のための研究委嘱 

  ・実践事例集の作成・配布 

○各市町村での「学校応援団」活動内容の充実への

支援 

 ・国の「地域学校協働活動推進事業」の活用 

 ・26市町において補助事業を活用 

○「地域学校協働活動推進委員会」の実施 

 ・令和２年５月 第１回推進委員会 

  中止（資料提供） 

 ・令和３年２月 第２回推進委員会 

  オンライン開催 

○「地域学校協働活動担当者会議」の実施 

 ・令和２年６月 第１回担当者会議 

  ４教育事務所 中止（資料提供） 

 ・令和３年１月 第２回担当者会議  

  南部 オンライン開催 

  西部、北部、東部 中止（資料提供） 

○地域学校協働活動推進に関する研究委嘱 

 ・ふじみ野市 

○地区別実践発表会の実施 

 ・令和２年11月 県内４会場 中止 

○コーディネーター情報交換会の実施 

 ・令和２年８月 ２回 合計34人参加 

○実践事例集作成、ホームページ等による情報発信 

 ・実践事例集（全小・中学校、市町村教育委員会） 

  令和３年３月配布 

 ・県教委だより１月号  

 研究委嘱や実践事例集等を通し

て、学校運営協議会と地域学校協働

活動の一体的な取組を実施すること

ができる事例を紹介することができ

た。 

生推 

コミュニティ・スクールディレクター配置支援事業 → 施策18参照 小中 

地域に開かれた学校づくり推進事業のうち、コミュニティ・スクールに係る取組 → 施策18参照 県人 

「外国人親子

への支援と地

域住民とのつ

な が り づ く

り」モデル事

業 

4,512 

 地域の関係機関と連携して、外国人児童生徒・保

護者への支援と地域住民との交流を行う仕組みを

構築するモデル事業を実施する。 

○推進会議の実施 

 ・令和２年７月 モデル地区の決定 

         （熊谷市・ふじみ野市） 

 ・令和３年２月 事業進捗状況の報告・令和３年

度以降の方向性について 

○講座・イベントの実施に向けてニーズを把握する

ため、モデル地区２地区でアンケートを実施 

○各モデル地区の状況 

 ①ふじみ野市（支援の中心団体がある市町村とし

て） 

 コロナ禍で当初計画どおりに事業

を実施することが困難な中、モデル

地区を決定し、各モデル地区で市教

育委員会、学校、ＮＰＯ法人等と連携

し、事業推進の土台を作ることがで

きた。 

 熊谷地区では講座を実施し、地域

住民と外国人との交流のきっかけと

できた。ふじみ野地区でも講座を企

画したが、延期ののち中止となった。 

生推 
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  ・支援の中心団体：ＮＰＯ（ふじみ野国際交流

センター）など 

  ・第１回講座概要（延期のち中止） 

  目的：西小学校地区の外国人と日本人が交流す

ることを通して、「つながり」をつくり、

共生社会の実現を図るために講座を実

施。親子で参加しやすい内容とした。 

  日時：令和３年１月16日⇒令和３年２月13日に

延期したが中止 

  対象：西小学校の児童とその保護者 

     ・26組66人（未就学児含む） 

     ・外国籍児童と保護者４組 

  講師：地域で英語塾やボランティアをしている

方・教育委員会職員 

 ②熊谷市（支援の中心団体がない市町村として） 

  ・運営委員会の設立 

  ・第１回講座概要 

  目的：玉井地区の外国人と日本人が交流するこ

とを通して、「つながり」をつくり、共生

社会の実現を図るために講座を実施。ニ

ーズ調査から英語中心の内容とした。 

  日時：令和２年12月19日 

  対象：玉井小４・５・６年児童（23人）、外国籍

児童３人 

  講師：地域在住外国人３人（熊谷市ＡＬＴ）、熊

谷市国際交流協会ボランティア５人 

放課後子供教

室推進事業 
341,661 

 子供たちが、地域社会の中で心豊かで健やかに育

まれる環境づくりを推進するため、安心・安全な居

場所を確保するとともに、土曜日に地域の多様な人

材を活用した学習等のプログラムを企画・実施する

取組を支援する。  

○実施市町村数（補助金交付を受けている市町） 

 ・放課後子供教室：37市町 

  対象学校数：229校 

 ・土曜日の教育支援：11市町 

  対象学校数：155校 

○「地域学校協働活動推進委員会」の実施 

 ・令和２年５月 第１回推進委員会 

  中止（資料提供） 

 ・令和３年２月 第２回推進委員会 

  オンライン開催 

○「地域学校協働活動担当者会議」の実施 

 ・令和２年６月 第１回担当者会議 

  ４教育事務所 中止（資料提供） 

 ・令和３年１月 第２回担当者会議 

  南部 オンライン開催 

  西部、北部、東部 中止（資料提供） 

○地域学校協働活動推進に関する研究委嘱 

 ・ふじみ野市 

○地区別実践発表会の実施 

 ・令和２年11月 県内４会場 中止 

○コーディネーター情報交換会の実施 

 ・令和２年８月 ２回 合計34人参加 

○実践事例集作成、ホームページ等による情報発信 

 ・実践事例集（全小・中学校、市町村教育委員会） 

  令和３年３月配布 

 ・県教委だより１月号 

 コーディネーター研修等を通し

て、放課後子供教室の意義や効果を

再周知し、今後の活動の原動力とす

ることができた。 

生推 
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 学習が遅れがちな中学生を対象に、地域の人材を

活用した学力アップ教室を開催する市町村の取組

を支援する。 

 

 対象の市町からは、参加生徒の学

習意欲や学習習慣の確立とともに、

基礎学力の向上等の成果が報告され

ており、子供たちが安心して学習で

きる環境づくりなどに効果があるも

のと考える。 

 

義指 

彩の国教育の

日推進事業 
1,703 

 

 11月１日の「彩の国教育の日」及び11月１日から

７日までの「彩の国教育週間」を契機に、教育に対

する県民の理解と関心を一層深めるとともに、学

校・家庭・地域社会が一体となって教育に関する取

組を推進する。 

○ホームページを活用した優良事例の情報発信 

○市町村、学校、各種団体、家庭等への広報活動・

協力依頼  

○彩の国教育の日の趣旨に沿った取組 

  令和２年度の取組件数8,192件、うち学校にお

ける取組件数は7,471件 

○「埼玉・教育ふれあい賞」の表彰 

  日々の教育活動に熱心に取り組んでいる35の

団体を表彰した。 

○リーフレットや県ホームページ等による広報 

 ・市町村、市町村教育委員会へ市町村広報紙等へ

の掲載依頼（令和２年７月）  

 ・県立学校や県立の施設のホームページにバナー

の掲載や広報紙等への掲載を依頼（令和２年７

月） 

 ・リーフレット101,000部を作成し、小学１年生の

保護者及び市町村教育委員会や学校、公民館、

図書館等に配布 

 ・県や市町村、公立学校の取組をまとめ、県ホー

ムページに公開（令和３年２月）   

 

 「埼玉・教育ふれあい賞」には、多

くの団体からの推薦が寄せられた。 

 コロナ禍における彩の国教育の日

の広報として、リーフレットの内容

をイベントの告知ではなく、『身近な

人と「自然」「人」「家族」「本」「地

域」の大切さ・思い出について語る機

会』として周知することができた。 

生推 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●学校応援コーディネーターの人数（人） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 
 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響で従来からの活動が制限され、コーディネーターの人数を減らし

た学校があったことが年度目標を達成できなかった原因であると考えられる。 

生推 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
人数 2,341 2,564 2,556 2,487
年度目標値 2,700 2,900 3,100 3,100 3,100
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3,200
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●（再掲）小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（校） 

 ［出典：文部科学省コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入・推進状況等調査］ 

 

【原因分析】 

 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数について、令和２年度の年度目標値450校を上回る

613校（43市町）（導入率58.0％）を達成した。要因としては、国の補助金を活用して設置を目指す市

町村を支援したこと、研修会や導入事例の紹介を行った（令和元年８月９日フォーラム実施：各市町村

教育委員会担当者297人参加）ことなどが功を奏したと考えられる。 

小中 

学識経験者の

意見・提言 

 コロナ禍において、地域学校協働活動推進委員会・担当者会議や放課後子供教室推進事業が中止やオンライン

開催になったが、前年度と同じ自己評価が得られており評価したい。一方で周知活動等に制約が生じたことで認

識された課題等は、事業の自己評価に具体的に記録するなどして今後に生かしてほしい。「外国人親子への支援

と地域住民とのつながりづくり」モデル事業は、地域の課題解決の視点からよく考えられた事業であり、継続的

に実施してほしい。 

 地域学校協働活動は、コーディネーター研修や情報交換会などの効果もあり、活発に実施されている。特に「放

課後子供教室」は、実践事例を見ても、子供の居場所として成果を上げていることが分かる。「中学生学力アッ

プ教室」は、大学生や塾講師、元教員などの活用により、学習意欲や学力の向上につながっている。より広い地

域において、展開されることを期待したい。また、これらの取組についての情報発信を進めることで、活動に関

わる人材の質的向上につなげてほしい。 

今後の取組 

新たに県立学校３校にコミュニティ・スクールを導入し、学校と地域との共助体制による学校づくり

を進める。県立学校教職員対象の研修会を実施する。 
県人 

コミュニティ・スクールの設置推進について、引き続き未設置自治体を直接訪問し、コミュニティ・

スクールの有効性を丁寧に説明するなど積極的な働き掛けを行う。また、市町村に対し、補助金を交付

するとともに、市町村教育委員会等を対象としたコミュニティ・スクールフォーラムを開催し、コミュ

ニティ・スクール推進員の講演や好事例の共有等を行っていく。 

小中 

放課後子供教室推進事業のうち中学生学力アップ教室については、円滑に実施されるよう、実施主体

である市町村の意向を踏まえて支援していく。また、より広い地域において展開されるよう各種会議に

おいて市町村に情報発信を行っていく。 

義指 

「外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり」モデル事業については、引き続きモデル地区

で交流イベントや講座などを実施するとともに、モデル地区で実施した事業で効果の高かったものを全

県に展開し発展させていく。 

学校応援団や放課後子供教室等の地域学校協働活動の充実に向けて、コーディネーター研修会を通し

て、人材の育成に努めていく。また、実践事例集においてコロナ禍での活動や地域人材が積極的に関わ

っている優良事例を集約し、周知していく。 

生推 

H30 R1 R2 R3 R4 R5
学校数 281 434 613
年度目標値 355 450 500 580 650
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目標 Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

施策 25 学びを支える環境の整備 

主な取組 

○ 「子ども大学」の充実に向けた支援 

○ 多様な学習機会の提供 

○ 人生１００年時代に対応した学び直しの在り方の検討 

○ 外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり（再掲） 

○ げんきプラザを活用した体験活動の充実 

○ 地域学習の推進を支える人づくり 

○ 障害者の生涯を通じた学びの支援 

○ 県立図書館における県民のチャレンジ支援の充実 

○ 新しい県立図書館の検討・推進 

担当課 特別支援教育課・生涯学習推進課・文化資源課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

生涯学習を担

う未来人材育

成プロジェク

ト 

758 

 大学やＮＰＯ、青年会議所、市町村などが連携し

て実施する子ども大学の組織と内容を充実させる

ため、モデル事業を実施する子ども大学への支援を

行う。その成果を各市町村に広めるとともに、各地

域の子ども大学の継続・発展を支援することを通じ

て、生涯学習を担う人材の育成につなげる。 

○子ども大学継続・発展に向けた支援 

 ・子ども大学実施報告書の公開 

 ・カリキュラムサポート一覧の情報提供 

○子ども大学推進モデル事業実施の支援 

 ・新型コロナウイルス感染症対策のためモデル大

学が開催できなかった。 

 特別支援子ども大学モデル事業は、

該当大学が新型コロナウイルス感染

症対策として子ども大学を開催しな

かったため、実施できなかった。 

 子ども大学の支援としては、コロナ

禍の中でも感染症対策を実施した子

ども大学の事例を実施報告書として

情報共有するとともに、ホームページ

で公開した。 

生推 

「外国人親子への支援と地域住民とのつながりづくり」モデル事業 → 施策24参照 生推 

青少年げんき 

・いきいき体

験活動事業 

3,632 

 青少年が、げんきプラザの特色を生かした様々な

体験活動事業に参加し、異年齢の子供や地域の大

人、ボランティアなど多くの人々と交流することに

より、豊かな人間性や社会性、自立心などたくまし

く生きる力を培い、豊かな感性を育む。 

○いきいき体験活動事業：５事業 100人参加 

 ・野外活動やクラフト体験等の自然体験活動を通

して、障害のある子とない子、親子や指導者と

参加者などが交流する取組を実施 

○わくわく未来事業：７事業  52人参加  

 ・地域の適応指導教室と連携し、登校に不安を抱

える児童生徒に、調理体験やレクリエーション

等の集団活動を通して、社会性や自立心を育む

取組を実施 

○のびのびチャレンジ事業：７事業 71人参加 

 ・アスポート学習支援と連携し、経済的に困難な

家庭の児童生徒に、体験活動を通して、協働し

て課題を解決する取組を実施 

 いきいき体験活動事業では、学習の

ねらいを事前に周知し、目標とする姿

への見通しを持ち、学習者が意識を高

くして参加し、障害の有無に関わら

ず、自然と溶け合いながら交流するこ

とができたことから、心のバリアフリ

ー化を促進することができた。 

 わくわく未来事業では、学びを意識

した活動にするために説明等を工夫

したことで、アンケートの自己評価の

中で自己肯定感や自己有用感の高い

回答を得ることができた。今後も適応

指導教室の先生と連携し、変容を追っ

て適切な支援をしていく。 

 のびのびチャレンジ事業では、ジュ

ニア・アスポートに通う児童生徒及び

支援員を対象に、人間関係づくりプロ

グラムを体験することを通して、参加

者相互の交流や温かい人間関係を基

盤とした仲間づくりを図ることがで

きた。また、焼き板や竹とんぼ作り等

の体験活動を通して、指導者や参加者

同士でふれあい、交流を深めることが

できた。 

生推 
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障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 → 施策13参照 特教 

県立図書館サ

ービス充実・

強化推進事業 

5,082 

 オンラインデータベースの整備や資料の収集に
より、県民の課題解決支援のための重要なサービス
であるビジネス支援サービスや健康・医療情報サー
ビスの充実・強化を図る。 
○「女性のためのプチ起業セミナー＆ライブラリカ
フェｉｎ埼玉県立熊谷図書館」の開催（オンライン） 

 ・開催日：令和３年３月９日 
 ・参加者数：16人 
 ・内容：①プチ起業に関する講義 
     ②講師を交えた座談会 
○「健康・医療情報サービス研修会」の開催 
 ・開催日：令和２年10月23日 
 ・内容：信頼できるがん情報の見極め方、公共図

書館でのがん情報サービスの取組事例の
紹介 

 ・参加者数：市立図書館職員を含め35人 
○ビジネス支援関係資料（404冊）、健康・医療情報
関係資料（238冊）の整備 

 専門資料の購入及び個人契約の難

しい専門データベースの運用により、

県内の知識・情報拠点としての機能の

充実を図ることができた。また、県内

市町村立図書館職員等の資質向上の

ため、支援を行った。 

生推 

博物館等にお

ける主な学習

プログラム 

0 

○歴史と民俗の博物館 
 ・「ものづくり工房」通常体験メニュー 
  藍染めハンカチなど：８種類 
  開館日実施 参加者数：2,204人 
 ・「ものづくり工房」特別体験イベント 
  江戸組紐キーホルダーと眼鏡紐作りなど： 
   ４種類 ６回 参加者数：41人 
 ・歴史民俗講座：３回 参加者数：119人 
○さきたま史跡の博物館 
 ・さきたま講座の開催：年４回 参加者数：290人 
○嵐山史跡の博物館 
 ・歴史講座１の開催：中止 
 ・歴史講座２の開催：中止 
○自然の博物館 
 ・自然史講座の開催：年４回 参加者数：79人 
 ・観察会の開催：年２回 参加者数：19人 
○川の博物館 
 ・かわはく研究室の開催:年10回 参加者数:520

人 
○近代美術館 
 ・教育普及プログラム「ＭＯＭＡＳのとびら」の

実施：年４回 参加者数：119人 
○文書館  
 ・古文書講座：年５回 参加者数：141人 
 ・子供体験事業 
   キット販売：240セット（はんこ、巻物、立体

地図、和本） 
   子供地図教室：年１回 参加者数：17人 
 ・学校との連携（出前授業）：年２校 
               参加者数：115人 
○さいたま文学館 
 ・古典文学講読講座の開催：年３回 
              参加者数：306人  

 各館では、多彩な体験プログラムを

実施している。新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、参加人数の制限

や一部事業の開催中止等があったも

のの、校外学習等で来館した児童生徒

には、体験事業や展示見学等を行い、

文化芸術に触れる機会の充実を図っ

た。また、県民の郷土埼玉の歴史や伝

統文化に対する理解を深める各種講

座を提供することができた。 

文資 

県立学校学習 

・文化施設地

域開放事業 

2,184 

 県民の主体的な学習活動への支援、地域に開かれ

た学校づくりの実現、県有施設の有効活用を目的と

して、県立学校の学習・文化施設（音楽ホール、図

書館など）を土・日曜日を中心に開放する。 

 ・学習・文化施設開放校：９校 

 ・利用者数：延べ2,711人（令和２年度実績） 

 県有施設の有効活用を図り、開かれ

た学校づくりを推進し、県民に学習活

動の場を提供したが、コロナ禍のた

め、例年より規模を大幅に縮小せざる

を得なかった。 

生推 
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県立学校等公

開講座 
0 

 長期休業中に県立学校等の教育機能を活用した

「県立学校等公開講座」を実施する。  

○公開講座実施校数：13校 

 実施講座：24講座 

 参加者数：170人 

 学校の教育機能の有効活用を図り、

県民に学習機会を提供したが、コロナ

禍のため、例年より規模を大幅に縮小

せざるを得なかった。 

生推 

ボランティア

育成の推進 
0 

 「学び合い共に支える生涯学習社会」を実現する

ためには、地域貢献できる人材が不可欠であること

から、県内の社会教育施設において活動するボラン

ティアの育成を推進する。  

○県立図書館 ボランティア対象研修 

 受講者数：413人 

○げんきプラザ ボランティア対象研修 

 受講者数：８人（新型コロナウイルス感染症の影

響により、１事業のみ実施） 

 県立図書館において、読書活動の推

進に関わるボランティアの育成を行

い、県民の自主的な活動を支援するこ

とができた。 

 げんきプラザでは、ボランティア研

修に参加した学生を、キャンプや釣り

体験等の体験活動で活用した。 

生推 

○歴史と民俗の博物館 

 ・体験ボランティア登録者数：77人 

 ・展示解説ボランティア登録者数：68人 

 ・体験ボランティア研修：31回 参加者数：287人 

 ・展示解説ボランティア研修：中止 

 ・新規体験ボランティア研修：２日間 

          参加者数：18人 

 ・新規展示解説ボランティア研修：８日間 

            申込者数：16人 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

令和３年度に延期 

○さきたま史跡の博物館 

 ・ボランティア登録者数：50人 

 ・ボランティア育成研修：２回 

   （資料送付による紙面研修） 

 ・ボランティア定例会：１回 参加者数：35人 

○嵐山史跡の博物館 

 ・ボランティア登録者数：116人 

 ・ボランティア育成研修：中止 

○自然の博物館 

 ・ボランティア登録者数：21人 

 ・展示解説ボランティア研修会：１回 

           参加者数：７人 

○川の博物館 

 ・ボランティア登録者数：10人 

 ・ボランティア研修会：１回 参加者数：７人 

○近代美術館 

 ・ボランティア登録者数 

  美術館サポーター：38人 

  教育普及サポートスタッフ：65人 

  彫刻洗浄ボランティア：９人 

○文書館 

 ・ボランティア登録者数 

  文書資料保存活動ボランティア：８人 

○さいたま文学館 

 ・ボランティア登録者数：10人 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、ボランティア研修会や活動

の一部を中止した。その一方で実施時

期の変更や紙面研修等の工夫をして、

ボランティアの育成に取り組んだ。 

文資 

人材育成のネ

ットワークの

形成 

0 

 県民の学びの機会を充実させ、学びの成果のスム

ーズな活用を推進するコーディネーターの育成と

活用を図るため、教育事務所や市町村と人材育成の

ネットワークを形成する。 

○社会教育担当者会議の開催 

  （令和２年４月17日、Ｚｏｏｍ開催） 

 社会教育担当者会議をＺｏｏｍで

開催し、担当者同士の関係を構築し、

情報を共有することができた。 

生推 
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新たな図書館

サービスの検

討・推進 

0 

 県立図書館に求められる新たなサービスについ

て検討・推進し、県立図書館の機能の更なる向上を

図る。 

〇県政サポーターアンケートの実施 

 「埼玉県内の図書館利用について」 

  実施日：令和２年８月20日～令和２年８月31日 

  （回答数：2,207人） 

○新県立図書館在り方検討委員会の開催 

 ・検討委員会（令和２年７月９日、令和２年11月

11日） 

 ・作業部会（令和２年８月６日、令和２年９月10

日、令和２年10月21日） 

 県立図書館に求められる新たなサ

ービス等について局内における検討

を進めたことで、新しい県立図書館の

役割と機能を整理し、今後の在り方検

討につなげることができた。 

生推 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●１年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合（％） 

 ［出典：埼玉県県政サポーターアンケート］ 

 

【原因分析】 

 生涯学習活動をしなかった人のうち21.9％（複数回答）が「新型コロナウイルスの影響」と回答してい

る。また、緊急事態宣言もあり公民館等での活動が困難になっていたことが年度目標を達成できなかった

要因と考えられる。 

 オンライン講座などを実施している事例を情報発信し、生涯学習活動をしやすい環境を目指していく。 

生推 

学識経験者の

意見・提言 

 年代やニーズに合致するように、様々な学びの機会やツールの提供がなされている。これらを上手に利用する

ことで、高度な知識意欲をも満たしてくれる内容である。図書館の新たなサービス展開の検討が進められており、

デジタル化の進展も反映していただきたい。公開講座や博物館等での学習プログラムは、様々な媒体を通じ、な

お一層ＰＲしていただきたい。 

 生涯学習社会の実現に向け、ボランティア人材の育成は重要課題である。新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により活動が制限されたが、人材育成の流れを止めることなく、紙面研修など、方法を工夫しながら可能な範

囲で着実に実施できた。また県立図書館における企業支援セミナーや「健康・医療情報サービス研修会」の開催

は、中教審答申（2018年）に示された、今後の社会教育施設に求められる役割のうち、図書館について「他部局

と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、住民のニーズに対応できる情報拠点」と述べられていることに

迅速に対応した事業であり大いに評価できる。更なる推進に期待したい。 

今後の取組 

引き続き各特別支援学校において、芸術家等を招き、生徒に直接実演・講演等を行うことにより、障害
のある子供たちの生涯学習を推進していく。 

特教 

引き続き、県立学校等での公開講座や学習、文化施設地域開放事業を実施し、県民に学ぶ機会を提供す
る。なお、講座や事業については「彩の国だより」など活用可能な媒体を最大限活用して、県民への周知
を図る。 
県立図書館においては、引き続き県民の課題解決支援サービスの更なる充実を図るとともに、デジタル

化の進展した時代に対応した新しい県立図書館の役割と機能を整理する。  
げんきプラザにおいては、引き続き各げんきプラザの特色を生かした魅力あるプログラムを展開し、体

験活動事業の充実を図る。 

生推 

各県立博物館・美術館等では、多彩な体験プログラムを実施するとともに、参加者の学びを支援するボ
ランティアの育成に取り組む。 
また、各県立博物館・美術館等が提供する学習プログラムは、館内での活動だけでなく、ＳＮＳやＹｏ

ｕＴｕｂｅを活用した動画の配信を行うなど、様々な広報媒体を通じて一層のＰＲを図っていく。 

文資 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 67.7 67.9 69.8 67.8
年度目標値 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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目標 Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

施策 26 学びの成果の活用の促進 

主な取組 

○ 学びの成果の活用の支援 

○ 「子ども大学」における学びの成果の活用 

○ 社会教育関係団体等をつなぐネットワークづくり 

○ 学びを活用した地域課題解決への支援 

担当課 生涯学習推進課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

生涯学習情報

の発信 
0 

 生涯学習情報発信サイト「生涯学習ステーショ

ン」により、指導者やイベント、講座などの生涯学

習に関する情報を提供し、県民の生涯学習活動を支

援する。 

 ・生涯学習情報の提供 

  指導者登録数：618人 

  イベント掲載数：464件 

  指導者紹介数：28件 

 ・生涯学習ステーションアクセス数：113,832件 

 イベント情報や指導者情報など、生

涯学習に関する情報を広く県民に提

供した。コロナ禍の影響で、多くの講

座やイベントが中止や縮小等になっ

た。そのため、イベント掲載数、指導

者紹介数、アクセス数が大幅に減少し

たが、オンラインイベントの特集をす

るなどコロナ禍でも可能な限りの生

涯学習情報の発信ができた。 

生推 

先進事例の発

信 
0 

 学びを通じた地域課題解決の実践事例を収集し、

発信する。 

 さいたま市立馬宮公民館の取組（ｅ公民館（おう

ちこうみんかん）「いつでも どこでも どなたで

も」学べる公民館講座）を視察し、県内の社会教育

関係者に情報提供した。（埼玉県公民館連絡協議会、

南部地区社会教育関係委員・職員研修会） 

 先進的な取組について、情報提供す

ることができた。 
生推 

学校地域ＷＩ

Ｎ－ＷＩＮプ

ロジェクト 

810 

 学校と企業やＮＰＯ、地域等とのマッチングを図

り、実社会からの学びを充実するとともに、学校の

力を地域に生かす取組を推進する。 

○学校と地域のマッチング：８件 

○実践研究校指定：５校 

○「学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト」フォー

ラム開催（オンライン） 

 ・開催日：令和３年１月13日 

 ・参加者数：98人 

 ・内容：少人数に分かれてのグループセッション 

 コロナ禍で当初計画どおりに予定

を実施することが困難な中、学校が学

校以外の教育資源と連携・協働した活

動を充実することで、生徒の主体性や

思考力・自己肯定感を育成することが

できた。 

生推 

学校と地域の

未 来 を 創 ろ

う！プロジェ

クト 

4,361 

 学校と地域全体が協働して子供たちの学びを支

え、子供や地域住民の地元への愛着や豊かな心を育

むとともに、将来を担う人材育成と地域全体の活性

化を促進するモデル事業を推進する。   

○小中学校・高校教職員研修会の開催 

 ・開催日：令和２年９月29日 

 ・参加者：40人 

 ・内容：「地域と学校が連携する教育の効果につ

いて」 

  産業能率大学 教授 藤岡 慎二 氏 

○おがわ学公開授業、研究協議会の実施 

○おがわ学のテキスト作成 

  小中学校・高校の教員が目指す児童生徒像を実

現するためのテキストを作成した。 

○おがわ学フォーラムの開催（令和３年１月29日） 

  おがわ学フォーラムをオンラインで開催し、お

がわ学の成果発表や地域の方々との意見交換を

行った。 

 小・中学校、高校の教員が地域の

方々と連携・協働して授業づくりを行

い、主体的、対話的で深い学びの視点

から授業改善を進めることができた。 

 おがわ学フォーラムでは、授業実践

報告を行い、児童生徒が地域の方から

学びを深めていくためには、実践を伴

った学びが必要とのフィードバック

があった。今後、これらの学びの実現

に取り組んでいく。 

 おがわ学構想委員会等での協働を

通して、目指す児童生徒像を実現して

いくために、学校と地域がより一層連

携・協働していくことができた。さら

に、児童生徒の学びを深めていくため

の連携・協働に取り組んでいく。 

生推 
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 ・参加者数 約1,900人  

  （小中学校、高校の児童生徒 約1,500人、町内

教職員 約200人、地域の方々等 約200人） 

○おがわ学推進協議会（委員５人）５回 

  おがわ学の構築・実践に向けての指導・助言 

○おがわ学構想委員会（委員32人）５回 

  おがわ学の授業、指導計画づくりの協議  

  おがわ学テキストの作成についての協議 

  おがわ学フォーラムについての協議 

○おがわ学担当者会議（委員22人）９回 

  おがわ学の構築・実践に向けての授業、指導計

画の企画 

  おがわ学テキストの作成 

  おがわ学フォーラムの企画、開催 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●生涯学習を通じて身に付けた知識・技能や経験等を地域や社会での活動に生かしている人の割

合（％） 

 ［出典：埼玉県県政サポーターアンケート］ 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響で外に出て活動する機会が減ったことや、学んだ成果を生かせる場

が足りなかったり、生かす方法が分からなかったりすることが年度目標を達成できなかった原因と思わ

れる。 

生推 

学識経験者の

意見・提言 

 「生涯学習ステーション」は、県民に多くの情報を提供しており良い取組である。コロナ禍で長くなった在宅

時間向けのメニューの充実や、ＨＰ上の検索機能の向上を検討してただきたい。 

 「ｅ公民館」（おうちこうみんかん）は、従来型の受講者を対象とした公民館の講座の形式を一新するもので

あり、ＷＥＢページでの内容も充実している。公民館に出向かなくてもオンラインで学べることは素晴らしいが、

同時に「つどう」「むすぶ」についても是非オンラインで実現してほしい。現状ではＹｏｕＴｕｂｅにあふれて

いる多くの動画と、公民館として発信するものの違いが明確とはいえない。例えば子育て支援に関わる動画の視

聴者が、ネット上で意見交換をしたり、情報共有ができる場を設けることも検討の余地があると思う。また、地

域住民が作成した動画を募集して掲載するなど、参加型の学びを期待したい。 

今後の取組 

引き続きオンラインで行われるイベントや講座情報等、場所や時間を問わず取り組める生涯学習情報

を発信し、生涯学習活動をしやすい環境を目指していく。また、ホームページの機能向上を図るほか、

オンラインでのつながりづくりや、学びの成果の発表の場の提供など、県民の学びのプラットフォーム

になるようなサービスが実現できるか検討する。 

「学校地域ＷＩＮ－ＷＩＮプロジェクト」の取組を整理し、より一層県内に広めていくため、「越境

×探究！未来共創プロジェクト」をスタートした。 

「学校と地域の未来を創ろう！プロジェクト」は、持続可能な組織づくりを行うとともに県内に取組

を広めていく。 

生推 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
割合 28.8 26.8 28.2 23.9

年度目標値 29.8 30.6 31.4 32.2 33.0

23
25
27
29
31
33
35
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目標 Ⅸ 文化芸術の振興 

施策 27 文化芸術活動の充実 

主な取組 

○ 文化芸術活動への参加の促進 

○ 子供たちの文化芸術活動の充実 

○ 障害者の文化芸術活動の支援 

○ 県立美術館などにおける活動の充実 

○ オリンピック・パラリンピックなどの開催を契機とした文化芸術活動の振興 

担当課 特別支援教育課・義務教育指導課・文化資源課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

埼玉県芸術文

化祭の開催 
12,641 

○地域文化事業 

  市町村や文化団体との共催により、地域に密着

した伝統芸能、音楽コンサート、美術展覧会など

県内各地で開催 

 ・令和２年８月～令和２年12月に実施（４市町、

10団体参加） 

  ※当初51団体を予定 

 ・参加者数：14事業、474,556人 

○第70回埼玉県美術展覧会 

  令和４年度以降に延期（県民の創作した美術作

品を近代美術館で展示・公開（日本画、洋画、彫

刻、工芸、書、写真の６部門）） 

○芸術文化ふれあい事業 

  文化団体が学校や公民館などに出向いて、公演

や実技指導を行う事業 

 ・音楽、美術、舞踊、演劇・演芸、文芸、生活文

化、国際交流の７分野、49メニュー 

 ・参加者数：30事業 1,855人 

  ※当初60事業を予定 

○文化団体・イベントマッチング事業 

  発表の機会を求める文化団体と、県内で開催さ

れるイベントの主催者をマッチングする事業。新

型コロナウイルス感染症拡大の影響によるイベ

ント中止等のため、モデルケースのみ実施。 

  ※当初30団体を予定 

 ・参加者数 ２団体 78人 

○協賛事業 

  埼玉県芸術文化祭の趣旨に賛同して行われる

各種芸術文化事業を県芸術文化祭の協賛事業と

して承認 

 ・期間：令和２年４月～令和２年12月 

 ・承認件数：52事業 

 ・参加者数：329,397人 

○地域文化事業 

 当初は事業承認数が１事業増加し、

事業内容も、伝統芸能、市民文化祭、

展覧会など多彩な内容を計画してい

たが、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、37事業が令和２年度の

実施を見送った。実施した14事業で

は、参加した地域住民から「参加でき

て喜ばしい」との声が寄せられてい

る。 

○芸術文化ふれあい事業 

 メニュー数が１増加し、事業数は約

10事業の増加を見込んでいたが、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、事業実施時期を延期するなどし

たため、実施事業数は減少した。障害

者支援施設等での利用拡大を図り、新

たに５施設での利用があった。新しい

ニーズの開拓をしている。 

○文化団体・イベントマッチング事業 

 当初は県内各地のイベントに30団

体をマッチング予定だったが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響によ

り１イベント２団体のみのマッチン

グとなった。参加した団体からは、「成

果発表の貴重な場となった」、イベン

ト側からは、「イベントの内容が広が

ってよかった」との声が寄せられてい

る。 

○協賛事業  

 協賛申請の増加に向け、より広く周

知する必要がある。 

文資 

「古典の日」 

関連の取組 
0 

 11月１日の「古典の日」の記念事業として、さい

たま文学館が「講談で楽しむ義士伝－赤穂事件の序

章 松の大廊下」を開催。 

 ・開催日：令和２年10月24日 

 ・参加者数：200人 

 ・講師：外山澄輝氏 （いきいき埼玉市民講師） 

 古典の日記念事業の講演会は、応募

多数かつ感染防止のため、会場をさい

たま文学館文学ホールから桶川市民

ホールに移して開催した。 

 本事業を通じて県民の古典に対す

る興味や関心を高めることができた。 

文資 
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子供たちの文

化芸術活動に

触れる機会の

充実 

0 

 

 文化庁との共催により、文化芸術団体を学校に派

遣し、演劇等の巡回公演を実施する。また、芸術家

による鑑賞指導や実技指導を行うワークショップ

などを通して、子供たちが芸術を身近なものと体感

できる機会の充実を図る。 

 

 ・芸術家の派遣事業 実施校数 31校 

 ・巡回公演事業   実施校数 57校 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、中止にした学校も複数あっ

たが、実施した学校からは、芸術家と

身近に接する貴重な体験を図ること

ができるなど、充実した取組であった

という声が多かった。 

文資 

障害者の生涯を通じた多様な学習活動推進事業 → 施策13参照 特教 

埼玉県小・中

学校等音楽会

の開催 

149 

 音楽の表現及び鑑賞の活動を通して、情操豊かな

児童生徒の育成と教職員の指導力の向上を図るた

め、県内10地区で実施する地区大会のうち、特に優

れた学校による発表について、中央大会として開催

する。  

 令和２年度は地区大会及び中央大

会について令和２年４月の時点で中

止の決定をした。 

義指 

美術館・博物

館における教

育・普及事業 

0 

 

○歴史と民俗の博物館 

 ・「ものづくり工房」通常体験メニュー 

  藍染めハンカチなど：８種類 

  開館日実施 参加者数：2,204人 

 ・「ものづくり工房」特別体験イベント 

  江戸組紐キーホルダーと眼鏡紐作りなど： 

   ４種類 ６回 参加者数：41人 

 ・歴史民俗講座：３回 参加者数：119人 

○さきたま史跡の博物館 

 ・さきたま講座の開催：年４回 参加者数：290人 

○嵐山史跡の博物館 

 ・歴史講座１の開催：中止 

 ・歴史講座２の開催：中止 

○自然の博物館 

 ・自然史講座の開催：年４回 参加者数：79人 

 ・観察会の開催：年２回 参加者数：19人 

○川の博物館 

 ・かわはく研究室の開催：年10回  

             参加者数：520人 

○近代美術館 

 ・教育普及プログラム「ＭＯＭＡＳのとびら」の実

施：年４回 参加者数：119人 

○文書館  

 ・古文書講座：年５回 参加者数：141人 

 ・子供体験事業 

   キット販売：240セット（はんこ、巻物、立体

地図、和本） 

   子供地図教室：年１回 参加者数：17人 

 ・学校との連携（出前授業）：年２校 

               参加者数：115人 

○さいたま文学館 

 ・古典文学講読講座の開催：年３回 

              参加者数：306人  

 

 各館では、多彩な体験プログラムを

実施している。新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、参加人数の制限

や一部事業の開催中止等があったも

のの、校外学習等で来館した児童生徒

には、体験事業や展示見学等を行い、

文化芸術に触れる機会の充実を図っ

た。また、県民の郷土埼玉の歴史や伝

統文化に対する理解を深める各種講

座を提供することができた。 

文資 
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施策指標の

達成状況・

原因分析 

●埼玉県芸術文化祭への参加者数（人） 

 ［出典：埼玉県による実績調査］ 

 
【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、「埼玉県美術展覧会」を始めとする多くのイベントが延期・

中止又は縮小開催となり、参加者数が減少したため、年度目標を達成することができなかった。 

文資 

学識経験者の

意見・提言 

 文化芸術活動は、特に児童生徒がプロの作品や演奏に接する機会を得られる点で、子供たちの成長に大きな意

味をもたらすことにつながり意義が大きいと思う。地域の文化祭や美術館等での普及事業などでは参加者の年代

等を分析し、事業が訴求できていない層や地域への働き掛けを工夫して、数値目標である参加者数の増加に向け

た対策を取っていただきたい。 

 新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、県内の美術館・博物館においては、校外学習等を通して児

童生徒の体験学習支援を着実に実施しており、出前授業などのアウトリーチ活動も行われている。今後、社会教

育施設と学校教育との連携をより一層推進していってほしい。 

今後の取組 

引き続き各特別支援学校において、芸術家等を招き、生徒に直接実演・講演等を行うことにより、障

害のある子供たちの文化芸術活動を支援していく。 
特教 

令和３年度の小・中学校等音楽会の開催については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から

中止した。今後の開催については、共催者である埼玉県音楽教育連盟と連携を図りながら、安全な運営

について検討していく。 

義指 

県民が身近に文化芸術に親しみ、交流し、創造する場を作るため、埼玉県芸術文化祭において多様な芸

術活動を実施・支援するとともに、広報等により参加者の拡大を図る。 

県展の延期を受けて令和３年度に開催される「Ｗｅｂ美術展 ｉｎ Ｓａｉｔａｍａ」は、入選等の審

査を実施しない美術展として参加者の間口を広げるとともに、県展にはなかった「グラフィック部門」を

設け、若年層の参加を促す。 

各県立博物館・美術館等では、館内での体験学習に留らず、体験学習キットの販売やＷＥＢ上での動画

配信など、より多くの方が参加可能な教育・普及事業を実施していく。 

文資 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
参加者数 1,468,000 1,172,164 1,114,789 805,886

年度目標値 1,478,500 1,484,000 1,489,500 1,495,000 1,500,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000
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目標 Ⅸ 文化芸術の振興 

施策 28 伝統文化の保存と持続的な活用 

主な取組 

○ 伝統文化の保存・活用・価値の再評価 

○ 伝統文化の魅力発信と学ぶ機会の充実 

○ 市町村の取組への支援 

担当課 文化資源課 

主な事業 

事業名 
予算額 

（千円） 
事業の概要 事業の自己評価 担当課 

文化遺産調査

活用事業 
5,911 

 埼玉の歴史文化を再発見し、埼玉の魅力を世界に発

信するため、潜在的な歴史文化遺産を新たに掘り起こ

すための学術調査を実施するほか、文化財の保存活用

に関する計画（文化財保存活用地域計画）を作成する

市町村に対して支援を行う。また、「博物館・美術館等

を活用した子供パワーアップ事業」として、新しい視

点での博学連携プログラムを周知する。 

○無形民俗文化財調査研究として、映像作品「番匠免

の大般若経祭り」作成、「玉敷神社のお獅子さま」ア

ンケート調査実施・集計（令和３年３月） 

○自然遺産調査研究として、入間川本流域を中心とし

た「入間川流域自然遺産」の植物分野における現地

調査（狭山市・入間市）、動物分野の定点調査、地質

分野の現地調査を実施 

○歴史遺産調査研究として、江戸時代後期に編さんさ

れた「新編武蔵風土記稿」（大里・秩父地域）の現地

調査を実施 

○地域の文化財保存活用のマスタープラン策定支援

事業については、全市町村を対象とした文化財保存

活用地域計画に関する研修会を開催（年３回） 

○研究委嘱の成果である博学連携による学習プログ

ラムの普及のために、「博学連携スキルアップ研修

会」を実施 

 文化遺産調査活用事業について

は、潜在的な歴史文化遺産を新たに

掘り起こすための学術調査につい

て、各分野の調査テーマに基づき、

計画的に調査を行い、新たな資料の

収集と公表ができた。 

 無形民俗文化財調査では映像作

品の作成、自然遺産調査では令和元

年度から開始した入間川流域自然

遺産についての本調査、歴史遺産調

査では「新編武蔵風土記稿」に係る

文化財に関する文献調査及び現地

調査を実施した。 

 また、研修会を通して文化財保存

活用地域計画作成のノウハウを市

町村に伝えることができた。 

 子供パワーアップ事業について

は、県内博物館・美術館の職員に博

学連携スキルアップ研修会を開催

し、博学連携の技能の向上を図るこ

とができた。 

 また、研究指定校での研究成果や

県立博物館・美術館等での取組を博

学連携リーフレットにまとめ、博学

連携による質の高い教育活動を県

内小・中学校に普及した。 

文資 

文化財保護事

業補助 
140,573 

 文化財の所有者・管理者等が行う文化財の保存事業

に対し補助金を交付し、指定文化財の適切な管理を図

る。 

○国指定文化財、県指定文化財の保存事業に対する補

助金の交付（国指定11件、県指定39件） 

○埋蔵文化財包蔵地内で行われる建設工事に先立ち、

市町村が実施する試し掘り等の調査に対する補助

金の交付（41件） 

○県指定無形民俗文化財の後継者養成を目的とした

事業に対する補助金の交付（６件）  

 新型コロナウイルス感染症の影

響により完遂できなかった事業が

複数あったが、申請のあった事業や

緊急対応の大半については円滑に

実施することができ、文化財の保存

措置を適切に行うことができた。 

文資 

文化財管理事

業 
3,502 

 国指定文化財の維持管理経費の一部補助を行うと

ともに、国指定史跡「比企城館跡群」のうち「菅谷館

跡」に関する保存活用計画策定の準備を行う。さらに、

14県での共同研究を実施し、文化財の基礎情報につい

て充実を図る。  

○国指定文化財管理事業補助（16件） 

○「菅谷館跡」保存活用計画策定準備 

○「古代文化」に関する全国14県共同研究の実施 

 国指定文化財の防災設備保守点

検に係る経費に対して補助を行う

ことで、文化財の適切な管理に成果

があった。 

 「菅谷館跡」保存活用計画の策定

へ向けて、基礎的な資料の収集・確

認作業を進めた。 

文資 
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史跡埼玉古墳

群保存活用事

業 

24,845 

 本県を代表する文化遺産であり、学術上の価値が特
に高く我が国文化の象徴である特別史跡に指定され
ている埼玉古墳群は、大型古墳９基を中心とする東日
本屈指の古墳群である。この埼玉古墳群の恒久的な保
存を図るとともに、その価値を顕在化させ、広く県民
に公開するために必要な整備を行う。 
○奥の山古墳整備工事（令和２年６月～令和２年10月） 

 奥の山古墳の整備工事（周堀の遺
構表示）を実施した（令和元年度及
び２年度の２か年で実施）。 

文資 

埋蔵文化財保

存活用事業 
52,217 

 県が収蔵する出土文化財の整理・保存を推進し、埋
蔵文化財保護思想の啓発を図る。 
○ぜい弱な出土品である金属製品、木製品の保存処理
を実施（令和２年４月～令和３年３月） 

○遺跡見学会を実施（令和２年４月～令和３年３月） 
○「古代からの教室へのメッセージ事業」を40校で実
施（令和２年４月～令和３年３月） 

 出土品の適切な保存処理を行う
とともに、遺跡見学会の実施や学習
用キットの貸出しを行うなど、学校
教育や社会教育の場で埋蔵文化財
保護思想の啓発を図るとともに、生
涯学習の推進に資することができ
た。 

文資 

文化財収蔵施

設収蔵庫増設

事業費 

172,770 

 出土文化財の収蔵スペースを増設し、適切な保存管
理や活用を図る。 
○第２収蔵庫改修工事に伴う収蔵資料の移動（令和２
年７月、令和３年３月） 

○第２収蔵庫改修工事（令和２年９月～令和３年３月） 
○出土品取扱基準の見直しに係る有識者会議開催 

 文化財収蔵施設第２収蔵庫に温
湿度管理室を新設し、金属製品や木
製品など、ぜい弱な出土品を安定的
に保存することができるようにな
った。 

文資 

県立博物館・

美術館等にお

ける活動の充

実 

0 

 県立博物館・美術館等における主な企画展・特別展 
○歴史と民俗の博物館 
 ・特別展「武蔵国の旗本」(R2/3/20～R2/5/10) 
  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 ・特集展示「特別展『武蔵国の旗本』を振り返る」 
  「太平記絵巻の修理を終えて」（R2/7/18～R2/9/6) 
  観覧者数：3,385人 
 ・企画展「新収集品展2018・2019」(R2/10/10～

R2/11/23) 
  観覧者数：3,114人 
 ・特別展「銘仙」(R3/1/2～R3/2/14) 
  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 ・ＮＨＫ大河ドラマ特別展「青天を衝け～渋沢栄一

のまなざし～」(R3/3/23～R3/5/16)  
  観覧者数：9,965人 
○さきたま史跡の博物館 
 ・企画展「盾持人埴輪の世界」（R2/9/12～R2/11/23） 
  観覧者数：18,332人 
 ・最新出土品展「地中からのメッセージ」（R2/12/12

～R3/2/7 ※R2/12/24～臨時休館） 
  観覧者数：1,417人 
○嵐山史跡の博物館 
 ・企画展「戦国の比企 境目の城」（R2/12/5～

R3/2/14 ※R2/12/24～臨時休館） 
  観覧者数：771人 
○自然の博物館 
 ・企画展「地図と模型で見る埼玉の大地」（R2/2/11

～R2/8/30 ※R2/2/29～R2/5/31臨時休館） 
  観覧者数：27,131人 
 ・特別展「埼玉記念物100年―埼玉の天然記念物って

どう思いますか？―」(R2/9/26～R3/2/28 ※
R2/12/24～臨時休館) 

  関連展示：「#埼玉巨樹番付」（R2/12/1～R3/2/28 
※R2/12/24～臨時休館） 

  観覧者数：15,806人 
 ・企画展「新収集品展」（R3/3/13～R3/6/20 ※～

R3/3/21臨時休館） 
  観覧者数：18,167人 
○川の博物館 
 ・企画展「埼玉の森と林業」（R2/3/7～R2/6/21 ※

～R2/5/24臨時休館） 
  観覧者数：2,768人 

 新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための臨時休館により、博物
館等への来館を中止する期間が多
くあった。 
 そこで、「おうちでミュージアム」
と題し、ＳＮＳを使って、臨時休館
した博物館等の展示や収蔵品など
の動画や写真を紹介する取組を行
った。例えば、歴史と民俗の博物館
では、開催中止となった企画展「武
蔵国の旗本」を紹介する動画を公開
した。その結果、「おうちでミュー
ジアム」には、６万件を超えるアク
セスがあった（令和３年４月時点）。 
 博物館等への来館を中止する中
でも、多くの方に博物館等の活動を
知っていただくことができた。 

文資 
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 ・特別展「楽しい美味しい江戸の水辺」（R2/7/11～
R2/9/6） 

  観覧者数：13,511人 
 ・企画展「タカ・ハヤブサ・フクロウ ～荒川流域

の猛禽類～」（R2/9/26～R2/11/23） 
  観覧者数：10,936人 
 ・企画展「海苔・川苔・のりのり！」（R3/1/23～

R3/4/18 ※～R3/3/21臨時休館） 
  観覧者数：1,955人  
○近代美術館 
 ・「Ｎｅｗ Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ Ｏｂｊｅｃ

ｔｓ 写真と映像の物質性」(R2/6/2～R2/9/6） 
  観覧者数：7,488人 
  ・「ＭＥＤＥ ＳＵＷＡＲＵ－今日みられる椅子」

(R2/9/26～R2/11/3） 
  観覧者数：5,560人 
 ・「上田 薫」(R2/11/14～R3/1/11 ※R2/12/24～臨

時休館） 
  観覧者数：6,185人  
 ・「コレクション ４つの水紋」(R3/3/23～R3/5/16） 

観覧者数：4,811人 

オリパラおも

てなしミュー

ジアム 

19,489 

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会や
ラグビーワールドカップ2019を契機として、国内外か
らの来訪者に対する県立美術館・博物館の「おもてな
し環境」を整備し、埼玉の魅力を世界に発信するとと
もに、郷土や我が国の歴史・文化を誇りに思う心を醸
成する。 
○歴史と民俗の博物館 
 ・企画展「太平記絵巻」（令和３年度に延期）開催準

備 
  公開に必要な展示台や図録・ブックレット等を製

作 
○さきたま史跡の博物館 
 ・企画展「盾持人埴輪の世界」の開催 
○嵐山史跡の博物館 
 ・企画展「実相 忍びの者」（令和3年度に延期）開

催準備 
  企画展開催に先立ち、企画展図録（日本語版・英

語版）を制作 
○近代美術館 
 ・ホームページ・作品解説の翻訳 
○県立博物館・美術館施設８館合同 
 ・多言語ホームページ更新 
 ※東京オリンピック・パラリンピックの開催延期に

伴い、多言語パンフレットの作成・配布は中止 

 各博物館・美術館等では、オリン
ピック・パラリンピックの機運醸成
に向けて、それぞれの館の特性や収
蔵コレクションを生かした様々な
事業を展開することができた。 
 新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、オリンピック・パラリ
ンピックに合わせて開催予定だっ
た企画展の一部が延期となったが、
令和３年度の開催に向け、準備を行
った。 

文資 

渋沢栄一・大

河ドラマ関連

プロジェクト 

4,971 

 大河ドラマ「青天を衝け」の主人公となる渋沢栄一

の生涯や功績等を紹介する展覧会を歴史と民俗の博

物館で開催し、多くの方に足を運んでいただけるよう

広報を行う。 

 特別展では、渋沢が中心となり、

日米友好のために行われた人形交

流に焦点を当て、県内に残る「青い

目の人形」12体を展示するなど、経

済人としてだけではなく、様々な分

野で活躍した渋沢の姿を多面的に

紹介することができた。 

文資 

文化資源を活

用した地域活

性化の推進 

0 

 令和元年度に特別史跡に指定された埼玉古墳群を

通じて、関係市町村や地元企業等との連携により、地

域を盛り上げる事業を実施する。 

 ・県内古墳ツアーやグッズ開発、アート・プロジェ

クトの実施等 

 さきたま史跡の博物館を中核と

し、行田市や行田商工会議所、観光

部局等の参画を得て実行委員会を

組織し、古墳に関する各種プログラ

ムを実施した。これにより、古墳と

いう文化財への興味関心を高める

とともに、埼玉古墳群への新規客層

を取り込むことができた。 

文資 
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文化遺産調査
活用事業のう
ち 
 
地域の文化財
保存活用に係
る市町村の取
組への支援 

198 

 文化財保存活用地域計画の作成に着手した市町村

に対して、作成協議会のオブザーバー、委員として作

成支援を実施するとともに、作成を検討している市町

村に対する助言を実施する。 

 秩父市・白岡市の協議会へ出席

し、適切に作成支援を行った。 
文資 

文化遺産調査

活用事業のう

ち 

 

博物館・美術

館等を活用し

た子供パワー

アップ事業 

1,209 

 平成30年度・令和元年度の研究委嘱の成果である博
学連携による学習プログラムの普及により、学校によ
る博物館の利用を促進する。 
○研究指定校８校と博物館・美術館等の連携による実
践事例を県内に広め、「博物館活用ガイドブック」を
多くの学校で役立ててもらえるよう「博学連携スキ
ルアップ研修会」を開催する。 

 ・回数：年１回 
 ・参加者数：32人 
 ・会場：行田市郷土博物館 
○研究指定校での研究成果や県立博物館・美術館等で
の取組を基に「博物館活用リーフレット」を作成し、
県内小・中学校に配布する。（令和３年３月） 

○令和元年度まで研究を委嘱していた研究指定校８
校のその後の取組状況を把握し、持続可能で大きな
効果が期待できる博学連携の方法を示す。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組の下で
の博学連携による教育活動について研究し、方策を
示す。 

 博学連携スキルアップ研修会で
は、市町の文化財行政主管課、生涯
学習・社会教育主管課、指導事務主
管課、県内博物館・美術館等の職員
を対象に、博学連携の技能の向上を
図ることができた。特に、博物館展
示の学校利用促進に焦点を当て、そ
のために必要なスキルを伝達した。 
 博物館活用のリーフレットの作
成・配付を進め、博学連携を進める
ポイントや県立博物館・美術館等の
学校教育支援の取組について、各教
育事務所、市町村の指導事務主管課
を通して普及に努めた。 
 川越市立川越小や行田市立忍中
と行田市郷土博物館の研究後の取
組をリーフレットに掲載した。 
 ホームページやＺｏｏｍを活用
した博学連携の取組について研究
を深めている。 

文資 

施策指標の

達成状況・

原因分析 

●県立博物館等の年間利用者数（人） 
 ［出典：埼玉県による実績調査］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【原因分析】 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年２月29日から全館を臨時休館とした。（令和２

年５月19日に文書館再開、５月26日に歴史と民俗の博物館、川の博物館再開、６月２日にさきたま史跡

の博物館、嵐山史跡の博物館、自然の博物館、近代美術館、さいたま文学館再開。）その後、令和２年

12月24日～令和３年３月21日に再び全館を臨時休館としたことにより、年度目標値を達成することが

できなかった。 

文資 

学識経験者の

意見・提言 

 文化遺産・文化財の保存管理、活用に内容の充実した事業が継続的に実施されていて、高く評価したい。また、

博物館でコロナ禍の臨時休館に対応すべく実施された「おうちでミュージアム」企画は、アフターコロナにおい

てもいわゆるデュアル開催につながる試みであり、大変良かった。このような活動も含め、県ＨＰで事業の企画

や成果を一層積極的に発信していただきたい。 

 様々な制限がある中で、工夫をしながら事業や展覧会などを開催された様子がよく理解できる。臨時休館とし

た博物館等の展示等をＳＮＳで紹介する「おうちでミュージアム」は大変良い取組である。迅速な対応もさるこ

とながら、職員自ら動画を制作することは、現場を知っているからこそできることも多くあり、その結果として

６万件を超えるアクセスがあったことは、大きな成果である。 

今後の取組 

各県立博物館・美術館等では、資料の収集・保管・調査を行うとともに、充実した魅力ある展示など

を実施していく。 

ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅなどのＷＥＢを活用した情報発信を積極的に行っていく。 

貴重な文化財を適切に保存し、後世に伝えるため保存事業や防災対策に補助金を交付する。 

文資 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
利用者数 915,000 938,719 832,423 302,544

年度目標値 938,000 960,000 970,000 985,000 1,000,000
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目標Ⅰ　確かな学力の育成

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

小６　０
（平成30年度）

小６　０
（令和元年度）

※R２　調査中止
小６　全教科区分

中３　０
（平成30年度）

中３　０
（令和元年度）

※R２　調査中止
中３　全教科区分

小　60.7％ 小　51.5％ 小　69.2％以上

中　32.9％ 中　43.9％ 中　55.2％以上

3
「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し
授業を行った教員数

7,057人 10,791人 13,000人

4 協調学習マイスターによる研修等の回数 67回 90回 200回

小６　85.7％
（平成30年度）

小６　85.1％
（令和元年度）

※R２　調査中止
小６　95.0％

中３　74.4％
（平成30年度）

中３　73.3％
（令和元年度）

※R２　調査中止
中３　80.0％

小５　71.3％ 小５　67.9％ 小５　80.0％

中２　42.1％ 中２　44.7％ 中２　60.0％

7
中学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ１レベル相当（英検３級
等）以上を達成した生徒の割合

中　41.9％
中　45.8％

（令和元年度）
※R２　調査中止

中　50.0％以上

8
高等学校卒業段階でＣＥＦＲのＡ２レベル相当（英検
準２級等）以上を達成した生徒の割合

高　34.5％
高　37.0％

（令和元年度）
※R２　調査中止

高　50.0％以上

9
授業中にＩＣＴを活用して指導する能力がある高校教
員の割合

79.2％
（平成28年度）

81.3％
（令和元年度）

100％

10
教育課程の接続に向けた小学校区等における幼稚園・保
育所・認定こども園・小学校関係者による協議会等の実施
の割合

37.9％
65.9％

（令和元年度）
100％

５　施策別指標一覧

施策１　一人一人の学力を伸ばす教育の推進

1
全国学力・学習状況調査において、全国平均正答率
（公立）を１ポイント以上上回った教科区分の数

2

「埼玉県学力・学習状況調査」において、学力を12段
階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合
小学校（４年生→６年生）
中学校（１年生→３年生）

     ※　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度の調査が中止と
         なった指標については、「※Ｒ２　調査中止」と記載した上で、令和元年
　　　　 度以前の最新値を記載しています。

施策２　新しい時代に求められる資質・能力の育成

5
将来の夢や目標を持っていると回答した児童生徒の
割合

施策３　伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進

6
地域の歴史や自然について関心があると回答した児
童生徒の割合

施策４　技術革新に対応する教育の推進

施策５　人格形成の基礎を培う幼児教育の推進
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目標Ⅱ　豊かな心の育成

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

小　93.3％ 小　81.7％ 小　100％

中　91.7％ 中　88.9％ 中　100％

小　54.7％ 小　56.4％ 小　56.0％以上

中　48.8％ 中　63.9％ 中　57.0％以上

13 いじめの解消率 81.9％
76.2％

（令和元年度）
100％

14
新しい「人権感覚育成プログラム」を活用できる教員
を育成した学校の割合

－ 49.3％ 100％

目標Ⅲ　健やかな体の育成

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

小６　86.6％
（平成30年度）

小６　88.5％
（令和元年度）

※R２　調査中止
小６　90.0％

中３　80.7％
（平成30年度）

中３　83.3％
（令和元年度）

※R２　調査中止
中３　90.0％

12
身に付けた「規律ある態度」の項目数を伸ばした児童
生徒の割合

施策６　豊かな心を育む教育の推進

11
児童生徒の８割以上が身に付けている「規律ある態
度」の項目数の割合

施策７　いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実

施策８　人権を尊重した教育の推進

施策９　健康の保持増進

15 毎日朝食を食べている児童生徒の割合
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小　75.1％
小　71.4％

（令和元年度）
※R２　調査中止

小　80.0％以上

中　63.8％
中　53.2％

（令和元年度）
※R２　調査中止

中　65.0％以上

高（全日制）　50.7％
高（全日制）　48.5％

（令和元年度）
※R２　調査中止

高（全日制）　55.0％以上

小　54.2％
小　49.1％

（令和元年度）
※R２　調査中止

小　55.0％以上

中　53.0％
中　47.6％

（令和元年度）
※R２　調査中止

中　54.0％以上

高（全日制）　54.7％
高（全日制）　52.1％

（令和元年度）
※R２　調査中止

高（全日制）　57.0％以上

目標Ⅳ　自立する力の育成

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

18
職場体験やインターンシップを実施した高等学校の
割合

80.2％
（平成28年度）

84.4％
（平成30年度）

85.0％以上

19
特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の
就職率

83.2％ 81.4% 90.0％以上

20
主体的に社会に参画していく力を育成するために外部機
関と連携した取組を実施している高等学校の割合

30.9％ 36.3％ 60.0％

目標Ⅴ　多様なニーズに対応した教育の推進

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

－
特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の
就職率（再掲）

83.2％ 81.4% 90.0％以上

施策12　主体的に社会の形成に参画する力の育成

施策10　体力の向上と学校体育活動の推進

16
体力テストの５段階絶対評価で目標を達成した学校
の割合

17
体力テスト８項目中５項目以上個々の目標を達成し
た児童生徒の割合

施策11　キャリア教育・職業教育の推進

施策13　障害のある子供への支援・指導の充実
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　小　1,368人
　　  0.37％

  小　2,121人
　　　0.58％
  （令和元年度）

 小 703人以下
    0.19％以下

  中　5,138人
　　　2.84％

  中　6,154人
　　　3.49％
  （令和元年度）

 中 3,564人以下
　  2.01％以下

  全日制　1,055人
　　　    0.91％

  全日制　966人
　　    　0.86％
  （令和元年度）

全日制 962人以下
　　　 0.84％以下

  定時制　387人
　　　    8.00％

  定時制　334人
　　　    7.69％
  （令和元年度）

定時制 341人以下
　　　 7.40％以下

23 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率
94.3％

（平成28年度）
94.5％

（平成30年度）
96.3％

24 日本語指導に関する研修を受講した教員数 － 201人 500人

目標Ⅵ　質の高い学校教育のための環境の充実

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

－
「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し
授業を行った教員数（再掲）

7,057人 10,791人 13,000人

－ 協調学習マイスターによる研修等の回数（再掲） 67回 90回 200回

23件 31件
（うち管理職）３件 （うち管理職）５件

26 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数 281校
（平成30年４月１日）

613校
650校

（令和５年４月１日）

27
県立学校が策定した「学校の活性化・特色化方針」を
活用している中学校の割合

70.2％ 87.1％ 100％

28
県立高等学校の実験実習棟、記念館等及び食堂兼
合宿所の耐震化率

85.5％ 94.2%
100％

（令和４年度）

施策14　不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援

21 不登校（年間30日以上）児童生徒の数及び割合

22 公立高等学校における中途退学者数及び割合

施策15　経済的に困難な子供への支援

施策16　一人一人の状況に応じた支援

施策17　教職員の資質・能力の向上

25 教職員の懲戒処分件数

0件
（うち管理職）０件
（平成31年度～
令和５年度の

各年度）

施策18　学校の組織運営の改善

施策19　魅力ある県立高校づくりの推進

施策20　子供たちの安心・安全の確保

96



29
普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にあ
る県立高等学校の割合

0％ 100% 100％

目標Ⅶ　家庭・地域の教育力の向上

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

30 「親の学習」講座の年間実施回数 1,697回 458回 2,000回

31 学校応援コーディネーターの人数 2,341人 2,487人 3,100人

－ 小・中学校におけるコミュニティ・スクールの数（再掲） 281校
（平成30年４月１日）

613校
650校

（令和５年４月１日）

目標Ⅷ　生涯にわたる学びの推進

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

32 １年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合 67.7％ 67.8％ 73.0％

33
生涯学習を通じて身に付けた知識・技能や経験等を
地域や社会での活動に生かしている人の割合

28.8％ 23.9％ 33.0％

目標Ⅸ　文化芸術の振興

番
号

施策指標
計画策定時
（平成29年度）

最新値
（令和２年度）

目標値
（令和５年度）

34 埼玉県芸術文化祭への参加者数 1,468,000人 805,886人 1,500,000人

35 県立博物館等の年間利用者数 915,000人 302,544人 1,000,000人

施策25　学びを支える環境の整備

施策26　学びの成果の活用の促進

施策27　文化芸術活動の充実

施策28　伝統文化の保存と持続的な活用

施策21　学習環境の整備・充実

施策23　家庭教育支援体制の充実

施策24　地域と連携・協働した教育の推進
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６ 結びに 

 

 埼玉県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）では、令和元年度から「第

３期埼玉県教育振興基本計画」（以下「第３期計画」という。）に基づいて、本県

教育の振興に取り組んでいます。 

 

 第３期計画では、「豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育」を基本理念に掲げ、

教育をめぐる様々な課題に応じて、きめ細かに、かつ、的確に目標設定を行うた

め、令和５年度までの５年間に取り組む教育行政の10の目標と30の施策を設定し

ています。 

 

 教育委員会の事務の点検評価については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に基づいて、平成20年度から毎年実施しており、今年度は、第３期計画の

２年目である令和２年度の施策を対象として実施しました。 

 

 その結果、県教育委員会所管の27施策において、目標の達成に向けて着実に取

組を進めている施策がある一方、指標設定時の値よりも低下している施策や、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響により指標として設定しているデータを得

るための調査が中止となった施策もありました。 

 

 いずれの施策においても、点検評価により確認した成果や課題を踏まえ、更な

る工夫・改善を図りながら取り組んでいくことが大切であると考えます。 

 

 今年度は第３期計画の３年目であり、基本理念の実現に向けて具体的な課題解

決に取り組む重要な時期を迎えています。県教育委員会では、市町村教育委員会

や家庭、地域等と連携し、県民の理解と協力を得ながら、総力を挙げて諸施策を

推進してまいります。 

 

 最後に、点検評価に当たり、貴重な御意見・御提言を頂きました学識経験者の

方々に、心から御礼申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県マスコット 

「コバトン」「さいたまっち」 

豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育 


